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日  本  の  教  育  制  度  

1． そ の 史 的 背 景 － 「 学 制 」  

  わ が 国 に 於 け る 近 代 教 育 の 制 度 は 1 8 7 2 年 、 学 制 の 頒 布  

に よ つ て 己 に 確 立 さ れ た と 言 え る 。  

知 ら れ て い る よ う に 学 制 は そ れ ま で 残 存 し て い た 一 切 の 封 建  

性 を 払 拭 、 近 代 国 家 と し て 堂 々 の 歩 を 進 め よ う と す る 国 民 の  

意 志 を 教 育 計 画 の 上 に 宜 言 し た 雄 大 に し て 気 魄 に み ち た も の  

で あ る 。  

学 制 は こ れ を 大 き く 分 け て 六 つ の 部 分 よ り 成 立 つ て い る 。 即  

ち 大 、 中 、 小 、 学 区 の こ と 、 学 校 の こ と 、 教 員 の こ と 、 生 徒  

試 業 の こ と 、 海 外 留 学 生 の こ と 、 学 資 の こ と で あ る 。 学 制 が  

制 定 さ れ る に 当 り 、 範 を フ ラ ン ス に 求 め た こ と は 否 定 す る こ  

と の 出 来 な い こ と で あ る が 、 己 に 一 世 紀 近 い 以 前 に 於 い て 現  

今 教 育 制 度 の 中 核 を な す 多 く の こ と が 定 め ら れ た こ と は 驚 嘆  

に 値 す る こ と で あ る 。 そ し て こ の よ う な 画 期 的 な 教 育 改 革 を  

推 進 し た 時 代 の 背 景 と 近 代 国 家 建 設 の 雄 図 に も え て い た 当 時  

の 指 導 者 た ち の 達 識 と け い 眼 に 今 更 な が ら 敬 服 せ ざ る を 得 な  

い の で あ る 。  

学 制 は わ が 国 近 代 教 育 制 度 の 基 礎 と な つ た も の で あ る か ら 爾  
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後 の 教 育 制 度 を 考 察 す る た め に は こ れ に 対 し て 若 干 の 検 討 を  

省 略 す る わ け に は い か な い 。 こ こ に 学 制 に 関 し ど う し て も 逸  

す る こ と の 出 来 ぬ と 思 わ れ る 三 点 を 挙 げ て お く 。  

そ の 一 つ は 学 制 に 於 い て 掲 け ら れ て い る 教 育 の 理 念 で あ る 。  

そ れ は 人 間 尊 重 、 個 人 の 価 値 の 尊 厳 さ を 説 き 人 間 は 教 育 を 受  

け る こ と に よ つ て の み 真 の 人 た り 得 る と い う 思 想 を 当 時 の 一  

般 庶 民 に 説 く の で あ る が 、 そ の 方 法 と し て は や や 功 利 主 義 的  

に 教 育 意 欲 の 喚 起 に つ と め て い る 。 即 ち 「 そ の 身 を 修 め 知 を  

開 き 才 芸 を 長 ず る は 学 に あ ら ざ れ ば 能 わ ず 是 、 学 校 の 設 け あ  

る ゆ え ん に し て … … 」 と 一 般 教 養 の 必 要 性 を 説 き 、 個 性 、  

能 力 に 応 じ 教 育 を 受 く べ き こ と を 述 べ こ れ を 庶 民 の 功 利 心 に  

訴 え な が ら 「 人 、 能 く 其 才 の あ る と こ ろ に 応 じ 勉 励 し て 之 に  

従 事 し 、 し か し て 後 、 初 め て 生 を 治 め 産 を 興 し 業 を 昌 ん に す  

る こ と を 得 べ し 。 さ れ ば 学 問 は 身 立 つ る の 財 本 と も い う べ き  

も の に し て 人 た る も の 誰 か 学 ば ず し て 可 な ら ん や 」 と 述 べ て  

い る の で あ つ て 従 前 の 教 育 目 的 や 理 念 に 比 べ れ ば こ こ に 新 時  

代 を 生 抜 く た め の 理 想 的 人 間 像 が 明 確 に 掲 げ ら れ て い る こ と  

に 注 目 す べ き で あ る 。 そ の 二 に は 、 こ れ 迄 の 教 育 制 度 の 中 に  

残 存 し て い た 二 重 系 統 の 学 校 系 統 と 組 織 を 許 容 し よ う と す る  

考 え 方 を 完 全 に 捨 て た こ と で あ る 。 即 ち 、 学 校 は こ れ を 小 、  

－ 2 －  



中 、 大 学 の 三 段 階 に 分 け て 組 織 し 、 と れ を 全 国 民 に 一 様 に 解  

放 し て 単 一 化 さ れ た 制 度 を 確 立 し た こ と で あ る 。 こ れ は 「 必  

ず 邑 に 不 学 の 戸 な く 家 に 不 学 の 人 な か ら し め ん 事 を 期 」 し た  

の で あ つ て 華 、 士 、 農 、 工 、 商 及 び 婦 女 子 と す べ て の 人  

々 に 対 し ひ と し く 教 育 が 施 さ れ る と い う こ と を 制 度 の 土 台 と  

し た の で あ る 。  

そ の 三 ほ 学 校 へ の 入 学 に 関 し 父 兄 及 び 児 童 に 対 し て 強 制 力  

を 発 揮 し て こ れ を 義 務 づ け た こ と で あ る 。 即 ち 、「 自 今 以 後  

此 等 の 弊 を 改 め 、 一 般 の 人 民 、 他 事 を 抛 ち 自 ら 奮 つ て 必 ず 学  

に 従 事 せ し む べ き よ う 心 得 べ き 事 」 と 明 示 し 「 幼 童 の 子 弟 は  

男 女 の 別 な く 小 学 に 従 事 せ し め ざ る も の は 其 の 父 兄 の 越 度 た  

る べ き 事 」 と 布 告 し て い る の で あ つ て 児 童 の 就 学 を 義 務 づ け  

る 義 務 教 育 の 基 礎 が 己 に こ ゝ に 定 ま つ た と 言 え る の で あ る 。  

こ の よ う に 1 8 7 2 年 、 学 制 に 於 い て 見 ら れ る 教 育 制 度 の 根  

本 方 針 は 国 民 の あ ら ゆ る 階 層 に 対 し 、 一 種 類 の 学 校 を 用 意 す  

る と い う 考 え 方 を 明 示 し て い る の で あ つ て 、 そ の 後 1 8 8 5  

年 の 教 育 令 、 1 9 0 0 年 の 小 学 校 令 等 大 き な 改 正 は あ つ た の  

で は あ る が 、 こ の 点 、 ど こ ま で も 、 そ の 言 葉 の 如 く 学 制 の 精  

神 が 貫 徹 さ れ 、 実 現 さ れ て き た と こ ろ に 今 日 の 如 き 進 歩 し た  

教 育 制 度 に 至 つ た 基 盤 が あ つ た と 考 え ね ば な ら な い の で あ つ  

－ 3 －  



て こ れ を 教 育 制 度 の 上 か ら 考 え て も 学 制 の も つ 意 義 は 極 め て  

深 い も の が あ る 。  

現 在 西 欧 諸 国 に 於 い て 当 面 し て い る 教 育 上 の 重 要 問 題 は 後  

期 中 等 教 育 の 充 実 も さ る こ と な が ら 、 教 育 制 度 の 上 で 国 民 に  

対 し 、 如 何 に し て 教 育 の 機 会 均 等 を 与 え る か 、 同 一 の 学 校 を  

用 意 す る か と い う こ と に あ る よ う に 思 わ れ る 。 英 国 の 古 典 、  

技 術 、 近 代 の 三 つ の 中 学 校 や 西 独 の 高 等 、 中 間 、 実 業 の 三 系  

統 、 仏 の 普 通 、 技 術 の 二 系 統 等 、 こ れ ら の 諸 国 に 於 い て 統 一  

学 校 運 動 が 論 議 さ れ て い る こ と は 単 一 の 学 校 を 全 国 民 に 対 し  

一 様 に 解 放 さ れ て い な い 証 左 で あ つ て そ れ は 明 か に 近 世 初 頭  

以 来 、 築 か れ て き た 指 導 者 の た め の 学 校 と 国 民 一 般 大 衆 の た  

め の 学 校 と の 対 立 相 剋 を 解 決 し よ う と す る 深 刻 な 悩 み を 表 示  

し て い る も の と 言 え よ う 。 わ が 国 が 已 に 一 世 紀 に 近 い 以 前 に  

於 い て 近 代 的 な 教 育 制 度 を 確 立 し 得 た こ と は 、 そ の 頃 に 於 け  

る 各 国 の 教 育 制 度 や 行 政 と 比 較 し て 正 に 驚 く べ き 改 革 で あ つ  

て 誇 る に 足 る こ と と 言 え る で あ ろ う 。  

2． 現 行 制 度 の 基 礎  

  現 在 の 教 育 制 度 の 大 半 は 、 1 9 4 5 年 8 月 、 終 戦 を 契 機 と  

し て 成 立 し た も の で あ る 。 終 戦 に 伴 い 教 育 に 与 え た 最 も 大 き  

な 課 題 は 、 戦 時 教 育 体 制 の 終 止 と 、 戦 時 中 実 施 さ れ た あ ら ゆ  
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る 教 育 実 践 へ の 処 置 で あ つ た 。 こ の よ う な 終 戦 に よ る 教 育 へ  

の 処 置 が な さ れ る と 共 に 教 育 は 占 領 軍 の 下 に 管 理 さ れ る こ と  

と な り 、 爾 後 、 占 領 が 解 か れ る ま で 7 年 に 亘 り 管 理 政 策 下 の  

教 育 が 行 な わ れ た の で あ る 。  

終 戦 後 、 廃 墟 の 中 か ら 立 上 り 掲 げ た 再 建 国 家 の 理 想 は 、 文  

化 の 香 の 高 く 匂 う 民 主 国 家 の 建 設 で あ つ た 。 こ の よ う な 国 家  

の 担 い 手 を 育 成 す べ き 教 育 も 亦 、 民 主 教 育 の 大 は い を 掲 げ た  

こ と 当 然 の こ と と 言 わ ね ば な ら な い 。 こ の た め に は 、 先 ず 新  

し く 民 主 的 な 教 育 体 制 と 制 度 が 作 り 上 げ ら れ ね ば な ら な い が 、  

そ の 根 幹 と な つ た も の は 学 校 制 度 の 改 革 で あ る 。  

戦 後 間 も な く 、 占 領 軍 最 高 司 令 官 は 「 日 本 教 育 制 度 に 対 す  

る 管 理 政 策 」 を 覚 書 と し て 政 府 に 指 令 し 、 教 育 に 関 す る 占 領  

の 目 的 及 び そ の 政 策 を 明 ら か に し 、 こ れ を 直 ち に 実 施 す べ き  

こ と を 命 令 し た 。 そ れ は 大 き く 分 け れ ば （ 1 ） 教 育 の 内 容 に 関 す  

る こ と 、（ 2 ） す べ て の 教 育 機 関 の 関 係 者 に 関 す る こ と 、（ 3 ） 教 科  

目 、 教 材 、 教 具 に 関 す る こ と 、 の 三 部 門 で あ つ て そ の 内 容 を  

要 約 す れ ば 、 軍 国 主 義 思 想 を 払 拭 し て 自 由 、 平 和 、 基 本 的 人  

権 尊 重 の 思 想 を 培 養 す べ き こ と を 指 令 し た も の で あ る 。  

こ の 覚 書 に 依 つ て 戦 後 の 教 育 制 度 の 方 向 は 、 定 め ら れ た と  

も 考 え ら れ る が 、 教 育 制 度 改 革 の 指 標 と な り 基 礎 と も な つ た  
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も の は 、「 教 育 使 節 団 報 告 書 」 で あ る 。 即 ち 、 1 9 4 6 年 3  

月 ジ ヨ ー ジ ・ ス ト ダ ー ド を 団 長 と す る 2 7 名 の 団 員 が 教 育 使  

節 団 と し て 来 朝 し 、 日 本 側 の 委 員 を も 加 え 連 日 会 合 を 開 き 、  

戦 後 に 於 け る 教 育 体 制 確 立 の 基 本 方 策 の 樹 立 に 努 め た の で あ  

る が 、 同 3 月 末 、 教 育 建 設 の 具 体 的 方 策 を 立 案 し た 。 こ れ が  

「 ア メ リ カ 教 育 使 節 団 報 告 書 」 で あ る 。 当 時 の 総 司 令 部 は 、  

こ れ に 覚 書 を 付 し 、 今 後 日 本 に 於 け る 教 育 改 革 は 、 こ の 方 針  

に 従 つ て 実 施 さ れ ね ば な ら ぬ こ と を 明 ら か に し た の で あ る 。  

従 つ て こ の 報 告 書 は 、 形 式 的 に は 単 な る 勧 告 書 で は あ る が 、  

実 質 的 に は 教 育 制 度 改 革 の 方 策 を 樹 立 す る 上 で の 極 め て 重 要  

な 、 し か も 具 体 的 な 指 針 と な つ た の で あ る 。  

今 、 教 育 制 度 改 革 に 特 に 関 係 の 深 い と 思 わ れ る 点 に つ い て  

概 観 す る な ら 、（ 1 ） 教 育 の 目 的 と 内 容 に つ い て は 「 民 主 政 治 下  

の 生 活 の た め の 教 育 制 度 は 個 人 の 価 値 と 尊 厳 を 認 め る こ と が  

基 本 で あ る … … そ れ は 画 一 と 標 準 化 を 避 け ね ば な ら な い 。  

こ の た め に 地 方 分 権 が 必 要 で あ る 」 と し 最 初 に 教 育 行 政 の 地  

方 分 権 化 を 説 き 「 こ の 目 的 を 果 す た め に は 、 教 育 課 程 の 変 更  

を 必 要 と す る 。 こ の 課 程 は 中 央 官 庁 の 処 方 箋 で は な く 社 会 の  

必 要 と 個 人 の 興 味 に 基 い て 作 成 さ れ ね ば な ら な い 」 と 教 科 書  

行 政 へ の 指 針 を 与 え て お り 、（ 2） に は 国 語 の 改 革 を と り あ げ 〓  

－ 6 －  



「 国 語 の 問 題 は 教 育 実 践 上 、 あ ら ゆ る 改 革 に と つ て 基 本 的 な も  

の で あ る 」 と し 、 国 語 の 形 式 を よ り 民 主 的 な も の に す る た め  

の 方 策 研 究 を 行 う べ き 旨 を 勧 告 し て い る 。（ 3 ） に は 都 道 府 県 市  

町 村 に 一 般 投 票 に よ り 選 出 さ れ た 教 育 行 政 機 関 の 創 設 」 を 提  

案 し 、 こ の 機 関 に は 学 校 設 置 の 認 可 、 免 許 状 の 授 与 、 教 科 の  

採 択 に 関 す る 権 限 を 与 え る べ き で あ る と し 、 教 育 委 員 会 の 設  

置 を 指 示 し て い る 。 更 に 重 要 な こ と は 、「 男 女 共 学 制 に よ る  

無 月 謝 制 の 修 業 年 限 九 ケ 年 の 義 務 教 育 年 限 延 長 の 改 革 案 」 を  

提 案 し た こ と で あ る 。 こ の 内 容 は 、 小 学 校 六 年 、 初 級 中 学 校  

三 年 の 義 務 教 育 で あ る が 、 こ の 上 に 修 業 年 限 三 年 の 上 級 中 学  

校 の 設 置 を 課 し て い る の で あ つ て 、 こ れ が 現 行 学 制 の 基 本 を  

な し た い わ ゆ る 「 六 三 三 制 」 の 基 礎 を な す も の で あ る 。 報 告  

書 は こ の 他 教 師 養 成 教 育 の 抜 本 的 な 改 革 を （ 4） に お い て 提 案 し  

て い る 外 、（ 5） に は 、 成 人 教 育 の 改 善 を 中 心 と し た 社 会 教 育 の  

発 展 を 勧 奨 し 、 最 後 に 「 高 等 教 育 は 少 数 者 の 特 権 で な く 多 数  

者 の た め の 機 会 と な る べ き こ と 」 を 説 き 、 大 学 の 増 設 を 勧 告  

し な が ら 、 有 能 に し て 学 資 に 乏 し い 者 に 対 す る 奨 学 制 度 の 必  

要 を 強 調 し て い る の で あ る 。  

以 上 は 、「 教 育 使 節 団 報 告 書 」 に つ き 制 度 改 革 に 重 要 な 関  

係 を も つ 点 に 関 し て の 概 観 で あ る が 、 こ の よ う な 勧 告 を 受 け  
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主 体 的 に 実 践 の 役 割 を 果 し た の は 、 教 育 刷 新 委 員 会 で あ つ て  

発 足 は 1 9 4 5 年 、 1 9 4 9 年 に 教 育 刷 新 審 議 会 と な り 、 1  

9 5 2 年 に は 、 中 央 教 育 審 議 会 と な り 、 現 在 に 及 ん で い る 。  

1 9 4 6 年 に 「 教 育 の 理 念 及 び 教 育 基 本 法 に 関 す る こ と 」 に  

つ い て の 建 議 を 行 つ て 以 来 、 精 力 的 活 動 を 続 け 、 現 行 日 本 の  

教 育 制 度 の 殆 ど は 、 こ こ に お い て 決 定 さ れ た 。  

3． 現 制 度 の 中 核  

  1 9 4 7 年 3 月 、 国 会 の 審 議 を 経 て 教 育 の 大 本 た る 教 育 基  

本 法 が 制 定 公 布 さ れ た 。  

戦 後 の 教 育 制 度 や 教 育 内 容 が す べ て 法 律 に よ つ て 定 め ら れ  

る よ う に な つ た こ と は 、 画 期 的 な こ と で あ つ て 従 前 、 勅 令 や  

勅 語 に よ つ て い た こ と に 思 い 較 べ れ ば 教 育 が 直 接 国 民 に 責 任  

を 負 つ て 行 わ れ る よ う に な つ た こ と を 示 す も の で あ る 。 本 法  

は そ の 前 文 に 教 育 の 理 念 を 明 か に し 、 つ い で 本 文 に は 教 育 の  

目 的 と 方 針 を 定 め 、 八 つ の 基 本 原 則 を 立 て 、 教 育 方 策 の 根 本  

を 明 か に し て い る 。 即 ち 、 教 育 の 機 会 均 等 、 男 女 共 学 、 学 校  

教 育 、 社 会 教 育 、 政 治 教 育 、 宗 教 教 育 、 教 育 行 政 の 諸 原 則 を  

示 し た の で あ る 。  

学 校 教 育 の 全 体 制 は 教 育 基 本 法 の 精 神 に 則 つ て 改 革 さ れ た  

の で あ つ て 、 現 在 の 教 育 制 度 は そ の 後 、 若 干 の 修 正 は 行 わ れ  
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て 来 た と は い え 、 大 部 分 は 1 9 4 8 年 頃 ま で に 改 革 さ れ た と  

考 え て よ い の で あ る 。  

現 在 の 学 校 制 度 は い わ ゆ る 「 六 三 制 」 と 呼 ば れ る も の で あ  

り 、 小 学 校 六 年 、 中 学 校 三 年 、 高 校 三 年 、 大 学 四 年 と し 、 そ  

の 上 に 大 学 院 を 設 け る も の で あ つ て そ れ は 使 節 団 報 告 書 の 勧  

告 に 基 く い わ ゆ る 単 線 型 の 制 度 で あ る 。 こ れ に よ つ て 従 来 、  

複 雑 な 形 態 を も つ た 複 線 型 の 学 校 制 度 の 全 体 系 が 極 め て 単 純  

な も の に 整 備 さ れ た 。 然 も こ れ が 国 民 の す べ て に 解 放 さ れ て  

教 育 の 機 会 均 等 の 原 則 を 実 現 す る こ と の 出 来 る 制 度 と な つ た 。  

こ の 点 か ら 考 え て も 学 校 制 度 の 体 系 は 明 治 3 年 の 学 制 よ り も 、  

更 に 著 し い 改 革 を 実 施 す る 性 格 を も つ も の と 言 う べ き で あ ろ  

う 。 即 ち 学 制 の 頒 布 以 来 、 小 中 大 学 と い う 三 段 階 を も つ て 出  

発 し て 以 来 、 8 0 年 間 に は 複 雑 な 要 素 も 混 入 し て 複 雑 化 し 、  

い わ ゆ る 複 線 型 と な つ て い た の で あ る が 、 近 代 的 学 校 体 系 に  

組 み か え た こ と は 誠 に 画 期 的 な こ と で あ る 。  

義 務 教 育 9 年 へ の 延 長 を 中 心 と す る 学 校 制 度 の 改 革 は 第 一  

次 大 戦 後 已 に 3 0 年 来 の 懸 案 事 項 で あ つ た の で あ る が 、 使 節  

団 報 告 書 と 戦 後 の 新 し い 教 育 へ の 要 望 が 結 実 し て 学 校 体 系 の  

根 本 的 な 改 革 と な つ た の で あ つ て 、 敗 戦 を 契 機 と し た 改 革 を  

以 て 他 か ら 強 い ら れ た も の と 解 す る が 如 き は こ れ 迄 の わ が 国  
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民 が 教 育 に 寄 せ て 来 た 熱 意 に 思 い を 致 さ ぬ も の と 言 わ ね ば な  

ら な い 。  

義 務 教 育 年 限 の 延 長 に 伴 い 大 き な 問 題 と な つ た の は 施 設 の  

整 備 と 教 育 内 容 の 刷 新 で あ つ た 。  

第 二 次 大 戦 後 に 於 け る 学 校 施 設 の 罹 災 は 2 7 0 万 坪 、 3 , 0 0 0  

校 に 及 ん だ の で あ つ て 中 学 校 発 足 当 時 に 於 け る 生 徒 数 3 1 9  

万 人 中 1 3 9 万 人 分 の 教 室 が 不 足 し て い た 状 態 か ら 発 足 し た  

の で あ つ た 。 剰 え 、 予 算 的 措 置 上 1 9 4 9 年 に は 六 三 制 の 予  

算 が 全 額 削 除 と な り 、 建 築 の 中 止 や 放 棄 の 止 む な き に 至 る も  

の も 多 く 、 強 制 的 な 寄 附 金 の 徴 収 も 行 わ れ 施 設 の 整 備 は 地 方  

行 財 政 上 、 最 大 の 課 題 と な り 、 こ の た め 辞 職 し た 市 町 村 長 も  

多 く 、 自 殺 し て 責 任 を 果 そ う と し た 村 長 す ら 出 た の で あ る 。  

然 し 、 世 論 は 六 三 制 の 完 全 実 施 を 強 く 支 持 し 、 塗 炭 の 苦 し み  

に 喘 ぎ な が ら も 新 し い 文 化 国 家 の 建 設 を 目 指 し て 着 々 と そ の  

整 備 に 努 力 し て 来 、 現 在 の 如 き 完 備 し た も の と な つ た の で あ  

る 。  

教 育 内 容 に つ い て は 義 務 教 育 の 目 的 と 目 標 を 達 成 す る た め  

教 育 課 程 、 内 容 及 び そ の 取 扱 い は す べ て 学 習 指 導 要 領 に よ ら  

ね ば な ら ぬ こ と と な り 、 教 師 の 自 律 的 な 活 動 を 促 し 、 児 童 生  

徒 の 能 力 や 興 味 、 地 域 の 特 性 、 学 区 の 実 情 に 即 し て 活 溌 な 教  

－ 1 0 －  



育 活 動 が 展 開 さ れ る よ う 期 待 さ れ て い る 。 教 育 課 程 は そ の 後 ，  

社 会 の 進 歩 に 伴 い 1 9 5 1 年 、 1 9 5 9 年 に か な り 大 幅 な 改  

訂 が 行 わ れ て 現 在 に 及 ん で い る 。  

中 学 校 は 修 業 年 限 三 年 で あ つ て 義 務 教 育 で あ る 。 そ の 発 足  

は 1 9 4 7 年 で 、 1 9 4 9 年 に は 全 学 年 が 義 務 就 学 と な つ た 。  

そ の 発 足 は 「 無 か ら 出 発 し た 」 と 言 わ れ る よ う に 当 初 は 施 設 、  

設 備 、 教 員 組 織 、 教 材 教 具 等 、 す べ て 不 備 、 不 足 で あ つ た が  

国 民 の 非 常 な 努 力 に よ り 現 在 の 状 態 ま で に 整 備 さ れ た の で あ  

る 。  

教 育 内 容 に 於 い て 社 会 科 が 新 し く 設 け ら れ た こ と は 小 学 校  

と 同 様 で あ る が 、 保 健 体 育 が 新 設 さ れ 職 業 科 が 重 視 さ れ た が  

そ の 後 、 更 に 個 性 、 能 力 、 地 域 の 実 情 に 適 合 す る 教 育 を 行 う  

た め 選 択 教 科 の 制 度 が 設 け ら れ 、 ま た 新 時 代 の 科 学 技 術 の 進  

展 に 即 応 す る よ う 技 術 家 庭 科 が 新 し く 設 け ら れ て い る 。  

後 期 中 等 教 育 機 関 と し て の 高 等 学 校 は 旧 来 の 中 等 学 校 か ら  

発 展 的 に 移 行 さ れ た も の で あ つ て そ の 設 置 に つ い て は 「 高 等  

学 校 設 置 規 準 」 に よ る こ と と さ れ て お り 、 そ の 発 足 は 1 9 4 8  

年 で あ る 。 高 等 学 校 は 中 学 校 卒 業 者 で 進 学 を 希 望 す る す べ て  

の 者 に 広 く 開 放 さ れ る べ き 性 格 の 学 校 と し て 生 れ た が 、 こ れ  

ら の 者 に 多 く の 就 学 の 機 会 を 与 え 、 就 学 の 機 会 が 通 学 の 便 に  
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よ つ て 、 左 右 さ れ る こ と の な い よ う に 学 区 制 を と つ て い る 。  

又 、 教 育 の 機 会 を 保 証 し よ う と す る 趣 旨 か ら 男 女 共 学 の 実 施  

と 同 一 校 に 普 通 、 職 業 の 両 課 程 を も つ 綜 合 制 の 学 校 の 設 置 も  

認 め ら れ て い る 。 更 に 勤 労 青 年 の 教 育 の 場 と し て 定 時 制 、 通  

信 制 の 教 育 制 度 が 定 め ら れ て お り 、 定 時 制 に は 夜 間 授 業 を 行  

う も の と 晨 閑 期 な ど 特 定 の 日 を 授 業 日 と す る も の と が あ る 。  

通 信 制 の 教 育 も 普 通 高 校 と 同 じ く 8 5 単 位 の 取 得 を も つ て 卒  

業 が 認 定 さ れ て お り 、 近 時 、 法 改 正 に よ り 生 徒 数 は 著 し く 増  

加 し 、 定 時 制 と の 併 修 の 道 も 開 か れ る よ う に な つ た 。 以 上 の  

高 等 学 校 の い ず れ の 課 程 に も 就 学 し て お ら ず 、 然 も 上 級 学 校  

進 学 を 希 望 す る 者 に 対 し て は 大 学 入 学 資 格 認 定 試 験 の 制 度 が  

設 け ら れ て い る 。（ 1 9 5 0 年 か ら ）  

学 校 教 育 法 施 行 の 翌 年 （ 1 9 4 8 年 ） か ら 盲 児 、 ろ う 児 の  

教 育 が 義 務 制 と な つ た 。 即 ち 、 特 殊 教 育 も 一 般 の 学 校 教 育 の  

一 部 で あ る と い う 考 え 方 の 下 に 心 身 に 障 害 の あ る 児 童 生 徒 も  

正 常 児 と 全 く 同 じ 目 標 に よ り 教 育 さ れ る べ き で 、 唯 、 そ の 障  

害 の ゆ え に 特 殊 の 方 法 的 な 配 慮 が な さ れ ね ば な ら な い 教 育 で あ  

る と い う 理 念 が 確 立 さ れ た の で あ る 。 盲 、 ろ う 児 以 外 の 児 童  

を 対 象 と す る 特 別 の 学 校 は 養 護 学 校 で あ つ て 、 現 在 虚 弱 児 、  

肢 体 不 自 由 児 、 精 神 薄 弱 児 を 内 容 と し 、 殆 ど 都 道 府 県 に 一  
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校 が 設 置 さ れ る ま で に な つ て い る 。 又 、 特 殊 学 級 は 法 （ 学 校  

教 育 法 ） 7 0 条 に 規 定 さ れ て い る 学 級 で あ つ て 、 そ の 内 容 は  

虚 弱 児 と 精 神 薄 弱 児 が 主 た る も の で あ り 学 級 の 設 置 に 対 し て  

は 国 庫 補 助 金 が 交 付 さ れ 、 近 年 学 級 数 は 著 し く 増 加 し て い る 。  

大 学 は 国 立 大 学 設 置 法 に 基 い て 設 置 さ れ る の で あ る が 、 旧  

制 の 大 学 、 高 専 を 整 理 統 合 し て 新 し い 大 学 を 設 置 す る こ と は  

容 易 な ら ぬ こ と で 現 在 に 至 る 迄 に は 言 語 に 絶 す る 苦 心 が 重 ね  

ら れ て 来 た の で あ る 。 大 学 の 性 格 は 一 般 教 養 を 重 ん じ 、 学 問  

的 研 究 と 共 に 専 門 的 職 業 訓 練 を 重 視 し な が ら 両 者 を 一 体 化 し  

よ う と す る と こ ろ に あ る 。 こ れ に 対 し 、 実 際 的 な 専 門 職 業 に  

重 き を お き 、 良 き 社 会 人 の 育 成 を 目 指 す の が 短 期 大 学 の 制 度  

で あ つ て 、 い わ ゆ る セ ミ ・ プ ロ フ エ ツ シ ヨ ナ ル な 職 業 教 育 を 施  

す こ と を 目 的 と し て い る 。 然 し 短 大 は 四 年 制 大 学 の 単 な る 下  

級 課 程 で は な く 、 一 般 教 養 を 重 ん じ 職 業 に 必 要 な 専 門 教 育 を  

授 け る 独 自 の 特 色 と 使 命 を も つ 完 成 教 育 の 機 関 で あ る 。  

い つ の 時 代 に 於 い て も 教 師 は 教 育 活 動 の 中 核 的 な 存 在 で あ  

り 、 教 育 は 人 で あ る と 言 え る の で あ る 。 従 つ て 教 員 の 養 成 は  

教 育 制 度 上 、 極 め て 重 要 な 意 味 を も つ 。 教 員 は 大 学 の 教 員 養  

成 の 学 部 で 養 成 さ れ る 。 そ れ は 「 教 育 職 員 免 許 法 」 が 規 定 す  

る と こ ろ に よ つ て 所 定 の 免 許 資 格 を も つ こ と が 必 須 要 件 と な  
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つ て い る 。 教 員 の 団 体 活 動 は 戦 後 、 特 に 活 溌 に 行 わ れ た 。  

こ れ を 大 別 す れ ば 、 研 究 を 目 的 と す る 職 能 的 な 団 体 と 労 働  

組 合 と し て の 教 職 員 組 合 の 活 動 が あ る が 、 特 に 目 ざ ま し い 活  

動 を し て 来 た の は 後 者 で あ る 。 当 初 、 教 員 組 合 は 一 般 の 労 働  

組 合 と 同 等 に 取 扱 わ れ た が 、 1 9 4 8 年 、 政 令 2 0 1 号 に よ  

り そ の 活 動 に 大 幅 な 制 限 が 加 え ら れ て 、 労 働 三 法 の 適 用 が 排  

除 さ れ 、 争 議 、 〓 業 、 団 体 協 約 締 結 の 三 つ の 権 利 を も た ぬ 団  

体 と な つ た 。  

本 来 、 生 活 権 の 擁 護 、 待 遇 の 改 善 を 叫 び 、 戦 後 、 教 育 の 再  

建 を 目 指 し て 活 動 し て 来 た 教 員 組 合 は 次 第 に 特 定 イ デ オ ロ ギ  

ー と の 結 付 き を 深 め 、 本 来 厳 正 公 平 な る べ き 教 育 実 践 上 に も  

憂 う べ き 傾 向 が 表 れ 始 め 、 遂 に は 文 教 政 策 の す べ て に 反 対  

運 動 を 行 う よ う に な つ た 。  

1 9 5 4 年 に は 、「 教 育 の 政 治 的 中 立 に 関 す る 臨 時 措 置 法 」  

が 出 た が 、 1 9 5 8 年 、 勤 務 評 定 反 対 闘 争 に 於 い て そ の 頂 点  

に 達 し 、 教 育 の 秩 序 は 甚 し く 混 乱 に 陥 つ た 。 こ れ ら の 組 合 運  

動 に 対 し て は 国 民 の 強 い 批 判 も 加 え ら れ た 結 果 、 小 康 は 保 つ  

て い る が 将 来 に わ た り 多 く の 問 題 を 深 く 包 蔵 し て い る の で あ  

る 。  

4． 当 面 す る 課 題  
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教 育 は 社 会 の 本 質 的 な 機 能 の 一 つ で あ る か ら 、 ど の よ う な 時 代  

代 に 於 い て も 教 育 は 存 在 し て い た 。 若 し 教 育 が な け れ ば 社 会  

の 保 持 も 進 展 も 所 期 し 得 な い か ら で あ る 。 そ し て 教 育 は そ の  

社 会 が 背 負 つ て い る 歴 史 や 伝 統 や 特 質 の 上 に そ の 具 体 的 な 姿  

と な つ て 現 れ る 。 わ が 国 現 行 の 教 育 制 度 は 、 叙 上 の 如 く ア メ  

リ カ の 学 制 を 範 と し て 作 り 上 げ ら れ た も の で あ る 。 然 も 単 線  

型 で あ る 六 三 制 と い う 制 度 は ア メ リ カ の 全 土 に 行 わ れ て い る  

も の で は な い の で あ る 。 新 し い 教 育 制 度 の 下 に 教 育 が 行 わ れ  

て か ら 、 已 に 十 有 五 年 余 の 歳 月 を 閲 し て い る 。 わ が 国 が  

民 主 的 な 文 化 国 家 と し て 成 長 し て ゆ く た め に は 今 日 ま で の 経  

緯 と 実 情 に 鑑 み わ が 国 情 に よ く 適 合 し た も の に 完 成 さ せ て ゆ  

か ね ば な ら な い 。 特 に 最 近 の 目 ざ ま し い 科 学 、 産 業 、 文 化 の  

進 歩 に 即 し 、 わ が 国 の 将 来 を 深 く 洞 察 す る 時 、 現 行 の 教 育 制  

度 改 善 の た め 若 干 の 考 察 の ポ イ ン ト を 挙 げ て お き た い と 思 う 。  

何 故 な ら こ れ は わ が 国 の 教 育 が 当 面 す る 重 要 問 題 と し て 解 決  

の 責 任 は わ れ わ れ が 負 わ ね ば な ら ぬ 課 題 で あ る か ら で あ る 。  

ま ず 、  

（ 1 ） 後 期 中 等 教 育 の 整 備 と 拡 充 の 問 題 が あ る 。  

義 務 教 育 終 了 後 の 教 育 制 度 と し て は 高 等 学 校 そ の 他 の  

教 育 機 関 が あ る が 、 全 く 教 育 の 対 象 外 に お か れ て い る 青  

－ 1 5 －  



少 年 の 数 も か な り の も の で あ る 。 1 5 才 － 1 7 才 と い う  

心 身 共 に 成 長 の 最 盛 期 に あ る 重 要 な 時 期 に こ れ ら す べ て  

の 青 少 年 に 中 等 教 育 を 与 え る こ と は 彼 等 の 将 来 の 成 長 の  

た め に も 又 、 社 会 の 推 進 力 を 培 う た め に も 極 め て 重 要 な  

こ と と い わ ね ば な ら な い 。 戦 前 の 青 年 学 校 の 果 し た 役 割  

は 決 し て 過 小 評 価 さ る べ き で は な い の で あ る 。  

こ の た め に は 彼 等 の 能 力 、 適 性 に 応 じ た 適 切 な 教 育 を 与  

え る た め 既 成 概 念 に 捉 わ れ ぬ 弾 力 性 に 富 む 教 育 制 度 を 検 討  

   せ ね ば な ら な い と 思 う の で あ る 。  

（ 2 ） に は 、 科 学 技 術 教 育 の 振 興 徹 底 で あ る 。  

科 学 技 術 の 進 歩 が 社 会 の 高 度 化 を も た ら す こ と 、 言 う  

ま で も な い 。 最 近 の 技 術 革 新 は 生 産 の 技 術 を 躍 進 さ せ 、  

勝 れ た 技 術 者 を 強 く 求 め て い る 。 こ の た め に 特 に 理 数 科  

を 中 核 と す る 学 力 を 充 実 さ せ る と と も に 工 業 課 程 の 拡 充 、  

理 工 系 部 門 の 拡 張 、 研 究 体 制 の 充 実 等 が 必 要 喫 緊 な も の  

と な る 。 已 に ア メ リ カ は 「 合 衆 国 防 衛 教 育 法 」 を 制 定 し  

て お り 、 わ が 国 も ま た 高 等 専 門 学 校 を 設 置 し た の で あ る が  

こ の 点 に 関 し 、 更 に 教 育 制 度 の 上 か ら 検 討 せ ね ば な ら な  

い の で あ る 。  

（ 3 ） に は 、 教 員 養 成 計 画 と 教 師 集 団 の 適 正 化 で あ る 。  
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国 家 将 来 の 発 展 の た め に は 教 員 の 需 要 と 供 給 を 均 衡 の  

と れ た も の に す る と 共 に 教 育 の 本 質 と そ の 新 し い 発 展 に 対  

応 す る 清 新 な 理 念 を 目 指 す 新 し い 型 の 教 員 養 成 を 図 ら な  

け れ ば な ら な い 。 特 に 科 学 技 術 系 教 員 の 養 成 と そ の 確 保  

一 。 具 体 的 に は そ の 待 遇 の 改 善 が 考 慮 さ れ ね ば な ら な い 。  

又 、 教 師 の 集 団 活 動 は そ の 身 分 と 使 命 を 深 く 自 覚 し た 団  

体 行 動 で あ る べ き で あ つ て 苟 も 教 育 の 中 立 性 を 阻 害 す る  

が 如 き 行 動 に 出 る こ と は 許 さ れ な い こ と で あ る 。  

（ 4 ） に は 、 教 育 技 術 の 改 善 と 物 的 条 件 の 整 備 を 挙 げ ね ば な ら  

な い 。  

教 育 内 容 が 社 会 の 発 展 に 即 応 し 指 導 方 法 が 合 理 的 ・ 能  

率 的 で あ る こ と は 教 育 効 果 を 高 め る た め の 条 件 で あ る 。  

教 育 諸 科 学 の 発 達 に 伴 い 、 施 設 設 備 、 教 材 教 具 等 、 着 々  

整 備 さ れ て 来 て は い る が 、 今 後 の 教 育 を 考 慮 す る な ら 更  

に そ の 充 実 を 図 ら ね ば な ら な い 。 指 導 の 技 術 ・ 方 法 に 於  

い て も 真 に 国 情 と 国 民 性 に 基 礎 づ け ら れ た も の が 研 究 さ  

る べ き で あ ろ う 。  

5． 教 育 財 政 上 の 問 題 点  

（ 1 ） 財 政 力 格 差 に よ る 問 題 点  

国 と 地 方 公 共 団 体 と の 間 に お け る 教 育 費 負 担 の 割 合 、 お  
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よ び そ の 方 法 は 、 教 育 財 政 上 重 要 な 問 題 で あ る 。  

学 校 教 育 法 に お い て 「 学 校 の 設 置 者 は … … そ の 学 校  

の 経 費 を 負 担 す る 」 と 規 定 し て い る 。  

こ の 原 則 に 対 し て 、 幾 多 の 例 外 が あ る 。  

そ の 最 も 代 表 的 な も の は 、 義 務 教 育 国 庫 負 担 制 度 で あ る 。  

即 ち 市 町 村 の 設 置 す る 義 務 教 育 諸 学 校 の 教 職 員 給 与 費 は 市  

町 村 の 負 担 で な く 、 都 道 府 県 の 負 担 と さ れ て お り 、 そ の  

負 担 額 の 2 分 の 1 は 、 国 が 負 担 す る こ と に な つ て い る 。  

こ の こ と の 理 由 は 、 市 町 村 は 、 国 あ る い は 都 道 府 県 と 異  

な り 、 財 政 力 に お い て 著 し い 格 差 が あ る 。 こ の 格 差 が 学 校  

教 育 水 準 の 不 均 衡 を 招 く お そ れ が あ る の で 、 教 育 の 機 会 均  

等 を 確 保 し 、 財 政 力 の 乏 し い 市 町 村 に お い て も 相 当 の 教 育  

水 準 を 確 保 し よ う と す る 配 慮 で あ る 。  

し か し な が ら 、 都 道 府 県 に お い て も 、 財 政 力 は 区 々 で あ  

り 、 従 つ て 都 道 府 県 に お け る 財 政 力 の 格 差 を 調 整 す る 必 要  

も あ つ て 、 都 道 府 県 ・ 市 町 村 の 教 育 費 負 担 の 安 定 と バ ラ ン  

ス を 図 る た め の 制 度 と し て 、 義 務 教 育 国 庫 負 担 金 を は じ め  

と す る 国 か ら の 補 助 負 担 金 制 度 の ほ か に 、 地 方 公 共 団 体 の  

財 源 の 調 整 機 能 を 営 む 地 方 交 付 税 制 度 に 教 育 費 の 需 要 額 を  

算 入 し 、 教 育 費 の 最 低 所 要 額 を 国 か ら の 補 助 負 担 金 と 相 俟  
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つ て 保 障 し て い る わ け で あ る が 、 現 状 に お い て は 、 こ の 交  

付 税 に よ る 財 源 調 整 機 能 は 、 必 ず し も 充 分 で あ る と は 言 い  

難 い 。  

ま た 、 学 校 施 設 整 備 の 国 庫 補 助 の 基 準 、 建 築 単 価 並 び に  

構 造 比 率 が 実 情 に そ わ な い た め 、 現 状 は 、 各 地 方 公 共 団 体  

と も 基 準 を こ え た 整 備 を 行 わ ざ る を 得 な い 実 情 に あ る が 、  

貧 弱 団 体 に お い て は 、 規 模 の 縮 小 や 構 造 の 低 下 を 来 た し 、  

財 政 力 の 格 差 か ら し て 団 体 間 に か な り の 格 差 を 生 じ 、 そ れ  

が 教 育 水 準 の 不 均 衡 を も た ら し て い る こ と は 否 定 し 難 い 事  

実 で あ る 。  

こ の よ う な 現 状 に お い て は 、 地 方 団 体 の 財 政 力 の 格 差 に  

左 右 さ れ な い 教 育 費 の 確 保 が 果 さ れ て い る か と い う と 多 大  

の 疑 問 が あ り 、 教 育 費 に 対 す る 補 助 負 担 金 制 度 及 び 地 方 交  

付 税 制 度 の 合 理 化 の た め の 検 討 が な さ れ な け れ ば な ら な い  

し 、 更 に 地 方 公 共 団 体 の 財 源 の 偏 在 是 正 措 置 に よ る 地 方 公  

共 団 体 の 財 政 力 の 平 衡 化 が 必 要 で あ る と 考 え ら れ る 。  

（ 2 ） 父 兄 負 担 の 軽 減  

現 在 、 P ・ T ・ A の 負 担 軽 減 が 強 く 主 張 さ れ て い る 。 す  

な わ ち 教 育 費 の う ち 地 方 公 共 団 体 の 経 費 に よ り 負 担 す べ き  

も の が 、 住 民 に 転 嫁 さ れ て い る の で 、 こ れ を 本 来 の 建 前 に  
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帰 し て 公 費 で 負 担 す べ き で あ る と い う こ と が い わ れ て い る  

が 、 国 の 補 助 基 準 の 不 合 理 や 、 地 方 団 体 の 財 政 力 の 絡 差 に  

よ り 、 各 団 体 間 に お い て 教 育 水 準 の 不 均 衡 を 生 じ て い る 現  

在 適 正 な 財 源 調 整 の 方 途 が な け れ ば 更 に 不 均 衡 を 助 長 す る  

こ と に な る 。 こ の た め に も 国 の 補 助 負 担 金 制 度 、 地 方 交 付  

税 制 度 に よ る 合 理 的 な 保 障 が な さ れ な け れ ば 全 面 的 な 解 決  

は 困 難 で あ る 。  

（ 3 ） 高 等 学 校 生 徒 急 増 の 問 題 点  

高 等 学 校 へ の 入 学 志 願 者 数 ・ 入 学 者 数 の 比 率 は 年 々 増 加  

し て お り 、 今 後 も ま た 増 加 す る 傾 向 に あ る 。  

こ の こ と は 、 戦 後 の 社 会 情 勢 に 基 づ く も の の ほ か 、 経 済  

条 件 の 向 上 に も 原 因 が あ り 、 ま た 将 来 に お け る 就 職 、 所 得  

と い う 観 点 か ら 高 等 学 校 を 卒 業 し な け れ ば 不 利 で あ る と い う  

観 念 に 基 づ く も の で あ る 。  

こ の 社 会 的 な 要 請 に 対 応 し て 、 公 立 高 等 学 校 の 拡 充 が 要  

望 さ れ す で に 実 施 さ れ て い る 。 こ の こ と は 、 各 都 道 府 県 共  

通 の 問 題 で あ る が 、 現 在 こ れ に 対 応 す る 財 源 調 整 が 不 適 切  

な た め 、 す で に 公 立 の 高 等 学 校 の 設 置 費 設 備 充 実 費 等 が 都  

道 府 県 地 方 公 共 団 体 の 財 政 運 営 に か な り の 影 響 を 与 え て い  

る 。  
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社 会 的 な 情 勢 に 基 づ い て 必 要 と さ れ る こ れ ら 施 策 実 施 費  

に つ い て は 、 財 政 力 に よ つ て 不 均 衡 と な る こ と の な い よ う  

国 で 充 分 な 配 慮 を す べ き も の で あ ろ う 。  
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1． 老 人 問 題 の 抬 頭  

本 日 は 、 日 米 知 事 会 議 の 席 上 で 、 わ が 国 の 老 人 福 祉 問 題 に  

つ き ま し て ご 説 明 申 し 上 げ る 機 会 を え ま し た こ と は 、 私 の 最  

も 喜 び と す る と こ ろ で あ り ま す 。  

わ が 国 に お き ま し て も 老 人 対 策 の 問 題 が 世 人 の 耳 目 を ひ く  

よ う に な り 、 こ れ に 対 す る 福 祉 の 措 置 が 講 ぜ ら れ る に 至 り ま  

し た 。 そ の 背 景 と し て は 、  

（ 1 ） 人 口 構 造 の 変 化 に よ る 老 令 人 口 の 増 加  

（ 2 ） 世 帯 構 造 の 変 化 に 伴 う 老 人 の 生 活 の 問 題  

（ 3 ） 老 人 の 労 働 問 題  

（ 4 ） 老 人 の 生 活 と 健 康  

な ど の 問 題 が あ げ ら れ て お り ま す が 、 こ れ ら の 要 因 を み ま し  

て も 老 人 問 題 が 容 易 で な い こ と が 把 握 せ ら れ る 次 第 で あ り ま  

す 。 特 に そ の 主 要 な 要 素 で も あ り ま す 国 内 の 老 令 階 層 の 様 相  

を 考 察 い た し て 見 ま し て も 、 こ こ 1 0 年 余 に お い て 、  

○  医 薬 の 進 歩  

○  公 衆 衛 生 施 策 の 積 極 化  

○  社 会 保 障 施 策 の 推 進  

○  国 民 の 衛 生 思 想 の 向 上  

な ど の 諸 因 に よ つ て 、 老 令 人 口 は 附 表 に も 示 し ま す よ う に 年  
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年 著 し く 増 加 の 傾 向 を 示 し て お り ま す 。 ま た 、 国 民 平 均 寿 命  

に つ き ま し て も 1 9 4 7 年 （ 昭 和 2 2 年 ） を 契 機 と い た し ま  

し て 大 幅 に 伸 長 を 示 し て 参 つ て い る も の で あ り ま し て 、 こ れ  

ら は 独 り わ が 国 の み の 現 象 で は な く 米 国 に お か れ て の 1 9 5 9  

年 の 老 令 人 口 比 率 は 8 . 7％ を 示 し て お り 、 フ ラ ン ス 、 ス ウ エ  

ー デ ン 、 デ ン マ ー ク 、 西 ド イ ツ 、 ス イ ス 等 の 諸 国 に お い て も  

共 通 し た 傾 向 を み て ま い つ て い る も の で あ り ま す 。 こ の よ う  

に 老 令 人 口 の 増 加 に 従 つ て 老 人 福 祉 問 題 は 、 ま す ま す 重 要 性  

が 加 味 さ れ 、 今 後 、 早 急 に 推 進 す べ き 問 題 と し て 地 方 行 政 に  

新 た な 重 要 課 題 を 提 起 す る に 至 つ て お り ま す 。  

こ れ ら 人 口 構 造 の 変 革 の 要 因 と し て は 、 第 2 次 大 戦 後 の 出  

生 率 の 激 減 と 国 民 体 位 の 向 上 に よ る 死 亡 率 の 減 少 に 起 因 す る  

も の と 思 わ れ ま す が 、 そ れ と と も に 世 界 に 例 を 見 な い 戦 後 の  

出 生 率 低 下 が 、 わ が 国 人 口 の 老 令 化 を 短 期 間 に 促 進 さ せ る こ  

と と も な つ た も の で あ り ま す 。  

2． 老 人 福 祉 向 上 策 と 問 題 点  

而 し て 、 こ れ ら 老 令 人 口 の 増 加 に 伴 う 老 人 福 祉 問 題 は 、 1  

9 6 3 年 （ 昭 和 3 8 年 ） 8 月 法 制 化 さ れ ま し た 「 老 人 福 祉 法 」  

の 施 行 に よ つ て 今 後 発 展 の 道 が 開 か れ た の で あ り ま す が 、 こ  

の 施 策 も 漸 く そ の 緒 に つ い た ば か り で あ り ま す の で 将 来 へ の  
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努 力 が さ ら に 必 要 で あ る と 存 ず る も の で あ り ま す 。 現 在 の 社  

会 事 情 下 に お き ま し て は ま だ ま だ 恵 ま れ な い 老 人 が 数 多 く い  

る こ と で も あ り 、 そ の う ち に お い て も 経 済 的 安 定 は 確 保 さ れ  

て い て も な お 精 神 的 に は 不 幸 な 場 合 も あ り 、 又 、 反 面 物 質 的  

に 極 め て 恵 ま れ な い 老 人 も あ り ま す 。 働 く 意 志 と 健 康 を 持 ち  

な が ら そ の 機 会 を も た な い 多 く の 老 人 も 見 ら れ ま す 。 従 つ て  

こ う し た 老 人 層 の 人 々 の 不 幸 な 条 件 を 除 去 し て 幸 福 な 人 生 へ  

の 歩 み を 持 た せ る こ と が 最 も 重 要 な 課 題 で あ り ま し て 、 今 後  

の 老 人 福 祉 向 上 の た め の 方 策 と い た し ま し て は 、 現 在 、  

（ 1 ） 老 人 ホ ー ム 、 軽 費 老 人 ホ ー ム の 増 設  

（ 2 ） 老 人 福 祉 セ ン タ ー 、 老 人 保 養 所 の 設 置 促 進  

（ 3 ） 老 人 家 庭 奉 仕 員 制 度 設 置 の 推 進  

（ 4 ） 老 人 ク ラ ブ の 育 成 、 指 導  

（ 5 ） 老 人 の 無 料 健 康 診 断 の 実 施  

な ど を は か り 、 着 々 そ の 成 果 を 収 め て い る 現 状 で あ り ま す 。  

次 に 、 今 後 に お き ま し て 老 人 福 祉 向 上 の た め に 推 進 す べ き 諸  

問 題 と し て 考 え ら れ ま す こ と は 、  

1． 老 人 の 就 業 に 関 す る こ と 。 特 に 停 年 制 の 延 長 な い し は 再  

就 職 に 関 し て 国 家 的 な 配 慮 を 必 要 と す る こ と 。  

2． 老 令 年 金 の 拡 充 、 社 会 保 障 制 度 の 改 善  
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3． 老 後 の 精 神 的 安 定 の た め 、 家 庭 の 新 ら し い 構 造 に つ い て  

再 考 す る こ と 。  

4． 老 令 者 の 健 康 を 保 持 す る た め に 、 老 人 医 学 の 進 歩 に 合 わ  

せ て 老 人 病 院 、 診 療 所 な ど の 社 会 的 施 設 を 整 備 す る こ と 。  

5． 老 人 医 学 、 老 人 心 理 学 、 老 人 社 会 学 な ど の 各 分 野 に わ た  

る 総 合 的 な 研 究 が な さ れ 、 い わ ゆ る 老 人 科 学 の 大 成 が な さ  

れ る こ と 。  

な ど が 当 面 求 め ら れ て い る も の で あ り ま す が 、 こ う し た 課 題  

は 、 社 会 的 、 経 済 的 条 件 に よ つ て 左 右 さ れ る も の で あ り ま す  

の で こ れ ら の 条 件 も 併 せ て 常 に 新 ら し い 検 討 を 加 え て 行 か ね  

ば な ら な い と 思 わ れ ま す 。  

3． む  す  び  

さ て 、 最 後 に 申 し 述 べ た い こ と は 、 米 国 に お き ま し て は 、  

老 人 全 体 を 低 所 得 階 層 と い う 範 囲 に 入 れ 、 社 会 福 祉 の 対 象 と  

し て 取 り 扱 つ て い る の で あ り ま す が 、 わ が 国 に お き ま し て も  

前 述 の よ う に 近 年 よ う や く 老 人 福 祉 問 題 に 取 り 組 む 体 制 が と  

と の い 、 国 民 運 動 と し て 一 般 国 民 の 関 心 も 強 ま つ て き て お り  

ま す 状 況 で あ り ま す が 、 今 後 こ の 面 の 施 策 の 向 上 を 計 り ま す 範  

と し て 米 国 に お け る 老 人 福 祉 対 策 の プ ロ グ ラ ム が 、 わ が 国 に  

も 取 り 入 れ ら れ ま し て 、 日 本 的 に 消 化 せ ら れ 、 老 人 だ け で な  
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く 、 国 民 全 体 の 福 祉 の 向 上 に 役 立 つ こ と が で き れ ば 幸 い と 存  

じ ま す 。 わ が 国 に お き ま し て は 、 多 年 懸 案 と な つ て お り ま し  

た 「 老 人 福 祉 法 」 が 制 定 さ れ ま し た の を 機 会 と し て 、 精 神 的 、  

身 体 的 な ハ ン デ ィ ・ キ ヤ ツ プ を 有 す る 老 人 に 安 ら か な 生 活 を  

保 障 し 、 そ の 健 全 な 心 身 の 向 上 に 必 要 な 措 置 を 講 ず る と と も  

に 、 多 年 社 会 に 貢 献 し て き た 老 人 を 敬 愛 の 念 を も つ て 処 遇 い  

た し ま し て 、 老 人 が 幸 福 な 生 活 を 営 む こ と が で き ま す よ う 地  

方 行 政 を 一 層 推 進 い た し ま す こ と を 申 し 上 げ ま し て 、 私 の 報  

告 を 終 ら せ て い た だ き ま す 。  
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（ 参 考 資 料 ）  

附 表 1．   年 令 別 の 将 来 推 計 人 口  

（ 単 位 1 , 0 0 0 人 ）  

区 分  総 数  0～ 1 4 才  1 5～ 6 4 才  6 5 才 以 上  

1 9 6 5 年  9 8 , 2 4 5  2 4 , 6 9 6  6 7 , 3 7 2  6 , 1 7 7  

1 9 7 0  1 0 2 , 2 1 6  2 3 , 1 9 7  7 1 , 9 2 0  7 , 0 9 9  

1 9 7 5  1 0 6 , 3 2 7  2 3 , 5 4 6  7 4 , 7 6 0  8 , 0 2 0  

1 9 8 0  1 0 9 , 6 8 8  2 3 , 7 1 3  7 6 , 9 7 5  9 , 0 0 1  

1 9 8 5  1 1 1 , 8 4 3  2 3 , 2 4 6  7 8 , 8 6 5  9 , 7 3 2  

1 9 9 0  1 1 2 , 9 4 3  2 1 , 7 4 5  8 0 , 3 4 2  1 0 , 8 5 6  

1 9 9 5  1 1 3 , 2 9 3  2 0 , 3 5 1  8 0 , 3 2 0  1 2 , 6 2 3  

2 0 0 0  1 1 3 , 0 5 3  1 9 , 6 8 7  7 8 , 9 5 6  1 4 , 4 0 9  

2 0 0 5  1 1 2 , 1 0 8  1 9 , 4 7 4  7 6 , 8 7 2  1 5 , 7 6 2  

2 0 1 0  1 1 0 , 2 4 7  1 9 , 1 4 1  7 3 , 9 4 3  1 7 , 1 6 2  

2 0 1 5  1 0 7 , 5 2 9  1 8 , 4 1 3  7 0 , 0 4 4  1 9 , 0 7 2  
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附 表 2．    わ が 国 の 平 均 寿 命 の 年 次 推 移  

年 次      性 別 男  女  

1 8 9 1 ～ 1 8 9 8  4 2  8  4 4  3  

1 8 9 9 ～ 1 9 0 3  4 3  9 7  4 4  8 5  

1 9 0 8 ～ 1 9 1 3  4 4  2 5  4 4  7 3  

1 9 2 1 ～ 1 9 2 5  4 2  0 6  4 3  2 0  

1 9 2 6 ～ 1 9 3 0  4 4  8 2  4 6  5 4  

1 9 3 5 ～ 1 9 3 6  4 6  9 2  4 9  6 3  

1 9 4 7  5 0  0 6  5 3  9 6  

1 9 5 0 ～ 1 9 5 2  5 9  5 7  6 2  9 7  

1 9 5 5  6 3  8 8  6 8  4 1  

1 9 6 1  6 6  0 3  7 0  7 9  

1 9 6 2  6 6  2 3  7 1  1 6  

 

附 表 3．    出 生 率 及 び 死 亡 率  

（ 人 口 1 , 0 0 0 対 ）  

年 次  出 生 率  死 亡 率  年 次  出 生 率  死 亡 率  

1 9 3 5 ～ 1 9 3 9 年  2 9 . 2  1 7 . 4  1 9 5 4  2 0 . 0  8 . 2  

1 9 4 7  3 4 . 3  1 4 . 6  1 9 5 5  1 9 . 4  7 . 8  

1 9 4 8  3 3 . 5  1 1 . 9  1 9 5 6  1 8 . 4  8 . 0  

1 9 4 9  3 3 . 0  1 1 . 6  1 9 5 7  1 7 . 2  8 . 3  

1 9 5 0  2 8 . 1  1 0 . 9  1 9 5 8  1 8 . 0  7 . 4  

1 9 5 1  2 5 . 3  9 . 9  1 9 5 9  1 7 . 5  7 . 4  

1 9 5 2  2 3 . 4  8 . 9  1 9 6 0  1 7 . 2  7 . 6  

1 9 5 3  2 1 . 5  8 . 9  1 9 6 1  1 6 . 8  7 . 4  
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附 表 4    年 令 別 人 口 構 成 割 合 の 国 際 比 較  

人 口 構 造 1 0 0 分 率  
区  分  調 査 年 月 日

0～ 1 4 才 1 5～ 6 4 才  6 5 才 以 上

カ ナ ダ  1 9 5 9 年 6 月 3 3 . 4  5 9 . 2  7 . 5  

ア メ リ カ  1 9 5 9  7 月 3 1 . 0  6 0 . 3  8 . 7  

セ イ ロ ン  1 9 5 5 （ 平 均 ） 4 0 . 7  5 7 . 4  1 . 9  

台 湾  1 9 5 8  1 2 月 4 4 . 5  5 3 . 0  2 . 5  

日 本  1 9 5 9  1 0 月 3 0 . 2  6 4 . 2  5 . 6  

フ イ リ ピ ン  1 9 5 9  7 月 4 5 . 9  5 1 . 3  2 . 8  

タ イ  1 9 5 9  7 月 4 2 . 3  5 5 . 2  2 . 4  

デ ン マ ー ク  1 9 5 7  7 月 2 6 . 4  6 3 . 5  1 0 . 1  

フ ラ ン ス  1 9 5 8 （ 平 均 ） 2 5 . 7  6 2 . 8  1 1 . 6  

西 ド イ ツ  1 9 5 7 （ 平 均 ） 2 1 . 2  6 8 . 6  1 0 . 2  

オ ラ ン ダ  1 9 5 8 （ 平 均 ） 3 0 . 1  6 1 . 2  8 . 7  

ノ ル ウ エ ー  1 9 5 7  7 月 2 6 . 1  6 3 . 5  1 0 . 4  

ス ウ エ ー デ ン  1 9 5 7  6 月 2 3 . 6  6 5 . 2  1 1 . 2  

ス イ ス  1 9 5 8  7 月 2 4 . 1  6 5 . 9  1 0 . 0  

イ ン グ ラ ン ド ・  

ウ エ ー ス ル  
1 9 5 8  6 月 2 2 . 8  6 5 . 4  1 1 . 7  

ユ ー ゴ ス ラ ビ ア  1 9 5 7  6 月 3 0 . 2  6 3 . 7  6 . 1  

オ ー ス ト ラ リ ア  1 9 5 8  6 月 2 9 . 9  6 1 . 7  8 . 4  

ニ ユ ー ジ ー ラ ン ド  1 9 5 8 （ 平 均 ） 3 2 . 1  5 9 . 1  8 . 8  
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附 表 5． 年 令 別 雇 用 者 の 比 率  

 

1 9 5 5 年  1 9 6 0 年  
区    分  

総 数  男  女  総 数  男  女  

1 5～ 1 9 才  6 3 . 6  6 4 . 3  6 2 . 9  7 9 . 6  7 9 . 2  8 0 . 0  

2 0～ 2 9  5 8 . 0  6 5 . 8  4 8 . 3  6 8 . 1  7 4 . 7  5 8 . 1  

3 0～ 3 9  4 5 . 5  5 8 . 9  2 4 . 4  5 3 . 3  6 6 . 2  3 1 . 2  

4 0～ 4 9  3 8 . 9  5 0 . 5  1 5 . 6  4 4 . 5  5 6 . 6  2 6 . 9  

5 0～ 5 9  2 8 . 9  3 7 . 0  1 2 . 9  3 6 . 1  4 5 . 7  1 8 . 8  

6 0 才 以 上  1 5 . 4  1 9 . 5  7 . 1  1 9 . 6  2 4 . 7  9 . 4  

 

附 表 6． 設 置 主 体 別 養 老 施 設 状 況  

区  分  施 設 数  定  員  現 在 員  
被 保 護  
者  数  

1 施 設 当 り

平 均 定 員  

総  数  箇 所  
6 4 1  

人

4 2 , 5 5 6  
人

4 1 , 4 5 8  
人  

4 0 , 8 4 7  
人

8 4  

都 道 府 県  4 7  5 , 8 4 1  6 , 1 4 0  6 , 1 1 0  1 2 4  

市 町 村  4 2 1  2 2 , 2 5 4  2 0 , 8 6 9  2 0 , 6 1 9  5 3  

法  人  1 7 3  1 4 , 4 6 1  1 4 , 4 4 9  1 4 , 1 1 8  8 4  
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（ 日 米 知 事 会 議 1 9 6 3・ 1 0 ． 2 1 於 大 阪 ）  
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滋 賀 県 知 事  谷 口 久 次 郎  

  第 2 回 日 米 知 事 会 議 に お き ま し て 、 2 0 世 紀 後 半  

に お け る 世 界 共 通 の 最 も 大 き な 社 会 問 題 と な つ て お  

り ま す 老 人 対 策 に つ い て 意 見 を 述 べ る 機 会 を 得 ま し  

た こ と は 、 わ た く し の 光 栄 と す る と こ ろ で あ り ま す 。  

  わ が 国 に お け る 老 人 問 題 も 相 当 深 刻 な 状 況 に な つ  

て ま い り ま し た こ と は 、 た だ い ま 愛 媛 県 知 事 よ り 御  

報 告 さ れ た と お り で あ り ま す が 、 ち な み に 、 滋 賀 県  

に お け る 状 況 を 申 し 上 げ ま す と 、 本 県 の 人 口 は 、 現  

在 8 4 万 3 千 人 で あ り ま す が 、 そ の 中 6 0 オ 以 上 の  

人 口 は 1 0 万 1 千 人 で す か ら 、 そ の 構 成 比 は 1 1 . 9 4  

％ と な つ て お り ま す 。 こ の 比 率 は 、 全 国 第 1 位 の 高  

率 を 示 す も の で あ り ま し て 、 わ が 国 の 1 9 8 0 年 に  

お け る 推 定 構 成 比 に 達 し て い る 訳 で あ り ま す 。 こ の  

こ と は 、 わ が 国 の 一 般 的 現 象 と し て の 出 生 率 の 低 下  

や 平 均 寿 命 の 延 長 さ れ た こ と 、 お よ び 本 県 の 産 業 構  

造 が 第 1 次 産 業 が 主 体 で あ つ た た め 隣 接 す る 商 工 業  

生 産 の 大 都 市 で あ る 京 阪 神 お よ び 中 京 地 区 に 対 す る  

若 年 労 働 力 の 供 給 源 地 帯 で あ つ た こ と な ど が そ の 主  

因 を な す も の と 考 察 す る こ と が で き ま す 。 し か し な  

－ 1 －  



が ら 、 本 県 は 、 そ の 地 理 的 好 条 件 か ら 最 近 著 し く 工  

業 化 が 促 進 さ れ 、 1 9 5 6 年 か ら 1 9 6 3 年 ま で の  

間 に 1 9 4 の 工 場 が 進 出 し て き て お り 、 今 後 に お い  

て も さ ら に 工 業 化 の 方 向 を た ど る も の と 考 え ら れ ま  

す 。 し た が つ て 、 私 は 今 後 の 生 産 人 口 の 確 保 と 老 人  

対 策 は 県 勢 発 展 の う え に 最 も 配 慮 さ れ な け れ ば な ら  

な い 重 要 な 問 題 で あ ろ う と 考 え て お り ま す 。 そ こ で  

私 は 、 滋 賀 県 が わ が 国 第 1 位 の 老 人 人 口 の 構 成 比 を  

も つ 県 で あ る だ け で な く 、 全 国 第 1 位 の 老 人 福 祉 の  

県 と す る べ く 考 え て ゆ き た い の で あ り ま す 。 幸 い 本  

年 8 月 1 日 か ら 老 人 福 祉 法 が 施 行 さ れ 老 人 福 祉 の あ  

る べ き 姿 、 将 来 へ の 方 向 、 国 、 地 方 公 共 団 体 等 の 責  

務 が 明 ら か に さ れ た の で 、 こ れ に 対 応 し て 積 極 的 な  

施 策 を 講 ず る べ く 目 下 策 定 い た し て お り ま す 県 勢 振  

興 8 年 計 画 の な か に 老 人 福 祉 に 対 す る 施 策 を お り こ  

む べ く 、 目 下 検 討 い た し て い る 状 況 で あ り ま す 。  

本 日 老 人 福 祉 の 先 進 国 で あ る ア メ リ カ 合 衆 国 の 知  

事 各 位 と 一 堂 に 会 し ま し た 機 会 に 、 米 国 に お け る 老  

人 問 題 等 に つ い て 、 二 三 お 尋 ね い た し ま し て 、 本 県  

に お け る 老 人 対 策 に 資 し て ま い り た い と 存 ず る の で  
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あ り ま す 。  

従 来 わ が 国 は 、 家 族 主 義 の 国 で あ り 、 そ の 伝 統 的  

な 文 化 を 背 景 と し て 、 若 い 世 代 よ り 成 る 家 族 員 と 老  

人 と の 間 に 相 互 扶 助 的 な 人 間 関 係 が 保 た れ 、 老 人 の  

地 位 と 生 活 の 保 障 は 安 定 い た し て お つ た 訳 で あ り ま  

す が 、 戦 後 に お け る 家 族 制 度 の 崩 壊 と 、 社 会 的 ・ 経  

済 的 の 変 動 に 伴 い 最 近 新 旧 思 想 の 対 立 や 扶 養 に つ い  

て の 義 務 感 が 減 退 す る 風 潮 が み え て き て お り ま す 。  

し か し な が ら 、 私 は 、 老 人 の 幸 福 は 、 家 族 と の 一 家  

団 ら ん の 中 に な け れ ば な ら な い と 考 え る も の で あ り  

ま し て 、 家 族 間 に お け る 相 互 扶 助 的 な 人 間 関 係 が 損  

わ れ て ゆ く こ と を 誠 に 遺 憾 に 思 う も の で あ り ま す 。  

英 国 に お き ま し て は 、 法 律 上 の 扶 養 の 義 務 は 規 定  

さ れ て お り ま せ ん が 、 こ れ は 道 徳 上 当 然 の も の で あ  

る と い う 考 え 方 に 基 因 し て い る と 承 わ つ て お り ま す  

が 、 米 国 に お け る 扶 養 義 務 に つ い て の 考 え 方 、 米 国  

民 の 家 庭 に お け る 扶 養 の 実 体 に つ い て 承 り た い と 思  

う の で あ り ま す 。  

第 2 点 は 、 わ が 国 に お い て は 「 老 人 に は 家 庭 を 」  

と い う 考 え 方 か ら 、 老 人 福 祉 に 理 解 の あ る 人 々 に 不  
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幸 な 老 人 の 養 護 を 委 託 し 、 そ の 費 用 に つ い て は 公 費  

負 担 を す る 、 い わ ゆ る 養 護 委 託 の 制 度 が 新 設 さ れ た  

の で あ り ま す が 、 私 は こ の 制 度 は 、 人 類 愛 と 相 互 扶  

助 の 精 神 に 立 脚 し た す ぐ れ た 制 度 で あ る と 考 え る の  

で あ り ま す が 、 米 国 に お い て も 老 人 の 養 護 は 「 施 設  

か ら 自 宅 へ 」 と い う 方 向 に あ る と 承 わ つ て い る の で  

あ り ま す が 、 養 護 者 の な い 不 幸 な 老 人 に 対 し て ど の  

様 な 施 策 を と つ て お ら れ る か 承 り た い の で あ り ま す 。  

第 3 点 は 、 老 人 の 再 就 職 の 問 題 で あ り ま す 。  

わ が 国 に お け る 会 社 の 殆 ん ど が 定 年 制 を 実 施 い た し  

て お り ま し て 、 そ の 大 部 分 が 5 5 才 の 定 年 制 で あ り  

ま す 。 現 在 わ が 国 は 非 常 な 求 人 難 に あ り ま す 反 面 高  

年 令 層 に お い て は 極 め て 深 刻 な 就 職 難 と な つ て お り  

ま す 。 ま だ 働 け る 人 々 を 強 制 的 に 退 職 さ せ 働 く 権 利  

を 奪 う こ と は 社 会 正 義 の 問 題 で あ る と 考 え る の で あ  

り ま す が 、 米 国 に お け る 定 年 制 の 実 施 状 況 と そ の 後  

に お け る 再 就 職 あ る い は 老 人 の 職 域 が ど の 様 に な つ  

て い る か を 承 り た い の で あ り ま す 。  

以 上 で 質 問 を 終 り ま す が 、 わ た く し は 、 多 年 に わ た る 社  

会 の 貢 献 者 と し て の 老 人 の 処 遇 を 確 立 す る こ と こ そ が 、 県  
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民 に 安 定 し た 老 後 の 期 待 を い だ か せ 、 ひ い て は 勤 労  

意 欲 を 高 め 、 県 勢 発 展 の 原 動 力 と な る も の と 確 信 い  

た し て お り ま す の で 、 今 後 一 層 努 力 を い た す こ と を  

申 し 上 げ ま し て 私 の 意 見 発 表 を 終 り ま す 。  
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奈 良 県 知 事  奥 田 良 三  

  こ こ 数 年 来 日 本 に お き ま し て 、 老 人 福 祉 対 策 が 、 行 政 の  

 重 要 課 題 と な つ て き て い る 。 そ の 原 因 に つ い て は 、 種 々 考 え  

ら れ る が 、 老 齢 人 口 の 絶 対 的 、 相 対 的 増 加 、 私 的 扶 養 意 欲 の  

減 退 、 社 会 情 勢 の 急 激 な 変 化 に 対 す る 老 人 の 不 順 応 性 等 が そ  

の 主 な る も の で あ ろ う 。 殊 に 奈 良 県 の 場 合 老 齢 人 口 の 県 全 人  

口 に 占 め る 割 合 は 、 別 表 （ 1） に み ら れ る と お り 全 国 平 均 を う わ  

ま わ る も の が あ り 、 本 県 と し て は 以 上 の 点 に 鑑 み 特 に 老 人 福  

祉 対 策 を 重 視 し 、 早 く か ら 種 々 の 施 策 を 講 じ て い る と こ ろ で  

あ る 。  

そ の 主 な る も の を 挙 げ る と 、 昭 和 3 3 年 （ 1 9 5 8 年 ） 以  

来 、 敬 老 金 の 制 度 を 設 け 、 爾 来 年 平 均 6 , 8 0 0 人 の 8 0 才 以  

上 の 老 人 に 対 し 年 額 1 , 0 0 0 円 の 敬 老 金 を 贈 呈 （ 昭 和 3 5 年  

以 降 は 8 5 才 以 上 年 平 均 2 , 2 0 0 人 ） し て い る 。 ま た 日 本 に  

は 古 来 か ら 8 8 才 の 長 寿 を 寿 ぐ 「 米 寿 の 祝 」 が あ る が 、 奈  

良 県 に お い て は 、 昭 和 2 6 年 よ り 全 国 に さ き が け 、 毎 年 平 均  

2 4 0 名 の 該 当 の 老 人 に 対 し 長 寿 杖 を 贈 つ て 「 お 祝 い 」 を し  

て い る 。 そ の 他 毎 年 最 高 年 齢 老 人 の 内 か ら 1 0 人 を 選 び こ れ  

ら の 老 人 の 家 ま で 知 事 自 ら 訪 問 賀 辞 を 述 べ て い る 。 こ れ ら は  

い ず れ も 経 済 給 付 と し て の 効 果 を 期 待 す る も の で は な い が 、  
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い わ ゆ る 、 多 年 に わ た り 社 会 の 進 展 に 寄 与 さ れ て こ ら れ た 老  

人 に 対 す る 敬 愛 の 念 を 喚 起 し 全 県 民 が 老 人 の 安 ら か な 余 生 を  

送 れ る よ う 関 心 を 高 め て 参 る 上 に お け る 効 果 は 大 き い と 考 え  

る 。 本 県 に お い て は 以 上 述 べ た 種 々 の 施 策 と 併 行 し 、 私 は 知  

事 就 任 以 来 、 現 在 或 い は 将 来 の 老 人 の 増 加 推 移 に 着 眼 し 要 保  

護 階 層 の 収 容 施 設 で あ る 養 護 老 人 ホ ー ム の 設 置 に 特 に 意 を 用  

い た 結 果 、 現 在 本 県 に は 8 か 所 、 収 容 能 力 6 3 9 名 の 施 設 が  

あ つ て 、 こ の 収 容 定 数 は 全 国 平 均 1 0 , 0 0 0 人 に 付 き 4 人 に  

対 し 、 本 県 は 6 . 5 人 の 収 容 能 力 を 有 し て い る の で あ る 。 調 査  

に よ る と 、 昭 和 3 7 年 度 （ 1 9 6 2） に お い て も 、 居 宅 に お  

い て な お 、 約 6 0 0 名 の 単 身 老 齢 者 が お り 、 そ れ に 加 え て 、  

老 齢 人 口 の 増 加 を 考 え あ わ せ る と き 、 こ の 種 施 設 の 増 設 は 、  

急 を 要 す る 事 項 で あ る 。 更 に 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 及 び 軽 費 老  

人 ホ ー ム 又 は 有 料 老 人 ホ ー ム は 、 現 在 の と こ ろ 一 施 設 も な い  

が 、 老 人 の 住 居 対 策 と し て 、 軽 費 老 人 ホ ー ム 等 、 老 人 向 き の  

住 宅 の 建 設 の 必 要 性 に つ い て も 、 諸 外 国 に 比 し て 極 め て 必 要  

度 の 高 い こ と は 、 別 表 （ 3） の 表 に み ら れ る 如 く 、 子 供 夫 婦 と 同  

居 し て い る 老 人 の 率 が 、 日 本 は 比 較 に な ら ぬ 程 多 く 、 し か も  

家 族 観 、 家 庭 観 が 徐 々 に 変 化 し つ つ あ る 点 か ら し て も 、 明 ら  

か で あ る 。 い ず れ に し て も 、 老 後 を 明 る い も の に す る こ と は 、  

総 て の 人 々 の 願 い で あ り 、 国 の 施 策 と し て 強 力 に 老 人 対 策 を  

講 ず る こ と は も と よ り 、 地 方 自 治 体 と し て も 、 物 心 両 面 に わ  

た つ て 、 老 人 福 祉 の 向 上 に 努 め る こ と は 、 行 政 担 当 者 の 責 務  

で あ る 。  
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表 1  
       全  国  と  

老 齢 人 口 と そ の 推 移  
           奈 良 県 対 比  

 

年 度 区 分  総  人  口  6 0 オ 以 上 の 老
齢   人   口

同 左 人 口 の 総
人 口 に 対 す る
比 率  

 
全 国  

千 人
8 9 , 2 7 5

千 人
 7 , 2 0 9  

％
 8 . 0 8  

昭 3 0  
奈 良 県  人

7 7 6 , 8 6 1
人

7 3 , 3 6 7   9 . 4 4  

全 国  千 人
9 3 , 3 7 1

千 人
 8 , 2 4 3   8 . 8 3  

昭 3 5  
奈 良 県  人

7 8 1 , 0 5 8
人

8 4 , 2 4 1  1 0 . 7 8  

全 国  千 人
9 6 , 3 9 8

千 人
 9 , 4 4 0   9 . 7 9  

昭 4 0  
奈 良 県  人  

8 4 4 , 7 5 3
人

9 3 , 4 5 7  11 . 0 6  

全 国  千 人
9 9 , 5 7 9

千 人
1 0 , 6 1 3  1 0 . 6 6  

昭 4 5  
奈 良 県  人

8 7 2 , 4 7 2
人

1 0 7 , 5 7 2  1 2 . 3 2  

全 国  千 人
1 0 2 , 7 2 9

千 人
 11 , 8 9 9  11 . 5 8  

昭 5 0  
奈 良 県  人

8 9 8 , 8 8 6
人

11 8 , 0 1 8  1 3 . 1 2  

 

全 国 老 齢 人 口 は 総 理 府 統 計 局 推 計  

奈 良 県 人 口 は 人 口 問 題 研 究 所 基 礎 資 料 に よ る 推 計  
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養 護 老 人 ホ ー ム 取 扱 定 員 の 推 移  
表 2  

（ 養 老 施 設 ）  

年  度  施  設  数  収  容  定  員  

2 6  
（ 1 9 5 1）  3  1 2 4  

2 7  
（ 1 9 5 2）  4  1 7 1  

2 8  
（ 1 9 5 3）  4  1 9 1  

2 9  
（ 1 9 5 4）  4  2 1 7  

3 0  
（ 1 9 5 5）  5  3 6 7  

3 1  
（ 1 9 5 6）  6  4 1 7  

3 2  
（ 1 9 5 7）  6  4 5 3  

3 3  
（ 1 9 5 8）  6  4 7 3  

3 4  
（ 1 9 5 9）  6  4 7 3  

3 5  
（ 1 9 6 0）  7  5 3 9  

3 6  
（ 1 9 6 1）  8  6 1 9  

3 7  
（ 1 9 6 2）  8  6 3 9  
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家 族 形 態 別 構 成 割 合 （ 百 分 率 ）         表 3  

 日 本 （ 大 都 市 ）  ロ ン ド ン  

単 身 ま た は 夫 婦 の み  1 5  5 4  

子 供 夫 婦 と 同 居  6 1  1 2  

独 身 の 子 と 同 居  1 8  2 6  

そ    の    他  6  8  

ロ ン ド ン は タ ウ ン ゼ ン ト 「 老 人 の 家 族 生 活 」 表 3  

日 本 は 高 齢 者 調 査  表 2 3  昭 3 5  

 

      県 敬 老 金 交 付 数               表 4  

 

年  度         交 付 数  備     考  

昭 3 3 年          6 , 7 5 9  

昭 3 4 年          6 , 8 7 1  
8 0 オ 以 上  

昭 3 5 年          1 , 8 6 5  

昭 3 6 年          2 , 0 7 9  

昭 3 7 年          2 , 2 0 2  

昭 3 8 年          2 , 3 2 0  

8 5 オ 以 上  

（ 交 付 実 数 ）  
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岡 山 県 知 事  三 木 行 治  

  本 県 に お け る 老 人 問 題 は 、 平 均 寿 命 の 伸 び 、 家 族  

 計 画 の 普 及 等 に よ る 人 口 の 老 齢 化 、 社 会 構 造 の 変 化 、  

産 業 構 造 の 近 代 化 、 家 族 形 態 の 変 化 更 に は 社 会 全 体  

の 都 市 化 等 、 全 国 的 に 見 ら れ る こ れ ら の 現 象 か ら 自  

然 発 生 的 に 生 じ た 問 題 で あ り 、 そ の 傾 向 と し て は 、  

全 国 の そ れ か ら み て 特 異 な も の は 認 め ら れ な い 。 そ  

の 状 況 は 、 次 の と お り で あ る 。  

 

全 国 、 岡 山 県 別 人 口 中 に 占 め る 6 0 オ

以 上 の 老 人 の 割 合 及 び 推 移  区    分  

2  5 年  3  0 年  3  5 年  

人  口  8 3 , 1 9 9 , 6 3 7 8 9 , 2 7 5 , 5 2 9  9 3 , 3 4 7 , 2 0 0
人     口  

構 成 比  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  

人  口  6 , 4 1 4 , 6 9 2  7 , 2 0 9 , 0 0 0  8 , 3 2 9 , 0 0 0  

全  

 

国  6 0 才 以 上 の 者  
構 成 比  7 . 7  8 . 1  8 . 9  

人  口  1 , 6 6 1 , 0 9 9  1 , 6 8 9 , 8 0 0  1 , 6 8 7 , 4 0 0  
人 口  

構 成 比  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  

人  口  1 6 0 , 3 2 2  1 7 1 , 8 4 7  2 0 0 , 9 0 0  

岡

山

県  6 0 才 以 上 の 者  
構 成 比  9 . 7  1 0 . 2  11 . 9  

人  口  1 0 0 . 0  1 0 5 . 2  11 5 . 6  人 口 中 に 占 め る 6 0

才 以 上 の 者 の 推 移  構 成 比  1 0 0 . 0  1 0 5 . 2  1 2 2 . 7  
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本 県 で は 、 県 勢 振 興 計 画 策 定 の 過 程 に お い て 、 逸  

早 く 老 人 問 題 の 生 起 を 察 知 し 、 そ の 対 策 に つ い て 検  

討 を 加 え る と 共 に 、 昨 年 、 要 保 護 高 齢 者 世 帯 の 調 査  

を 実 施 し た 。  

こ れ ら の 調 査 の 結 果 は 、 老 人 の 福 祉 と は 画 一 的 な 施 策 で は な  

く 、 個 々 の 人 格 を 尊 重 し て 、 真 に 各 々 そ の と こ ろ を  

得 し む る も の で な け れ ば な ら ぬ こ と を 強 調 し て い る 。  

又 本 県 に お い て は 、 昭 和 3 7 年 度 に お い て 、 或 程  

度 の 資 産 、 生 活 能 力 を 有 す る 老 人 に 健 康 で 明 る い 生  

活 を 送 つ て も ら う た め 軽 費 老 人 ホ ー ム を 建 設 し た の  

で あ る が 、 当 初 相 当 数 の 入 居 希 望 者 が あ つ た に も か  

か わ ら ず 、 い ざ 入 居 と な る と そ の 半 分 以 上 の 者 が 辞  

退 し た 。  

そ の 原 因 は 、 軽 費 老 人 ホ ー ム で は 病 気 に な つ た と  

き の 保 障 が な い 。 結 局 終 生 安 住 の 地 と は な り 得 な い  

と い う 点 に あ つ た 。  

現 在 本 県 で は 、 満 年 齢 8 8 才 以 上 の 高 齢 者 に 対 す  

る 年 金 の 支 給 、 援 護 物 資 の 給 与 、 老 人 ク ラ ブ の 育 成  

等 の 援 護 措 置 を と つ て い る が 、 更 に 先 般 、 老 人 福 祉  

法 が 施 行 せ ら れ 、 老 人 の 健 康 診 査 の 実 施 、 施 設 の 整  
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備 、 家 庭 奉 仕 員 の 配 置 等 各 般 の 施 策 が 行 な わ れ る よ  

う に な つ た こ と は ま こ と に 喜 ば し い こ と で あ り 、 私  

共 と し て は 一 日 も 早 く こ れ ら の 諸 施 策 が 軌 道 に 乗 る  

よ う 努 力 す る 考 え で あ る 。 と 同 時 に 、 こ れ ら の 施 策  

を 推 進 す る 上 に お い て 、 例 え ば 、 そ れ ぞ れ の 各 種 老  

人 福 祉 施 設 が 早 急 に 整 備 さ れ そ れ ら が 有 機 的 な 連 繋  

の 下 に 運 営 管 理 さ れ な け れ ば な ら ぬ こ と 、 又 、 従 来  

の こ う い つ た 施 設 に 対 す る 一 般 の 偏 見 ― ― お 上 の 御  

厄 介 に な る こ と は 兎 に も 角 に も よ い こ と で は な い ― ―  

を 除 去 し 啓 蒙 し て こ う い つ た 施 設 が 真 に 老 人 の 福 祉  

増 進 の た め に 十 二 分 に 活 用 さ れ る よ う に 仕 向 け る こ  

と 、 そ の 他 現 在 の 社 会 慣 行 か ら し て な じ み に く い 点  

の 除 去 に 努 め 、 一 般 住 民 の 理 解 と 協 力 を 得 る こ と が  

如 何 に 重 要 で あ る か は 、 前 掲 の 事 例 に 照 ら し て も 明  

ら か な と こ ろ で あ る 。  
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1 9 6 1 年 度  

 

老 人 に 関 す る ホ ワ イ ト ・ ハ ウ ス 会 議  

 

（ 老 人 問 題 連 邦 協 議 会 作 成 資 科 ）  

 

抄      訳  

 

 

 

 

 

 

昭 和 3 8 年 9 月  

 

 



   1  9  6  1 年 老 人 問 題 に 関 す る ホ ワ イ ト ・  

   ハ ウ ス 会 議  

参  考  資  料  

 『 こ の プ リ ン ト は 、 老 人 問 題 連 邦 審 議 会 が 作 成 し 、 1 9 6 1  

年 の 上 記 会 議 出 席 者 に 参 考 資 料 と し て 配 布 し た も の の 抄 訳 で あ  

る 。』  

1 ． 1 9 6 0 年 の 老 人 数 （ 6 5 才 以 上 ） は 1 7 0 0 万 で 、 1 9 8 0  

年 に は 2 5 0 0 万 に 達 す る 予 定 。  

ア メ リ カ に お け る 1 9 6 0 年 の 6 5 才 以 上 の 老 人 は 1 7 0 0  

万 人 で あ つ た 。 こ の 数 は 1 9 0 0 年 の 約 5 倍 以 上 に あ た つ て  

い る 。 同 期 間 中 、 中 年 齢 層 （ 4 5 才 ～ 6 4 才 ） は 1 0 0 0 万  

か ら 3 6 0 0 万 に 増 加 し た 。 1 9 0 0 年 に 6 5 才 以 上 お よ び  

4 5 ～ 6 4 才 の 人 々 は 、 全 人 口 の そ れ ぞ れ 4 パ ー セ ン ト お よ  

び 1 4 パ ー セ ン ト で あ つ た が 、 1 9 6 0 年 に は こ れ ら の パ ー  

セ ン ト は そ れ ぞ れ 9 パ ー セ ン ト と 2 0 パ ー セ ン ト に 増 加 し た 。 

人 口 図 表 （ P o p u l a t i o n  P r o j e c t i o n s ） は 、 1 9 8 0 年 に は  

6 5 才 以 上 の 人 口 は 2 4 5 0 万 に 、 4 5 才 ～ 6 4 才 の 人 口 は  

ほ ぼ 4 4 0 0 万 に 達 す る こ と を 示 し て い る 。  

2 ． 平 均 寿 命 は 延 長 し て い る 。 女 子 は 男 子 よ り 急 速 に 延 長 。  

今 世 紀 の 前 半 に 平 均 寿 命 は 著 し く 延 長 し 、 今 世 紀 の 4 分 の  

3 期 に お い て も 延 長 し 続 け る で あ ろ う 。 1 9 0 0 年 ～ 1 9 5 0  

年 間 に お い て 平 均 寿 命 は 、 男 子 に お い て 1 7 . 6 年 女 子 に お い  

て 2 0 . 3 年 延 長 し た 。  

 

－ 1 －  



こ の よ う な 延 長 は 主 と し て 年 少 者 の 死 亡 率 の 減 少 を 示 す  

も の で あ り 、 青 年 の 延 長 は 、 比 較 的 控 え 目 で あ る 。 し か し  

な が ら 現 在 中 年 層 高 年 層 は 延 長 し て お り 、 こ の こ と は 平 均  

寿 命 グ ラ フ に 反 映 し て い る 。  

3 ． 女 子 老 人 は 男 子 老 人 を 数 に お い て 凌 駕 し 、 こ の 差 異 は 年  

齢 と 共 に 増 加 し て い る 。  

出 生 時 に お い て は 、 女 子 1 0 0 人 に 対 し 男 子 は 約 1 0 5  

人 で あ る 。 爾 後 各 年 代 に お い て 男 子 の 死 亡 率 は 、 女 子 死 亡  

率 を 越 え て い る 。 か く し て 1 9 5 0 年 の 死 亡 率 を 基 礎 に す  

る と 、 4 0 年 代 の 男 女 の 比 率 は 同 じ で あ る が 、 そ の 後 女 子  

の 数 は 漸 次 増 加 し て 男 子 を 凌 駕 し て い る 。  

こ の 過 程 に つ い て 1 9 6 0 年 の グ ラ フ は 、 4 5 才 ～ 5 4  

才 で 女 子 は 5 パ ー セ ン ト 男 子 の 数 を 凌 駕 し 、 8 5 才 以 上 で  

は 4 6 パ ー セ ン ト 凌 駕 し て い る 。 今 世 紀 に お け る 男 女 死 亡  

率 の 差 異 は 増 大 し て い る が 、 1 9 8 0 年 に は 、 8 5 才 以 上  

の 年 齢 層 に お い で は 、 男 子 1 0 0 人 に 対 し 女 子 は ほ ぼ 1 7 7  

人 に 達 す る で あ ろ う 。  

4 ． 次 の 2 0 年 間 に 老 人 夫 婦 及 び 寡 婦 は 著 る し く 増 加 す る で  

あ ろ う 。  

女 子 は 、 男 子 よ り 長 生 き し 、 男 子 よ り 若 く て 結 婚 し 、 再  

婚 者 は 男 子 よ り 少 い 。 1 9 6 0 年 に 7 5 才 の 女 子 は 1 0 人  

中 7 人 が 寡 婦 で あ る が 、 男 子 は 同 年 齢 で 1 0 人 中 4 人 が や  

も め で あ る 。 寡 婦 は 老 人 問 題 中 主 要 な 問 題 の 一 つ で あ る 。  

5 ． 1 9 8 0 年 ま で に 労 働 人 口 に 対 す る 扶 養 者 の 比 率 は 増 加  
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す る で あ ろ う 。  

扶 養 者 と は 1 8 才 ～ 6 4 才 の 労 働 年 齢 に 対 し 、 6 5 才 以  

上 の 老 人 及 び 1 8 才 以 下 の 青 少 年 で あ る 。 1 9 6 0 年 の 比  

率 は 8 1 で あ る 。 す な わ ち 労 働 年 齢 1 0 0 人 に 対 し 青 少 年  

と 老 人 が 8 1 人 を 占 め て い る こ と で あ る 。 こ の 数 字 は 、  

1 9 8 0 年 に は 9 1 に 上 昇 す る で あ ろ う 。  

6．  1 9 8 0 年 度 ま で に 全 中 高 年 齢 者 中 の 半 数 は 、 老 練 者 、  

そ の 妻 又 は 寡 婦 に な る で あ ろ う 。  

4 5 才 以 上 の 人 々 の う ち 5 人 に 1 人 は 老 練 者 、老 練 者 の 妻 又 は 寡  

婦 で あ る 。 5 2 2 0 万 人 の 中 高 年 齢 者 中 11 5 0 万 人 は 老  

練 者 、 そ の 妻 又 は 寡 婦 で あ る 。  

将 来 こ れ ら の 人 々 は 、 老 人 中 一 そ う 大 き な 割 合 を 占 め 、  

1 9 7 0 年 に は 5 分 の 2、 1 9 8 0 年 に は 略 半 数 に 達 す る 。  

7．  7 5 才 以 上 の 老 人 の 3 分 の 1 は 結 婚 し 、 自 分 の 家 に 居 住  

し て い る 。  

4 5 才 ～ 5 4 才 と 7 5 才 以 上 の 自 分 の 家 に 住 み 夫 婦 生 活  

を し て い る 人 々 の 比 率 は 、 前 者 が 7 7 パ ー セ ン ト で あ る に  

反 し 、 後 者 は 3 3 パ ー セ ン ト に 減 少 し て い る 。 戸 主 で は あ  

る が 家 族 の 無 い 者 は 、 4 5 才 ～ 5 4 才 で は 6 パ ー セ ン ト で  

あ る が 、 7 5 才 以 上 は 2 0 パ ー セ ン ト に 増 加 し て い る 。 他  

人 の 家 に 起 居 し て い る 者 は 、 前 者 7 パ ー セ ン ト に 対 し 後 者  

2 5 パ ー セ ン ト に 増 加 し て い る 。  

8． 北 東 部 お よ び 中 西 部 の 州 に お い て 老 人 の 比 率 が 最 も 高 い 。  

1 9 6 0 年 に お い て は 、 上 記 の 諸 地 域 に 老 人 が 最 も 多 く  
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集 ま つ て い た 。  

9． 村 や 小 地 域 団 体 に 最 も 老 人 が 多 い 。  

地 域 が 小 さ く な る ほ ど 6 5 才 以 上 の 老 人 の 数 は 増 加 す る  

傾 向 が あ り 、 1 9 5 0 年 に は 人 口 1 0 0 人 ～ 2 0 0 0 人 に  

お い て 最 も 老 人 が 多 か つ た 。  

1 0． 6 5 才 以 上 の 大 多 数 の 人 々 が 若 干 の 一 定 の 収 入 を 得 て い  

る 。  

6 5 才 以 上 の 人 々 の う ち 僅 か 4 分 の 1 が 職 業 に よ る 収 入  

を 得 て い る に 過 ぎ な い が 福 祉 事 業 は 広 範 囲 に 生 計 費 を 支 給  

し 、 就 職 又 は 福 祉 事 業 か ら 収 入 の な い 者 は 5 パ ー セ ン ト に  

す ぎ な い 。 最 も 広 範 囲 に 行 わ れ て い る の は 老 齢 遺 族 保 険 で  

略 3 人 に 1 人 が 受 益 者 で あ る 。 1 9 6 0 年 の 老 人 の 収 入 は 、  

老 齢 遺 族 保 険 に よ る も の 全 体 の 6 6 パ ー セ ン ト 、 職 業 に よ  

る も の 2 4 パ ー セ ン ト 、 O A S I 以 外 の 社 会 事 業 に よ る も の 11  

パ ー セ ン ト 、 公 共 援 助 に よ る も の 1 5 パ ー セ ン ト 、 職 業 又  

は 社 会 事 業 か ら 全 く 収 入 の 無 い 者 5 パ ー セ ン ト と な つ て い  

る 。  

11． 6 5 才 以 上 で 老 齢 遺 族 保 険 （ O A S I） の 支 給 を 受 け る 者 は  

漸 次 O A A 年 金 受 領 者 の 数 を 凌 駕 し て い る 。 O A A＝ O l d a g e  

A s s i s t a n c e（ 老 齢 給 付 金 ）  

今 日 全 労 働 者 の う ち 1 0 人 に 9 人 は 老 齢 遺 族 保 険 被 保 険  

者 で 、 6 5 才 以 上 の 老 人 の 4 人 に 3 人 は そ の 恩 恵 を 受 け て  

い る 。 そ し て そ の 数 は 1 9 5 0 年 に 1 0 5 0 万 人 に 達 し た 。  

1 2． 6 5 才 以 上 の 老 人 の 4 分 の 3 は 老 齢 遺 族 保 険 金 又 は O A A  
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の 受 領 者 で あ る 。 そ の 比 率 は 州 に よ り 異 る 。  

1 3． O A A の う え に O A S I の 給 付 を 受 け て い る 者 は 、 老 人 で 健 康  

を 害 し 受 益 も 少 な い よ う で あ る 。  

1 4． 6 5 才 以 後 職 業 に 従 事 す る 者 は 少 な く 、 平 均 収 入 は 減 少  

す る 。  

1 9 5 8 年 の 6 5 才 以 上 の 男 子 の 年 間 を 通 じ て の 常 勤 者  

の 比 率 は 、 5 5 才 ～ 6 4 才 に 比 し 4 0 パ ー セ ン ト で 、 パ ー  

ト タ イ ム 又 は 時 折 働 く 者 は 7 0 パ ー セ ン ト で あ る 。 6 5 才  

以 上 の 年 間 常 勤 者 の 普 通 の 給 与 は 4 , 5 6 0 ド ル で 、 5 5 才  

～ 6 5 才 グ ル ー プ の 4 分 の 3 で あ る 。  

1 5． 6 5 才 以 上 の 老 人 の 3 分 の 1 の 年 収 は 1 , 0 0 0 ド ル 以 下  

で あ る 。  

1 9 5 8 年 に は 老 人 の 5 7 パ ー セ ン ト が 1 , 0 0 0 ド ル 以  

下 8 0 パ ー セ ン ト が 2 , 0 0 0 ド ル 以 下 で あ つ た 。 6 5 才 以  

上 の 老 人 の い る 2 . 6 人 家 族 の 収 入 は 、 若 い 家 族 か ら の 補 助  

も 含 め 2 6 7 0 ド ル で 中 程 度 の 収 入 で あ つ た 。 家 族 の な い  

3 5 0 万 人 の 老 人 の 半 数 は 9 4 0 ド ル 以 下 で あ つ た 。  

1 6． 高 い 老 齢 遺 族 保 険 の 給 付 を 受 け て い る 者 は 、 そ の 他 の 財  

産 を も 所 有 し て い る 。  

O A S I の 保 険 金 支 払 は 、 そ れ 以 前 の 所 得 に 基 い て い る 。 就  

職 時 多 く の 収 入 を 得 て い た 者 は 、 よ り 高 額 の 支 払 を 受 け る  

の み な ら ず 、 彼 等 は し ば し ば 個 人 年 金 を 有 し 、 自 分 の 家 を  

持 ち 、 そ の 他 の 貯 蓄 も も つ て い る 。  

1 7． 多 く の O A S I 給 付 を 受 け る 者 は 、 保 険 金 以 外 の 現 金 は 殆 ん  
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ど 持 つ て い な い 。  

O A S I 保 険 金 給 付 は 、 貯 蓄 や そ の 他 個 人 又 は 公 共 の 財 産 に よ  

り 補 わ れ る も の の 最 少 限 の 補 助 と し て 与 え る も の で あ る が 、  

多 く の 給 付 受 領 者 は 、 給 付 金 以 外 殆 ん ど 、 あ る い は 全 く 収  

入 を も つ て い な い 。  

1 8． O A S I 給 付 を 受 け て い る 者 で 、 現 金 収 入 以 外 の 収 入 の 最 も  

普 通 の 形 態 は 家 を 持 つ て い る こ と で あ る 。  

彼 等 は 家 庭 を 持 ち 、 あ る い は 家 賃 の い ら な い 家 を 持 ち 、  

又 は 食 物 を 自 家 で 栽 培 し 、 家 族 の 扶 養 を 受 け て い る 。  

1 9． 家 庭 に お け る 財 産 物 件 は O A S I 給 付 金 受 領 者 の 最 も 普 通 で  

手 頃 な 財 産 で あ る 。  

老 人 は し ば し ば あ る 種 の 貯 蓄 を し て い る 。 一 般 に こ れ ら  

貯 蓄 の 多 く は 直 ち に 金 に 代 え ら れ な い 家 や 農 園 や 事 業 に 投  

資 さ れ て い る 。 1 9 5 7 年 に 夫 婦 者 の 平 均 家 庭 財 産 物 件 は  

約 5 0 0 0 ド ル で 、 家 庭 を も つ て い る 者 の 3 人 に 2 人 は  

8 , 1 0 0 ド ル で あ つ た 。  

2 0． 医 療 費 特 に 病 院 費 は 、 他 の 物 価 よ り 急 速 に 上 昇 す る 。  

多 く の 老 人 は 一 定 収 入 で 生 活 し て い る の で 、 物 価 の 上 昇  

は 重 大 な 問 題 で あ る 。 1 9 5 0 年 以 後 医 療 費 は 4 6 パ ー セ ン  

ン ト 上 昇 し た 。 消 費 者 物 価 指 数 は 2 2 パ ー セ ン ト の 上 昇 で  

あ る 。 医 者 の 治 療 費 は 3 8 パ ー セ ン ト 上 り 、 薬 は そ の 半 分  

だ け 上 つ た 。  

2 1． 老 人 は 全 人 口 の 2 倍 に 及 ぶ 医 療 費 を 消 費 す る 。  

6 5 才 以 上 の 老 人 は 、 1 9 5 7～ 5 8 年 間 に 国 民 一 人 当  
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り の 医 療 費 の 8 6 パ ー セ ン ト を 費 し た 。 各 年 代 の 年 間 9 4  

ド ル 平 均 に 比 し 、 老 人 は 1 7 7 ド ル で あ つ た 。 歯 科 治 療 費  

だ け が 平 均 よ り 低 か つ た だ け で あ る 。  

2 2． 入 院 は 老 人 の 綜 合 医 療 費 を 高 め る 。  

衣 食 費 は 若 い 人 々 よ り 低 い が 、 医 療 費 は 高 ま る 。  

1 9 5 7 年 に O A S I 保 険 金 受 領 者 夫 妻 の 1 0 パ ー セ ン ト の 医  

療 費 は 、 8 0 0 ド ル に 達 し た 。  

5 組 の 夫 婦 の う ち 1 組 は 、 入 院 し て い た 。 老 人 1 人 の 入  

院 費 は 、 入 院 し な い 者 の 医 療 費 1 5 0 ド ル に 比 し 7 0 0 ド  

ル で あ つ た 。  

2 3． 健 康 保 険 は 広 ま つ て い る が 、 今 な お 6 5 才 以 上 の 老 人 の  

約 半 数 を 保 護 し て い る に す ぎ な い 。  

老 人 の 健 康 保 険 に 加 入 す る 者 は 、 近 年 一 般 の 人 々 よ り 急  

速 に 増 加 し て い る が 、 加 入 者 は 一 般 の 人 々 よ り 少 な い 。  

1 9 5 3 年 に は 全 人 口 の 6 0 パ ー セ ン ト 加 入 に 対 し 、 老 人  

は 総 数 の 3 分 の 1 で あ つ た 。 1 9 5 8 年 に は そ の 比 率 は 老  

人 4 6 パ ー セ ン ト に 対 し 一 般 7 2 パ ー セ ン ト で あ つ た 。  

老 人 の 加 入 が 少 な い の は 、 1． 収 入 の 少 い こ と 、 2． 掛 金 の  

高 い こ と 、 3． 雇 傭 主 の 分 担 が な い こ と 、 4． 退 職 後 最 近 ま で  

集 団 保 険 が な ふ つ た こ と 等 で あ つ た 。  

2 4． 最 低 所 得 の 老 齢 遺 族 保 険 （ O A S I） 加 入 者 は 、 特 に 病 院 保  

険 を 持 た な い 傾 向 に あ る 。  

多 額 の 支 払 が で き な い よ う な 比 較 的 低 額 所 得 者 は 、 最 も  

健 康 保 険 に 加 入 し た が ら な い 。  
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1 9 5 7 年 度 老 齢 遺 族 保 健 加 入 者 中 、 病 院 保 険 を も た な い  

人 の 中 位 の 所 得 は 、 病 院 保 険 を 持 つ 者 よ り 約 3 0 パ ー セ ン  

ト 低 か つ た 。 5 0 0 0 ド ル 以 上 の 収 入 の あ る 3 組 の 夫 妻 の う  

ち 2 組 加 入 に 対 し 、 1 2 0 0 ド ル 以 下 の 収 入 の あ る 人 は 5  

組 中 1 組 が 病 院 保 険 に 加 入 し て い る に す ぎ な か っ た 。 未 婚  

加 入 者 で は 6 0 0 ド ル 以 下 の 収 入 の あ る 者 の 4 人 に 1 人 が  

病 院 保 険 に 加 入 し て い た に す ぎ な か つ た が 、 3 0 0 0 ド ル  

以 上 で は 3 人 に 2 人 が 加 入 し て い た 。  

2 5． 多 く の O A S I 給 付 を 受 け て い る 者 の 病 院 保 険 は 、 全 医 療 費  

の 1 部 を 支 払 う に す ぎ な い 。  

健 康 保 険 の 最 も 通 常 な 形 は 、 入 院 費 を 支 払 う こ と で あ る 。  

従 つ て 入 院 し た 者 は 入 院 し な い 者 よ り 多 く の 保 険 の 支 払 を  

受 け る 。 し か し 入 院 し た 者 と い え ど 、 通 常 そ の 一 部 が 支 払  

れ る に す ぎ な い 。  

2 6． 食 糧 費 は 年 と 共 に 減 少 す る 。  

一 般 に 老 人 は 少 量 の 食 糧 で す む の で 、 食 糧 費 は 減 少 す る 。  

1 9 6 0 年 7 月 の 物 価 を 基 礎 に し 、 4 人 家 族 の 低 食 費 計 画  

に よ る と 、 2 5 才 の 男 子 を 養 う 1 週 間 の 食 費 は 7 ド ル 2 0  

セ ン ト 、 4 5 才 で 6 ド ル 7 0 セ ン ト 、 6 5 才 で 6 ド ル 3 0  

セ ン ト 、 7 5 才 以 上 で 6 ド ル 1 0 セ ン ト で あ つ た 。  

2 7． 連 邦 政 府 は 老 人 に 対 す る 社 会 保 障 や 事 業 に 1 7 0 億 ド ル  

を 支 出 し た 。  

連 邦 政 府 の 老 人 対 策 費 は 1 9 5 0 年 の 4 4 億 ド ル か ら  

1 9 6 0 年 に は 1 7 0 億 ド ル に 増 加 し た 。 扶 助 科 は 3 6 億  
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ド ル か ら 1 5 6 億 に 上 つ た 。 後 者 は O A S I 支 払 金 額 、 9 6 億  

ド ル と 退 役 軍 人 、 公 共 扶 助 そ の 他 の 退 職 お よ び 関 係 給 付 は  

6 0 億 ド ル を 含 む 。 特 別 減 税 は 3 0 億 ド ル に 上 つ た 。 6 5  

才 以 上 の 老 人 の こ れ ら の 給 付 と 事 業 は 1 9 6 0 年 度 に 1 人  

当 り 平 均 9 0 0 ド ル を 越 え た 。 現 行 法 に よ れ ば 、 最 近 制 度  

化 さ れ た 老 人 に 対 す る 医 療 補 助 を 含 め 、 1 9 6 0 年 － 1 9 6 5  

年 間 に 全 額 3 0 パ ー セ ン ト 上 昇 す る と 見 積 ら れ て い る 。  

2 8． 1 9 7 0 年 ま で に 4 5 才 以 上 の 労 働 者 数 は 1 9 4 0 年 の  

約 2 倍 以 上 に な る 。  

ア メ リ カ の 労 働 力 は 、 人 口 よ り 急 速 に 成 長 し て い る 。 現  

今 労 働 者 数 は 、 7 3 0 0 万 人 で あ る 。 そ の う ち 約 5 分 の 2  

は 4 5 才 以 上 の 人 々 で あ る 。 1 9 4 0 年 に は 5 6 0 0 万 で  

あ つ て 、 こ の う ち 3 分 の 1 以 下 が 4 5 才 以 上 で あ つ た 。  

今 日 か ら 1 9 7 0 年 ま で に 1 3 5 0 万 人 の 労 働 者 の 増 加  

は 、 労 働 力 を 8 7 0 0 万 人 に 上 昇 さ せ る で あ ろ う 。  

こ の 増 加 の う ち 5 5 0 万 人 は 老 人 労 働 者 で 、 そ の 半 分 以  

上 は 女 子 で あ ろ う 。 1 9 7 0 年 ま で に 老 人 労 働 者 中 女 子 の  

割 合 は 今 日 の 3 3 パ ー セ ン ト か ら 3 7 パ ー セ ン ト に 上 昇 す  

る で あ ろ う 。  

2 9． 1 9 6 0 年 代 の 労 働 力 補 給 源 は 4 5 才 以 上 の 労 働 者 と な  

ろ う 。  

中 高 年 齢 労 働 者 （ 4 5 才 以 上 ） は 現 在 男 子 1 9 0 0 万 女  

子 9 0 0 万 合 計 2 8 0 0 万 で あ る 。 2 0 年 前 の 第 2 次 大 戦  

直 前 は 、 全 労 働 者 は 、 1 7 0 0 万 で あ つ た 。 現 在 男 子 中 高  
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年 齢 労 働 者 は 3 分 の 1、 女 子 中 高 年 齢 労 働 者 は 3 倍 1 9 4 0  

年 よ り 増 加 し て い る 。  

今 日 よ り 1 9 7 0 年 ま で の 間 に 中 高 年 齢 労 働 者 は 、 5 5 0  

万 人 増 加 し 、 数 と 比 率 の 増 加 で 、 急 速 に 成 長 す る ア メ リ カ  

の 労 働 力 の 第 2 番 目 の も の と な る 。 こ の 数 を 凌 駕 す る も の  

は 2 5 才 以 下 の 勤 労 者 の み で あ る 。  

一 般 に 熟 練 工 を 供 給 す る 3 5 才 － 4 4 才 の 労 働 者 は 、 事  

実 上 そ の 数 が 減 少 す る の で 、 有 資 格 中 高 年 齢 労 働 者 は 、 雇  

傭 市 場 特 に 教 育 、 技 術 、 経 験 を 要 求 す る 職 業 で 、 有 利 に な  

る 。  

3 0、 3 5 才 以 上 の 女 子 労 働 者 の 割 合 が 1 9 6 0 年 代 の  

労 働 力 に 増 加 し よ う 。  

1 9 6 0 年 － 1 9 7 0 年 に お け る 1 3 5 0 万 の 労 働 者 の  

増 加 の う ち 6 0 0 万 以 上 は 女 子 と な ろ う 。  

4 5 才 － 5 4 才 が 最 も 増 加 し 、 そ の 労 働 力 に お け る 比 率  

は 、 今 年 度 4 8 な い し 5 5 パ ー セ ン チ に 達 す る で あ ろ う 。  

こ れ ら は 主 と し て 主 婦 、 高 校 、 大 学 の 子 供 又 は 教 育 を 終 り  

社 会 に 出 た 子 供 を 持 つ 母 親 た ち で あ ろ う 。  

男 女 両 性 お よ び 年 齢 に 関 係 の あ る 雇 傭 政 策 は 、 わ が 国 の  

成 長 す る 労 働 供 給 中 最 も 役 に 立 つ 勤 労 者 の 利 用 の た め 検  

討 さ る べ き で あ る 。  

3 1． 1 9 6 0 年 － 1 9 7 0 年 に 4 5 才 以 上 の 非 常 勤 労 働 者 は  

2 8 パ ー セ ン ト 増 加 し よ う 。  

老 人 非 常 勤 労 働 者 数 は 、 こ の 1 0 年 間 に 4 5 0 万 か ら  
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 6 0 0 万 に 増 加 し よ う 。 こ れ は 労 働 力 に お け る 老 人 勤 労 者  

 の 5 5 0 万 人 の 増 加 の 約 4 分 の 1 に あ た る 。 こ の 増 加 は 主  

 と し て 学 生 や 老 人 女 子 労 働 者 が 非 常 勤 の 仕 事 を 為 し 得 る か  

 ら で あ る 。  

  サ ー ビ ス 業 、 会 計 、 貿 易 等 の 産 業 は 、 す で に 多 く の 非 常  

 勤 労 働 者 を 使 用 し て い る 。 も し 年 齢 が 雇 傭 の 要 素 で な い な  

 ら ば 、 パ ー ト タ イ ム の 基 準 で 仕 事 の 予 定 を 作 れ ば 、 老 人 労  

 働 者 に 多 く の 機 会 が 開 け よ う 。 あ る 老 人 は 、 常 勤 よ り は 非  

 常 勤 を 好 ん で い る 。 そ れ は 、 彼 等 は 退 職 後 の 収 入 の 補 助 と し  

 し 、 ま た 余 暇 を 楽 し み 、 体 力 の 減 少 等 に よ る も の で あ る 。  

3 2． 雇 傭 は 生 産 産 業 よ り サ ー ビ ス 業 に よ り 急 速 に 発 展 し 続 け  

 る で あ ろ う 。  

  老 人 労 働 者 就 職 の 機 会 は 、 彼 等 の 能 力 、 年 齢 制 限 が ゆ る  

 め ら れ る 限 度 、 就 職 の 一 般 的 傾 向 に 依 存 し て い る 。  

  サ ー ビ ス 産 業 で の 就 職 は 、 上 昇 し て き た が 、 今 後 も 生 産  

 産 業 よ り 急 速 な 上 昇 を 続 け る で あ ろ う 。  

  サ ー ビ ス 産 業 は 、 ホ ワ イ ト 、 カ ラ ー 勤 労 者 を 多 数 雇 つ て  

 い る 。 し か も こ れ ら の 産 業 は 、 あ ま り 年 齢 を 考 慮 し な い 。  

 同 時 に 生 産 産 業 の よ う に ホ ワ イ ト 、 カ ラ ー の 仕 事 は 体 力 を  

 要 し な い 。 よ つ て 年 齢 制 限 が ゆ る め ば 、 老 人 勤 労 者 に 大 き  

 な 仕 事 の 潜 在 的 機 会 が あ る 訳 で あ る 。  

3 3． 専 門 的 、 事 務 的 、 外 交 的 仕 事 が 最 も 急 速 に 発 展 し よ う 。  

  技 師 、 科 学 者 、 技 術 家 、 教 員 、 う ば 、 会 計 師 、 そ の 他 各  

 種 の 事 務 員 等 専 門 的 、 事 務 的 職 業 が 最 大 の 発 展 を 遂 げ よ う 。  
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 職 人 お よ び 熟 練 工 も 相 当 発 展 し よ う 。 こ れ ら の 職 業 で は 、  

 教 育 技 術 、 経 験 が 重 視 さ れ る 。  

  し か る に 老 人 勤 労 者 は 、 大 体 に 於 て 、 若 い 人 達 よ り 正 規  

 の 教 育 が 少 な く 、 経 験 と 職 業 訓 練 と は 経 て 来 て い る 。 仕 事  

 に 対 す る 技 能 お よ び 知 識 、 職 業 の 変 化 に 順 応 し て 行 け ば 、  

 老 人 勤 労 者 は 、 若 い 人 々 に よ り よ く 競 争 し て 行 け る で あ ろ  

 う 。 地 域 社 会 の 訓 練 計 画 に 縦 つ て す で に 得 て い る 技 術 を 再  

 た び 磨 き 関 連 す る 技 術 、 新 し い 技 術 を 習 得 す る こ と が 出 来  

 れ ば 、 失 業 者 も 一 そ う 容 易 に 就 職 し 得 よ う 。  

3 4． 中 高 年 齢 労 働 者 は 、 今 や 各 産 業 中 労 働 力 の 大 部 分 を 形 成  

 し て い る 。  

  現 今 2 6 0 0 万 の 中 高 年 齢 労 働 者 （ 4 5 才 以 上 ） が 雇 傭  

 さ れ 、 全 産 業 の 総 合 計 雇 傭 の 4 0 パ ー セ ン ト を 示 し て い る 。  

  あ る 種 の 産 業 は 、 他 の 産 業 よ り 多 く の 中 高 年 齢 労 働 者 を  

 雇 つ て い る 。 農 業 、 経 理 、 保 険 、 不 動 産 等 が 最 高 比 率 を 示  

 し て い る 。 最 低 は 建 設 、 製 造 、 貿 易 等 で あ る 。 二 つ の 急 速  

 に 発 展 し て い る 産 業 － 貿 易 と サ ー ビ ス ー は 老 人 女 子 労 働 者  

 の 最 高 雇 傭 率 を 示 し て い る 。  

  し か し こ れ ら の 比 率 は 、 雇 傭 物 語 を 語 つ て い る に す ぎ な  

 い 。 例 え ば 9 0 0 万 の 老 人 女 子 労 働 者 は 、 彼 女 ら の 比 率 が  

 最 も 低 い 産 業 に 雇 わ れ 、 僅 か 3 0 0 万 が 彼 女 ら の 比 率 の 最  

 も 高 い 二 つ の 産 業 に 雇 わ れ て い る 。  

3 5． 大 部 分 の 中 高 年 齢 労 働 者 は 技 術 を も つ て お り 、 彼 等 の 勤  

 労 体 験 は わ れ わ れ の 成 長 産 業 に 要 求 さ れ て い る 。  
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  若 い 勤 労 者 は 今 日 、 中 高 年 齢 労 働 者 よ り 、 よ り 多 く の 教  

 育 を 受 け て い る 。 し か し 、 中 高 労 働 車 の 高 い 比 率 が よ い 教  

 育 と 相 当 の 技 術 を 要 す る 仕 事 に 従 事 し て い る 。 専 門 職 に 雇  

 わ れ て い る す べ て の 人 々 の 約 3 分 の 1 は 4 5 才 以 上 の 人 々  

 で 、 ま た マ ネ ー ジ ャ ー 、 役 員 、 事 業 主 の 半 数 以 上 、 熟 練 工  

 の 5 分 の 2 は 4 5 才 以 上 の 人 々 で 占 め ら れ て い る 。 女 子 で  

 は 専 門 職 の 4 0 パ ー セ ン ト が 4 5 才 以 上 の 人 々 で 主 と し て  

 教 員 、 う ば 等 で あ る 。  

  高 度 の 責 任 と 経 験 を 要 求 す る 仕 事 に お い て 、 熟 達 し た 労  

 働 者 は 、 真 に ア メ リ カ 経 済 に 貢 献 し 得 る の で あ る 。  

  最 も 急 速 に 発 展 し て い る 多 く の 職 業 は 、 よ り 多 く の 教 育  

 と 訓 練 を 要 求 す る 新 し い 科 学 技 術 の 必 要 を 示 し て い る 。 正  

 規 の そ し て 即 職 業 の 教 育 課 程 が 、 中 年 に 近 づ き つ つ あ る 勤  

 労 者 の た め こ れ ら の 変 化 に 歩 調 を 合 わ せ て 行 く に 必 要 な 技  

 術 を 与 え る こ と が で き る 。  

3 6． 老 年 失 業 者 が 新 し い 就 職 口 を 探 す こ と は 長 期 を 要 す る 。  

  意 見 調 査 に よ れ ば 、 老 年 者 の 作 業 は 、 最 も 軽 快 敏 捷 で あ  

 る と 雇 主 に 考 え ら れ て い る 。 こ の こ と は 生 産 力 の 研 究 に よ  

 つ て 証 明 さ れ て い る と こ ろ で あ る 。  

  し か し 老 年 勤 労 者 が 失 業 し て 仕 事 を 求 め て い る 時 、 老 年  

 勤 労 者 の 雇 傭 に つ い て の 一 般 的 態 度 が 冷 た い た め 、 彼 等 の  

 資 質 が 雇 主 の 目 に 委 縮 し て 映 る の で あ る 。 こ の 問 題 は 、 4 5  

 才 以 上 の 勤 労 者 間 に 失 業 期 間 の 長 い こ と に 反 映 し て い る 。  

 し か し な が ら こ れ ら 勤 労 者 の 失 業 比 率 は 、 他 の 年 齢 層 の 勤  

－ 1 3－  



 労 者 と 著 し く 相 違 し て い る こ と は な い 。 老 年 勤 労 者 の 立 場  

 は 、 団 体 交 渉 契 約 の 老 年 者 条 項 と 勤 務 年 数 に よ る 会 社 の 保  

 留 計 画 お よ び 自 動 的 退 職 に よ り 決 定 さ れ る 。  

3 7． 老 年 労 働 者 は し ば し ば 青 年 熟 練 工 よ り 生 産 力 が 高 い 。  

 老 年 労 働 者 は 、 雇 主 に と つ て 多 く の 利 益 を も た ら し て い る 。  

 彼 等 は 仕 事 に 対 し よ り 著 実 で あ り 、 安 全 性 と 欠 勤 記 録 は 良  

 好 で あ る 。 し か し 基 本 的 問 題 は 、『 老 年 労 働 者 は 青 年 労 働  

 者 と 同 様 に 生 産 す る か 。』 と い う こ と で あ る 。  

  研 究 の 結 果 に よ る と 4 5 才 か ら 5 4 才 お よ び そ れ 以 上 年  

 長 の 労 働 者 の 相 当 数 は 、 3 5 才 ～ 4 4 才 の 年 齢 層 の 平 均 生  

 産 力 よ り 優 れ て い る 。  

  上 記 の 平 均 作 業 力 の 比 率 は 、 研 究 さ れ た 産 業 に よ つ て 異  

 る が 、 ど の 産 業 で も 老 年 労 働 者 が 必 然 的 に 生 産 力 が 劣 る と  

 い う 結 果 を 提 示 し た も の は 一 つ も な い 。 こ れ ら の 研 究 が 示  

 す も の は 、 老 年 労 働 者 は 個 々 の 作 業 に よ つ て 判 断 さ る べ き  

 で あ り 、 年 齢 が ハ ン デ イ キ ャ ッ プ に な る と い う 根 拠 の な い  

 考 え に よ つ て 判 断 さ る べ き で は な い と い う こ と で あ る 。  

3 8． し か し な が ら 年 齢 制 限 は 、 多 く の 老 年 求 職 者 を 阻 止 し て  

 い る 。  

  老 年 労 働 者 は 、 生 産 力 、 著 実 性 、 責 任 感 、 信 頼 性 に お い  

 て 青 年 労 働 者 に 比 し て 優 れ て い る に も か か わ ら ず 、 雇 傭 の  

 年 齢 制 限 は 相 当 が ん 固 で あ る 。  

  こ の 図 表 に 示 さ れ た 研 究 で 、 1 9 5 6 年 4 月 公 共 職 業 安  

 定 所 職 員 に よ り 2 2 , 0 0 0 求 人 に つ い て 年 齢 制 限 の 範 囲 が  
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 明 ら か に さ れ た 。 7 地 区 の う ち 求 人 の 4 1 パ ー セ ン ト は 、  

 4 5 才 以 下 と い う 年 齢 制 限 が あ つ た 。 最 近 行 な わ れ た 公 共 、  

 私 立 両 団 体 に よ る 同 様 調 査 で も 、 上 記 と ほ と ん ど 変 ら ぬ 状  

 況 を 示 し て い る 。  

  概 し て 年 齢 制 限 は 、 5 0 0 人 以 上 の 使 用 人 の い る 大 会 社  

 の 事 務 系 お よ び 技 術 を 要 し な い 職 と 、 私 設 年 金 制 度 を も つ  

 会 社 に 一 そ う 強 力 で あ る こ と が 判 明 し た 。  

3 9． 労 働 者 総 数 中 に お け る 6 5 才 以 上 の 人 々 の パ ー セ ン ト は  

 1 9 0 0 年 以 来 著 し く 減 少 し て い る 。  

  数 十 年 来 事 実 上 6 5 才 以 上 の 男 子 は 、 全 体 の 労 働 者 中 に  

 あ つ て 家 族 の 基 礎 的 経 済 支 持 者 と し て の 役 割 を 果 し て き た 。  

 し か し な が ら 6 5 才 以 上 の 労 働 者 は 、 今 日 1 9 0 0 年 の 2 . 5  

 倍 の 数 に 昇 つ て は い る が 、 着 実 に 減 少 し て い る 。 こ の 比 率  

 の 減 少 は 、 最 近 1 0 年 間 O A S I（ 老 齢 遺 族 保 険 ） の 普 及 お よ  

 び 私 設 年 金 制 度 の 普 及 に よ る 定 期 的 か つ 高 額 の 退 職 所 得 に  

 よ つ て 一 そ う 拍 車 が か け ら れ た 。  

  多 く の 老 年 層 の 人 々 に は 、 今 な お 仕 事 に 対 す る 経 済 的 、  

 個 人 的 要 請 を 持 つ て は い る が 、 強 制 退 職 制 度 や 年 齢 制 限 に  

 よ る 就 職 困 難 等 の た め 、 し ば し ば 仕 事 を 経 続 し 得 な い の で  

 あ る 。  

4 0． 1 9 7 5 年 ま で に 男 子 年 齢 6 0 才 の 退 職 者 は 1 9 0 0 年  

 の 3 倍 に 達 す る で あ ろ う 。  

  従 来 よ り 多 く の 労 働 者 が 、 6 0 才 に 達 し て い る 。 6 0 才  

 の 男 子 労 働 者 の 1 9 0 0 年 ～ 1 9 5 5 年 の 平 均 寿 命 は 1 . 6  
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 年 の 延 長 に す ぎ な い が 、 彼 等 の 余 生 を 労 働 軍 中 に 過 す 者 が  

 少 く な つ て 、 退 職 し て 過 す と い う 変 化 が 起 つ て い る 。 こ の  

 傾 向 は 強 制 退 職 や 公 共 、 私 設 の 年 金 に よ り 大 き な 経 済 的 安  

 定 に 影 響 さ れ た も の で あ る 。  

  健 康 で か つ 相 当 の 生 産 能 力 を も つ て 後 年 期 に 入 る 多 く の  

 労 働 者 に 対 す る 各 種 改 善 の 見 通 し と 共 に 、 彼 等 の 希 望 と 必  

 要 性 （ N e e d s） に 従 い 、 退 職 に 対 す る 計 画 を 立 て 又 は 退 職 を  

 エ ン ジ ョ イ し あ る い は 仕 事 を 継 続 す る 等 の た め 、 よ り 大 き  

 な 機 会 が 与 え ら れ て い る 。 選 択 の 柔 軟 性 が 大 き け れ ば 大 き い  

 ほ ど 、 個 人 及 び 国 家 の 利 益 に よ り よ く 奉 仕 す る こ と に な る  

 の で あ る 。  

4 1． 慢 性 状 態 は 7 5 才 以 上 の 人 々 の 活 動 を 3 0 パ ー セ ン ト 制  

 限 す る 。  

  多 く の 老 年 者 は 、 健 康 を エ ン ジ ョ イ し て い る 。 あ る 人 は  

 何 ら の 慢 性 病 も 持 た ず 身 体 減 耗 も な い と 報 告 し て い る 。 他  

 の 人 々 は 慢 性 状 態 で は あ る が 、 そ れ に よ つ て 重 大 な 能 力 の  

 喪 失 者 で は な い 。  

  し か し な が ら 、 老 年 に 進 む に 従 い 、 慢 性 病 の 衝 撃 は 一 そ  

 う 激 し く な る 。 7 5 才 以 上 の 人 々 の う ち 半 数 以 上 は 、 各 種  

 の 度 合 で 彼 等 の 活 動 が 制 限 さ れ て い る 。 3 0 パ ー セ ン ト は  

 行 動 の 制 限 を 受 け 、 歩 行 に 困 難 を 覚 え る 。 こ の デ ー タ に は  

 施 設 で 収 容 さ れ て い る 働 け な く な つ た 老 人 は 含 ま れ て い な  

 い 。  

  一 般 に 社 会 に お け る 自 分 の 役 割 を 失 つ た 者 は 、 無 能 力 者  

－ 1 6－  



 で あ る 。 多 く の 無 能 力 は 、 早 期 診 断 、 治 療 と 更 生 に よ り 減  

 少 さ せ る こ と が で き る 。  

4 2． 六 つ の 慢 性 疾 患 は 老 人 の 多 く の 疾 病 と 健 康 障 害 の 原 因 に  

 な つ て い る 。  

  関 節 炎 、 リ ュ ー マ チ 、 心 臓 病 と 高 血 圧 は 、 後 年 期 の 多 く  

 の 無 能 力 を 引 き 起 し て い る 。 肉 体 的 障 害 特 に 視 力 減 退 、 盲  

 目 、 聴 力 障 害 は 、 老 年 に な る に 従 い 増 加 す る 。  

  毎 年 6 5 才 以 上 の 3 5 0 万 の 人 々 が 事 故 に よ る 傷 害 を 蒙  

 つ て い る 。 多 く は 家 庭 で の 転 倒 に よ る も の で あ る が 。  

  各 種 の 地 域 社 会 の 事 業 は 、 無 能 力 者 を 減 少 す る た め 、 医  

 師 の 尽 力 を 補 佐 し て い る 。 栄 養 学 者 は 心 臓 病 や 高 血 圧 に 重  

 要 な 関 係 を も つ て い る 食 餌 療 法 に 協 力 し て い る 。 糖 尿 病 と  

 線 内 障 の 調 査 計 画 は 、 早 期 看 護 を 行 つ て い る 。 多 く の 地 域  

 社 会 は 、 事 故 防 止 計 画 を 立 て て い る 。  

4 3． 三 つ の 病 気 が 老 人 の 最 も 共 通 し た 死 亡 の 原 因 に な つ て い  

 る 。  

  心 臓 病 、 ガ ン 、 卒 中 が 老 人 層 中 の 最 高 死 亡 率 を 示 し て い  

 る 。 中 高 年 齢 層 の 死 亡 の 多 く は 、 あ る 種 の 退 廃 的 病 気 の 減  

 少 に か ん が み て 防 止 不 可 能 の も の で は な い 。 か く し て 死 亡  

 率 に 関 す る 各 種 資 料 は 、 病 気 の 初 期 に 防 止 し 、 そ の 進 行 を  

 遅 ら せ る 手 段 を 講 じ さ せ る 継 続 的 な 医 療 の 研 究 の 必 要 を 強  

 調 し て い る 。  

  他 方 多 く の 老 年 期 前 の 死 亡 は 予 防 法 と 治 療 法 に よ つ て 避  

 け 得 る で あ ろ う 。 イ ン フ レ ン ザ 免 疫 処 置 は 、 老 人 お よ び 慢  
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 性 患 者 の 不 幸 を 減 少 し 得 る で あ ろ う 。 し ば し ば 初 期 の ガ ン  

 は 、 診 断 と 治 療 の た め の 時 間 を 延 引 す る た め 、 除 々 に 老 人  

 に 進 行 し て 行 く も の で あ る 。  

4 4． 老 年 者 は 若 い 人 々 よ り ひ ん ぱ ん に 医 師 を 訪 問 す る 。 老  

 年 者 に は 多 く の 保 健 施 設 が 必 要 で あ り 、 か つ 老 年 者 は 多 く  

 利 用 す る 。 7 5 才 以 上 の 人 々 は 、 1 年 に 7 回 以 上 の 医 師 訪  

 問 を 行 つ て い る 。 こ れ は ど ん な 青 年 層 よ り も 高 率 で あ る 。  

 も し す べ て の 老 年 者 が 必 要 と す る だ け 多 く の 医 療 を 求 め こ  

 れ を 受 け る と す れ ば 、 老 年 者 の 比 率 は 一 層 高 く な る で あ ろ  

 う 。  

  多 く の 老 年 者 に は 、 看 護 サ ー ビ ス 、 保 健 教 育 、 栄 養 サ ー  

 ビ ス 、 家 庭 の 看 護 、 社 会 事 業 、 身 体 療 法 等 医 師 の 治 療 の ほ  

 か に 保 健 サ ー ビ ス の 陣 立 が 必 要 で あ る 。  

  医 師 の 治 療 を 必 要 と す る 老 人 患 者 の あ る 者 に は 輸 送 が 問  

 題 に な つ て い る 。 あ る 地 域 社 会 で は 、 こ の よ う な 患 者 の 往  

 復 運 搬 の 仕 事 を 特 志 保 健 ワ ー カ ー が や つ て い る 。  

4 5． 老 年 者 は 若 い 人 々 よ り 一 そ う 多 く の 時 間 を 病 院 で 過 し て  

 い る 。  

  老 年 者 は 、 毎 年 2 6 0 0 万 日 を 一 般 の 病 院 で 過 し て い る 。  

 す な わ ち 、 6 5 才 以 上 の 老 人 1 0 0 0 人 の 入 院 日 数 は 6 5  

 才 以 下 の 人 々 1 0 0 0 人 （ 妊 産 婦 を 含 め ） の 入 院 日 数 6 6 1  

 日 に 対 し 1 7 7 8 日 に な つ て い る 。  

  長 期 の 入 院 は 、 し ば し ば 地 域 社 会 の 家 庭 療 養 計 画 に よ り  

 短 縮 さ れ て い る 。 こ の よ う な 計 画 は 、 医 者 の 医 療 を 補 足 し  
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 て 肩 護 サ ー ビ ス 、 社 会 サ ー ビ ス そ の 他 関 係 サ ー ビ ス を 行 う  

 病 院 や 厚 生 省 そ の 他 の 機 関 が 催 し て い る も の で あ る 。 主 婦  

 の サ ー ビ ス 機 関 は 、 老 人 お よ び 慢 性 病 患 者 を 家 庭 に 滞 在 す  

 る こ と を 許 し て い る  

4 6． 多 く の 老 人 は 精 神 療 養 施 設 に は 入 る こ と が 可 能 で あ る 。  

  州 立 精 神 病 院 の 最 初 の 入 院 率 は 、 老 年 者 に お い て 著 し く  

 増 加 す る 。 こ の よ う な 施 設 に 入 る 地 域 社 会 の 老 人 居 住 者 の  

 割 合 は 、 年 齢 と 共 に 甚 だ し い 増 加 を 示 し て い る 。  

  精 神 病 院 に お け る 多 く の 事 例 は 、 憂 う つ 的 反 作 用 を 示 し  

 て い る 。 老 人 た ち は 興 味 を 起 さ せ る も の も 、 仕 事 も 彼 等 を 看  

 護 す る 愛 す る 人 々 も な く 突 然 隔 離 さ れ る 。 こ の よ う な 憂 う  

 つ 状 態 は し ば し ば 慢 性 的 身 体 虚 弱 や わ れ わ れ の 文 明 社 会 の  

 中 に お い て 老 人 の 特 性 で あ る ス ト レ ス か ら 誘 致 さ れ る も の  

 で あ る 。 精 神 病 院 に い る 多 く の 人 々 は 、 他 の 収 容 設 備 が 利  

 用 し 得 る な ら ば 病 院 外 の 治 療 を 受 け 得 る で あ ろ う に 。 あ る  

 地 域 社 会 は 、 老 人 の た め 家 庭 で の 看 護 や 、 精 神 衞 生 学 的 臨  

 床 学 的 サ ー ビ ス を 行 つ て い る 。  

4 7． 養 老 院 の 患 者 の 平 均 年 齢 は 8 0 才 で 、 寝 た き り で あ り 、  

 精 神 も 混 乱 し て い る 。  

  養 老 院 で 生 活 し て い る 人 々 の 普 通 の 年 齢 は 8 0 才 で あ る 。  

 3 分 の 2 は 7 5 才 を 起 え 、 3 分 の 2 は 女 子 で あ る 。 半 分 以  

 下 は 独 り で 歩 く こ と が 出 来 る 。 半 分 以 上 は 両 便 失 禁 の 期 間  

 が あ り 、 3 分 の 2 は 周 期 的 身 体 不 調 型 で あ る 。  

  こ の よ う な 養 老 院 の 職 員 は 、 多 大 の 注 意 と 医 療 保 護 を 要  
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 請 さ れ る 。 こ の こ と は 養 育 院 が 与 え ね ば な ら な い サ ー ビ ス  

 の 本 質 的 要 素 を 決 定 す る た め 一 層 進 ん だ 指 導 方 針 を 発 展 さ  

 せ る こ と の 重 要 性 を 強 調 し て い る 。  

4 8． ヒ ル ・ バ ー ト ン の 州 政 府 機 関 は 、 更 に 多 く の ベ ッ ド が 必  

 要 で あ る と 述 べ て い る 。  

  適 当 な 医 療 保 護 を 与 え る た め に は 、 十 分 な 医 療 看 護 施 設  

 と 有 資 格 保 健 医 を 必 要 と す る 。 法 令 に 基 い て 州 政 府 機 関 の  

 計 画 に よ り ヒ ル ・ バ ー ト ン が 行 つ た 調 査 で は 、 追 加 ベ ッ ド  

 特 に 慢 性 病 病 院 や 養 育 院 に お け る 追 加 ベ ッ ド の 必 要 性 を 指  

 摘 し て い る 。 そ の 数 字 は 、 州 立 医 療 施 設 で 使 用 し 得 る ベ ッ  

 ド を 考 慮 に 入 れ な い も の で あ る 。  

  あ る 地 域 社 会 で は 結 核 療 養 施 設 を 慢 性 病 病 院 に 変 更 し 、  

 ま た 一 般 の 病 院 に 老 人 病 科 を 設 け 、 又 は 更 生 セ ン タ ー を 建  

 築 し て 施 設 の 必 要 性 を 満 す こ と に よ つ て 進 歩 を 遂 げ て い る 。  

4 9． 老 人 に は 食 事 の 改 善 が 一 そ う 必 要 で あ る 。  

  6 0 才 以 上 の 主 婦 の 家 庭 は 、 そ れ よ り 若 い 主 婦 の 家 庭 よ  

 り 、 全 国 研 究 会 が 推 せ ん す る 八 つ の 基 礎 的 栄 養 物 に 適 合 す  

 る 食 事 を と つ て い る 家 庭 が 少 な い 。 老 人 主 婦 の 家 庭 の 相 当  

 数 は 、 肉 、 鳥 肉 、 魚 、 ミ ル ク 、 ミ ル ク 製 品 、 野 菜 、 果 物 等  

 の 主 要 食 品 の 消 費 量 が 少 な い 。  

  老 人 家 庭 の う ち 貧 困 な 食 事 を し て い る 家 庭 は 、 低 い 経 済  

 状 態 、 食 物 の 好 み 、 教 育 の 不 足 等 に 関 係 が あ つ た 。 比 較 的  

 高 所 得 の 家 庭 で は 、 年 齢 に よ る 相 違 は あ ま り は つ き り し て  

 い な か つ た 。  
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5 0． 4 5 才 以 上 の 不 具 者 の 職 業 更 生 は 漸 次 そ の 数 を 増 し て い  

 る 。  

  一 般 に 就 職 の ハ ン デ イ キ ャ ッ プ と な つ て い る 必 身 障 害 の  

 中 高 年 齢 層 の 人 々 は 、 州 職 業 更 生 機 関 の サ ー ビ ス に よ つ て 、  

 毎 年 着 実 に 就 職 者 数 を 増 し て い る 。 こ れ ら の 機 関 は 、 労 働  

 能 力 を 恢 復 し 、 労 働 者 を 適 当 な 仕 事 に 落 付 か せ る た め 必 要  

 な サ ー ビ ス を 与 え て い る 。  

  1 9 4 5 年 に は 8 3 0 0 人 の 中 高 年 齢 不 具 者 を 有 利 な 就  

 職 に 更 正 さ せ 、 1 9 6 0 年 に は 2 8 , 3 0 0 人 を 更 生 し た 。  

  職 業 更 生 は 、 不 具 者 お よ び そ の 家 族 の 社 会 的 、 経 済 的 状  

 態 を 改 善 し た 。 こ の こ と は ま た 、 生 産 力 を 増 強 し 、 公 衆 へ  

 の 依 存 を 少 な く し て 、 地 域 社 会 に 利 益 を も た ら し て い る 。  

5 1． 中 高 年 齢 心 身 障 害 者 は 、 あ ら ゆ る 仕 事 に つ い て い る 。  

  更 生 事 業 に よ り 心 身 障 害 の 中 高 年 齢 者 は 、 あ ら ゆ る 職 業  

 分 野 の 仕 事 に 従 事 し 、 障 害 の な い 労 働 者 と し て 信 頼 さ れ て  

 働 い て い る 。  

  こ れ ら の 人 々 は 、 ア メ リ カ の あ ら ゆ る 生 産 分 野 に 活 動 し  

 て い る 。 多 く の 人 々 は 、 教 員 、 保 母 、 社 会 福 祉 事 業 、 牧 師 、  

 実 験 所 技 師 お よ び 助 手 等 専 門 技 術 者 の 著 し く 不 足 し て い る  

 職 業 に 就 職 又 は 再 就 職 し て い る 。 他 の 人 々 は 事 務 員 、 帳 簿  

 係 、 セ ー ル ス マ ン 、 コ ツ ク 、 メ イ ド 、 ス チ ュ ワ ー ド 、 給 事 、  

 農 夫 等 と し て 働 い て い る 。 要 す る に 国 の あ ら ゆ る 職 業 に わ  

 た つ て 活 動 し て い る 。  

5 2． 高 齢 者 の 3 分 の 2 は 自 分 た ち の 家 庭 に 生 活 し て い る 。  
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  大 部 分 の 高 齢 者 － 1 9 5 0 年 に 7 0 パ ー セ ン ト ー は 、 自  

 分 た ち の 家 庭 に 生 活 し て い る 。 そ の 他 の 人 々 は 何 処 か 他 人  

 の 家 、 一 般 に は 親 戚 で 生 活 し て い る 。 僅 か 6 パ ー セ ン ト が  

 老 人 の 家 、 看 護 の 家 そ の 他 の 施 設 で 生 活 し て い る 。  

  よ り 多 く の よ り 改 善 さ れ た 施 設 の 設 備 が 利 用 で き る と し  

 て も 、 独 立 し た 生 活 が 高 齢 者 に 対 す る 法 則 で あ る こ と に 変  

 り は な い 。 こ れ ら 高 齢 者 は 、 出 来 る だ け 家 庭 的 な 生 活 様 式  

 を 強 く 希 望 し て い る 。  

  高 齢 者 に 適 合 し た 住 宅 提 供 と い う 方 向 に 注 意 が 向 け ら れ  

 る と と も に 、 先 づ 第 一 に 考 慮 す べ き こ と は で き る だ け 長 期  

 に 独 立 し た 生 活 を 維 持 さ せ る こ と が 高 齢 者 に と つ て 重 要 で あ  

 る と い う こ と で あ る 。  

5 3． 高 齢 者 の 住 居 は 若 い 人 々 の 住 居 よ り 劣 つ て い る 。  

  高 齢 者 が 独 立 し た 生 計 を 営 む 傾 向 の 一 つ は 、 彼 等 の 住 居  

 の 下 等 さ の 結 果 で あ る 。 感 情 や 情 性 や 経 済 的 必 要 性 が 、 し  

 ば し ば 高 齢 者 を 不 適 当 な 住 居 に 長 く 生 活 さ せ て い る 。  

 1 9 5 0 年 に 若 い 家 庭 を 持 つ 人 々 （ 4 パ ー セ ン ト ） の 約 2  

 倍 の 高 齢 者 の 住 居 （ 7 パ ー セ ン ト ） が 粗 末 な 状 態 で あ つ た 。  

 借 家 人 中 高 齢 者 家 族 の 11 パ ー セ ン ト 、 若 い 家 族 の 9 パ ー  

 セ ン ト が 、 標 準 以 下 の 住 居 に 生 活 し て い た 。  

  高 齢 者 の う ち に は 、 彼 等 の 生 活 設 備 を 、 彼 等 の 変 化 し た  

 肉 体 的 経 済 的 環 境 に 調 和 さ せ て い る 者 も い る 。 そ う す る こ  

 と が 出 来 な い 者 は 、 彼 等 が 肉 体 的 に も 経 済 的 に も 扱 つ て ゆ  

 け な い よ う な 粗 悪 な 所 有 物 に 執 著 し て 、 苦 労 し て 得 た 、 資  
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 産 の 不 必 要 な 浪 費 に 脳 ま さ れ て い た 。  

5 4． 高 齢 者 は 一 個 処 に 定 住 す る 傾 向 が あ る 。  

  老 人 が 親 し い も の に 執 着 す る こ と は 、 長 年 同 一 住 宅 に 居  

 住 す る 傾 向 が あ る こ と に も 現 れ て い る 。 1 9 5 6 年 に 、 老  

 人 の ほ ぼ 3 分 の 2 は 、 1 2 年 以 上 彼 等 の 家 に 居 住 し て い た 。  

 多 く の 若 い 家 族 は 、 6 年 以 下 同 一 場 所 に 住 ん で い た 。  

  年 を 取 る に 従 い 人 々 は 、 一 層 定 着 し 移 転 の 繁 雑 を 避 け る  

 傾 向 が あ る 。 し か し な が ら 将 来 は 大 多 数 の 老 人 が 、 よ り よ  

 い 健 康 と 、 よ り 多 く の 収 入 と 改 善 さ れ た 住 宅 を 持 つ よ う に  

 な る こ と が 期 待 さ れ る 。  

  老 人 が 現 在 居 住 す る と こ ろ に 永 く 留 ま る こ と は 、 必 ず し  

 も 彼 等 に と つ て 最 も 有 利 な の で は な い 。 引 退 前 の 教 育 は 、  

 漸 次 、 人 々 の 生 活 環 境 を 、 年 を 取 る に 従 い 変 移 す る コ ー ド  

 （ 要 求 ） に 適 応 さ せ る こ と が 有 利 で あ る こ と を 個 人 に も 家  

 族 に も 注 目 さ せ る よ う に な つ た 。  

5 5． 老 人 は し ば し ば 若 い 家 族 よ り 大 き な 家 に 住 ん で い る 。  

  老 人 が 比 較 的 移 動 し な い 他 の 理 由 は 、 彼 等 の 多 く が 比 較  

 的 大 き な 住 宅 に 住 ん で い る た め で あ る 。 親 し い 環 境 を 去 り  

 難 く 思 う と こ ろ か ら 、 若 い 頃 子 供 た ち 全 部 を 収 容 す る た め  

 必 要 で あ つ た 家 に 多 く の 老 人 た ち は 生 活 し 続 け る の で あ る 。  

 子 供 た ち が 家 を 去 つ た 後 、 両 親 た ち は し ば し ば 同 じ 家 に 生  

 活 し 続 け る 。 こ の た め 彼 等 の 2 0 パ ー セ ン ト は 、 7 室 あ る  

 い は そ れ 以 上 の 室 の あ る 家 に 住 ん で い る 。 若 い 人 た ち で こ  

 の よ う な 家 に 生 活 し て い る の は 1 2 パ ー セ ン ト に 過 ぎ な い 。  
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  そ の 結 果 老 人 家 族 の 収 入 ま た は 体 力 以 上 の 広 い 家 の た め  

 し ば し ば 不 必 要 な 消 費 を す る こ と に な る 。  

5 6． 老 人 の 家 族 数 は 少 な い  

  老 人 の 家 庭 の 4 分 の 3 以 上 は 、 僅 か 1 人 か 2 人 の 家 族 か  

 ら 成 つ て い る 。 こ れ に 対 し 若 い 人 々 の 家 庭 で は 、 殆 ん ど 反  

 対 で 、 ほ ぼ 4 分 の 3 の 家 庭 が 、 3 人 も し く は そ れ 以 上 の 家  

 族をもつている。老人の家庭では 5 人又は 6 人の家族はまれである。  

 若 い 家 庭 で は 4 家 庭 に 1 家 庭 が こ の よ う な 家 族 を も つ て い る 。  

  老 人 の 間 に 小 家 族 が 集 ま る こ と は 変 え よ う も な い こ と な の  

 の で 、 一 そ う こ れ ら 小 家 族 の た め の 住 宅 の 供 給 と い う こ と  

 が 注 目 さ れ て い る 。  

5 7． 老 人 の 家 庭 に 人 が 込 み 合 う こ と は 少 な い 。  

  大 き な 家 に 小 さ な 家 族 で あ る か ら 、 老 人 の 家 に す し 詰 と  

 い う こ と は あ り 得 な い 。 彼 等 の 住 居 の 8 0 パ ー セ ン ト 以 上  

 は 、 一 室 あ た り 4 分 の 3 人 で あ り 、 一 方 僅 か 2 パ ー セ ン ト  

 は 、 一 室 あ た り 1 . 5 人 で 真 に 満 員 の 状 態 で あ る 。 若 い 人 の  

 家 族 の 間 で は 、 そ の 割 合 は 5 6 パ ー セ ン ト と 6 パ ー セ ン ト  

 に な つ て い る 。  

  し か し な が ら 老 人 の 家 庭 に 大 勢 の 人 が い な い こ と は 、 必  

 ず し も 有 利 で は な い 。 体 力 の 衰 え と 収 入 の 減 少 は 、 し ば し  

 ば 、 楽 し み よ り は 、 余 分 の 身 体 的 経 済 的 負 担 と な る 。  

  老 人 は 、 家 族 が 少 な く な る に つ れ 、 住 宅 の ス ペ ー ス を 切  

 詰 め る こ と に 虚 心 と な つ て そ の 重 要 性 を 理 解 す る 必 要 が あ  

 る 。  
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5 8． 老 人 が 所 有 す る 家 は 安 い バ ラ ッ ク に 集 中 さ れ て い る 。  

  老 人 が 所 有 す る 家 は 、 若 い 人 々 が 所 有 す る 家 よ り 安 物 で  

 あ る 。 老 人 が 所 有 す る 家 の ほ ぼ 3 分 の 2 は 、 7 5 0 0 ド ル  

 以 下 で あ り 、 そ の 5 分 の 1 は 3 0 0 0 ド ル 以 下 で あ る 。 若  

 い 人 が 所 有 す る 家 は 、 7 5 0 0 ド ル 級 以 上 の 堅 固 な 建 築 で  

 あ る 。 約 半 数 が 7 5 0 0 ド ル 級 以 下 で 、 僅 か 8 分 の 1 が  

 3 0 0 0 ド ル 以 下 で あ る 。  

  老 人 の 家 が 安 物 で あ る と い う の は 、 多 く は 古 い 家 で 、 あ  

 る 家 は 、 適 当 に 維 持 さ れ て い な か つ た か ら で あ る 。 加 う る  

 に 近 隣 の 家 の 低 下 が そ の 価 額 を 傷 け る か ら で あ る 。  

5 9． 家 の 価 格 の 収 入 に 対 す る 割 合 は 、 老 人 の 家 所 有 者 に お い  

 て 一 そ う 高 い 。  

  老 人 の 家 の 価 額 が 漸 次 低 下 す る 一 方 、 彼 等 の 収 入 は 一 そ  

 う 急 速 に 、 そ し て 劇 的 に 低 下 す る 。 そ の 結 果 彼 等 の 家 の 価  

 額 は 、 若 い 家 族 に お け る よ り は 、 収 入 に 対 し て 高 い 比 率 に  

 な つ て い る 。 家 を 所 有 す る 老 人 の 半 分 以 上 は 、 彼 等 の 家 の  

 価 額 が 1 9 5 6 年 度 の 彼 等 の 収 入 の 3 倍 も し く は そ れ 以 上  

 に な つ て い る 。 こ れ は 若 い 家 族 の 収 入 の 2 3 パ ー セ ン ト の  

 比 率 の 2 倍 以 上 に な つ て い る 。 他 方 中 高 年 所 有 者 の 僅 か 8  

 パ ー セ ン ト 、 若 い 家 族 で は 1 5 パ ー セ ン ト が 、 彼 等 の 年 収  

 以 下 の 価 額 の 家 を も つ て い た に す ぎ な か つ た 。  

  住 居 に 対 す る 衡 平 の 原 則 は 重 要 な 原 則 で あ る 。 比 較 的 高  

額 の 家 は 、 老 人 に と つ て 、 売 却 す る か 維 持 す る か 、 い か に  

し て 適 切 に 維 持 し て ゆ く か を 決 定 す る こ と が 特 に 重 要 で あ  
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 る 。  

6 0． 収 入 に 対 す る 家 賃 の 比 率 は 老 人 ほ ど 高 い 。 借 家 人 中 、 一 般  

 に 老 人 は 、 若 い 借 家 人 よ り 安 い 家 賃 を 払 つ て い る 。 し か し  

 な が ら こ の 相 違 は 、 直 接 収 入 の 相 違 と 均 合 が と れ て い る と  

 い う の で は な い 。 殆 ん ど 老 人 借 家 人 の 半 数 は 、 家 賃 の た め  

 に収入の 30 パーセント以上を支出している。若い家族のうち 40 パ  

 ーセントは、家賃に収入の 15 パーセント以下を支出し、住宅のため  

 3 0 パ ー セ ン ト 支 出 し て い る の は 、僅 か 1 7 パ ー セ ン ト に 過 ぎ な い 。 

  多 く の 老 人 が 住 宅 の た め 収 入 の 高 い 割 合 を 費 し て い る こ  

 と は 、 十 分 の 金 が 本 来 の 食 物 や 十 分 の 医 療 の た め 使 わ れ て  

 い な い こ と を 意 味 す る か も 知 れ な い 。 こ の こ と は 中 、 低 所  

 得 者 階 層 の 老 人 の た め 、 も つ と 適 当 な 、 望 ま し い 住 宅 の 必  

 要 性 を 示 し て い る も の で あ る 。  

6 1． 後 年 期 の 事 象 は 個 人 の 不 断 の 調 整 を 要 求 す る 。 青 年 の 生 活  

 は 、 職 業 に 対 す る 経 歴 を 積 み 、 家 庭 を 形 成 し 、 社 会 に 地 位  

 を 確 立 す る こ と か ら 始 め ら れ る 。 そ の 後 2 5 年 か ら 3 0 年  

 を 経 る と 、 こ れ ら に 対 す る 責 任 の あ る も の は 完 了 さ れ 、 肉  

 体 的 、 精 神 的 に 変 化 が 現 れ て 、 新 し い 一 連 の 人 生 の 事 象 が  

 活 動 し 始 め る 。  

  お の お の の 事 象 は 、 個 人 に 対 し て 機 会 と 問 題 と を 提 起 し 、  

 個 人 個 人 が 在 荷 調 べ を 行 い 、 そ し て 意 識 的 調 整 を 行 う こ と  

 を 要 請 す る 。  

  こ の よ う な 段 階 を 経 て 到 達 す る 結 果 は 、 個 人 が 思 う ま ま  

 に 使 用 し 得 る 時 間 が 大 い に 増 加 す る と い う こ と で あ る 。  
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  こ の 時 間 を い か に 使 用 す る か は 、 彼 の 健 康 、 収 入 、 教 養 、  

 宗 教 、 教 育 お よ び 人 生 に お け る 経 験 に よ つ て 影 響 さ れ る 。  

6 2． 成 人 と し て の 責 任 を 早 く 完 了 す る と そ れ だ け 多 く 自 由 な  

 時 間 が 残 さ れ る 。  

  個 人 が 職 業 経 歴 の 高 原 に 達 し 、 子 供 も 成 長 し 、 遂 に 退 職  

 す る と 、 自 由 時 間 が 急 速 に 増 加 す る 。  

  産 業 以 前 の 社 会 に お い て は 、 多 く の 成 人 は 、 比 較 的 短 か  

 い 彼 等 の 生 命 が 続 く 限 り 生 計 の た め に 従 事 し て 来 た 。 今 日  

 中 高 年 齢 者 は 、 彼 が 仕 事 に 費 し た よ り 以 上 の 自 由 な 時 間 を  

 も つ て い る 。  

  彼 が 後 年 期 に 達 し 、 仕 事 か ら 引 退 す る 6 5 才 に 達 す る 一  

 般 の 人 々 に は 、 自 分 の 自 由 に 使 え る 3 0 , 0 0 0 時 間 の 贈 物  

 を 受 け る 。  

  新 し い 生 活 様 式 を 発 展 さ せ 、 収 入 と 健 康 と 社 会 関 係 の 安  

 定 の た め 組 織 的 に 計 画 を 立 て 、 彼 等 の 目 的 と 決 勝 点 と を 検  

 討 す る 中 高 年 齢 層 の 人 々 の 数 が 漸 次 に 増 加 し て い る 。  

6 3． 老 年 期 は 新 し い 地 平 線 へ の 挑 戦 を 提 供 す る 。  

  中 年 期 は 完 成 期 へ の 転 期 と し て 知 ら れ る よ う に な る 。 多  

 く の 人 々 は 、 自 己 表 現 に お い て ま た 広 は ん な 活 動 分 野 の 一  

 つ も し く は よ り 多 く を 達 成 し た と い う 観 念 に お い て 、 成 長  

 へ の 新 し い 機 会 を 見 出 す 。 他 の 人 々 は 、 け ん 怠 と 無 為 の み  

 を 見 出 し 、 不 快 と 完 成 以 前 の 老 齢 へ の 衰 退 に 身 を 委 ね る 。  

 彼 等 は 仕 事 に か か つ た 時 か ら 調 整 を 行 な わ な か つ た の で あ  

 る 。  
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 完 成 期 へ の 変 移 は 、 引 退 前 の 計 画 と 後 年 期 を 迎 え 方 の 指  

導 と に よ つ て 容 易 な も の に さ れ る 。  

  近 代 社 会 は 、 意 義 あ る 活 動 を 行 い 、 他 人 に 対 し ま た 社 会  

 に 対 し 奉 仕 を す る う え に 、 種 々 の 機 会 を 提 供 し て い る 。 こ  

 れ ら の う ち に 、 独 立 、 威 厳 、 心 身 の 健 在 等 の 維 持 の た め 主  

 要 な 要 素 が 存 す る よ う に 思 わ れ る 。  

6 4． 3 0 0 万 の 老 年 者 が 正 式 の 教 育 計 画 に 登 録 さ れ て い る 。  

  4 5 才 か ら 6 4 才 ま で の 2 0 0 万 を 越 え る 人 々 お よ び 6 5  

 才 以 上 の 1 0 0 万 人 中 の 4 分 の 3 は 、 組 織 的 教 育 計 画 に 登  

 録 さ れ て い る 。  

  最 大 の グ ル ー プ は 、 職 業 技 術 を 練 磨 し 、 あ る い は 新 し い  

 職 業 技 術 を 学 ん で い る 。 そ の 他 の 数 千 の 人 々 は 、 自 由 時 間  

 を 、 隠 れ て い る 好 機 心 の 満 足 、 自 已 表 現 の 新 し い 方 法 の 発  

 展 、 更 に 役 に 立 つ 市 民 と し て の 役 割 を 果 す た め の 準 備 等 に  

 使 用 し て い る 。 他 の 数 千 の 人 々 は 、 教 会 や 、 会 社 、 工 場 、  

 政 府 等 の 人 事 部 、 友 好 機 関 や サ ー ビ ス 機 関 、 ク ラ ブ 又 は 特  

 志 機 関 の 教 育 計 画 を 通 じ て 彼 等 の 視 野 の 拡 大 を 図 つ て い る 。  

  生 涯 を 通 じ て の 教 育 こ そ は 、 満 足 す べ き 円 熟 と 自 己 達 成  

 へ の 鍵 で あ る こ と を 立 証 す る で あ ろ う 。  

6 5． 社 会 へ の 挑 戦 は 意 義 あ る 円 熟 の た め の 機 運 を 醸 成 す る こ  

 と で あ る 。  

  社 会 へ の 挑 戦 は 、（ 老 後 社 会 に 如 何 に 生 き て 行 く か と い  

 う こ と は ） 老 後 の 生 活 に 対 す る 予 想 を 決 定 し 、 長 年 市 民 と  

 し て の 経 験 を 利 用 し 、 彼 等 の 関 心 と 能 力 に 応 じ 認 識 と 機 会  
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 を 用 意 す る こ と で あ る 。  

  老 後 に 好 ま し い 傾 向 を 与 え 、 個 人 の 努 力 を 補 う た め 計 画  

 さ れ た 施 設 や 計 画 や サ ー ビ ス は 、 次 に よ つ て 与 え ら れ て い  

 る 。  

  地 方 の 特 志 市 民 、 宗 教 、 サ ー ビ ス 機 関 、  

  公 共 保 健 、 教 育 、 福 祉 機 関 、  

  5 0 州 の 老 人 に 関 す る 協 議 会 、  

  3 0 0 を 越 え る 国 立 機 関 と 地 方 支 部 、  

  1 0 の 連 邦 機 関  

 ど の 地 域 社 会 も 完 全 な サ ー ビ ス と 施 設 を も つ て い る も の は  

な い 。 今 後 一 そ う の 発 展 と 活 動 の 調 整 と が 要 求 さ れ て い る 。  
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            1 9 6 3 年 1 0 月  

        日  米  知  事  会  議  

「 日 米 教 育 制 度 の 比 較 」 に 対 す る 裏 付 資 料  

  ア メ リ カ の 教 育 ： 歴 史 と 組 織  

歴 史 的 概 要  

      植 民 地 時 代  

 教 育 に 対 す る 権 限 は 、 初 期 の 発 展 に 責 任 を も つ て い  

た 会 社 と 事 業 主 お よ び 、 現 在 の ア メ リ カ の 東 海 岸 に 沿  

う 植 民 地 の 知 事 お よ び 議 会 に 対 し 、 英 国 皇 帝 か ら 委 任  

さ れ て い た 。 そ れ 故 出 発 の 当 初 か ら ア メ リ カ に お け る  

教 育 の 管 理 は 、 形 式 的 に は 公 共 団 体 の 手 に 委 ね ら れ て  

い た 。  

 し か し な が ら 公 務 員 と 宗 教 関 係 者 及 び そ の 生 活 は 、  

全 く 同 一 視 さ れ て い た の で 、 1 7 世 紀 に お け る ア メ リ  

カ の 教 育 の 主 要 な 役 割 を 演 じ た の は 教 会 で あ つ た 、 と  

言 い 得 る の で あ る 。  

 し ば し ば 貧 困 者 の 子 弟 や 孤 児 た ち は 、 若 干 の 基 礎 教  

育 を 慈 善 事 業 と し て 受 け た が 、 少 数 の 子 供 が 月 謝 を 払  

つ て 受 け た 教 育 （ e d u c a t i o n  o n  f e e  b a s i s ） が 、 普 通 の  
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形 式 で あ つ た 。 理 論 と 実 際 に お い て 、 ヨ ー ロ ツ パ の 教  

育 に 比 較 し 得 べ き 二 重 制 度 が 明 ら か に 看 取 さ れ た 。 宗  

教 的 訓 練 と 読 み 書 き 算 数 の 基 礎 を 課 す る 初 等 教 育 が 中  

流 階 級 の 子 弟 に 試 み ら れ た 。 ラ テ ン 語 と 古 典 の 初 歩 を  

教 え る グ ラ マ ・ ス ク ー ル は 、 職 業 的 訓 練 の た め 、 あ る  

い は 指 導 者 の 地 位 を 得 る た め 、 上 流 お よ び そ れ 以 上 の  

成 功 し た 階 層 の 子 弟 の た め 設 け ら れ た 。  

 政 府 の （ 教 育 へ の ） 参 加 は 、 一 般 に 、 学 校 や カ レ ッ  

ジ を 建 設 す る た め の 許 可 を 与 え る こ と と 、 通 常 土 地 と  

い う 形 式 で し ば し ば 補 助 金 を 与 え る こ と に 制 限 さ れ て  

い た 。 当 局 に よ る 監 督 は 、 実 際 に は し ば し ば 行 わ れ ず 、  

効 力 を 発 す る 場 合 は 一 そ う 稀 で あ つ た 。  

 北 部 海 岸 に 沿 う ニ ユ ー イ ン グ ラ ン ド の 植 民 地 は 、 他  

の 地 域 を 率 い て 、 教 育 に 権 力 を 行 使 し た 。 そ れ は そ の 地  

域 の 宗 教 思 想 と 、 そ の 地 域 の 住 民 が 比 較 的 町 の 形 態 を  

な し て 集 中 し て い た た め で あ つ た と 一 般 に 言 わ れ て い  

る 。  

 い ず れ に せ よ わ が 国 公 立 学 校 制 度 の 発 展 は 、 ニ ユ ー  

イ ン グ ラ ン ド に 発 詳 し た の で あ る 。  

 ニ ユ ー イ ン グ ラ ン ド の 町 の う ち に は 、 す で に 1 6 3 0  
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年 代 に 、 自 分 た ち の 権 限 で 学 校 の 創 立 を 認 め た も の も  

あ つ た 。 1 6 4 2 年 に マ サ チ ユ セ ツ ツ に 制 定 さ れ た 法  

律 は 、 子 弟 の 教 育 は 両 親 の 責 任 で あ る と し た 。  

 1 6 4 7 年 に 、 同 じ く マ サ チ ユ セ ツ ツ の 法 律 は 、 特  

に 注 目 に 値 す る 活 動 と し て 次 の こ と を 命 令 し た 。 す な  

わ ち （ 1） 戸 数 5 0 戸 を 有 す る す べ て の 町 は 、 ＝ 町 が 賛 成  

す る な ら ば 公 金 に よ り ＝ 国 語 教 師 1 名 を 雇 う こ と 。（ 2 ）  

戸 数 1 0 0 戸 の 町 は 、 大 学 入 学 準 備 の た め ラ テ ン 語 文  

法 の 教 師 1 名 雇 う こ と 、 と い う の で あ つ た 。 こ の 地 域  

の 他 の 植 民 地 は 、 後 年 1 7 世 紀 以 後 、 近 代 公 立 学  

校 制 度 に つ い て 同 様 の 法 的 根 拠 に 基 づ く 採 択 を 行 つ た 。  

 1 8 世 紀 に は 、 い く つ か の 注 目 に 値 す る 発 展 が も た  

ら さ れ た 。 都 会 の 人 々 が 多 数 中 央 か ら 離 れ た 辺 鄙 な 地  

域 に 移 る に つ れ 、 彼 等 は 、 古 い 都 市 中 心 地 域 の 大 き な  

商 業 的 階 級 的 学 区 か ら 独 立 し て 、 地 方 の 委 員 会 に よ り 、  

小 さ な 村 落 の 学 区 を 設 立 し 、 税 金 に よ り 援 助 を 得 て 、  

こ れ を 管 理 す る 権 利 を 獲 得 し た 。 か く し て 大 衆 が 管 理  

の 責 任 を 負 う 地 方 の 学 区 の 原 形 が 確 立 し た 。  

 ま た 、 急 速 に 発 達 し た 宗 教 上 異 つ た 意 見 を 抱 く 人 々  

（ r e l i g i o u s  d i s s e n t ） は 、 漸 次 、 植 民 地 政 府 を 動 か し  
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て 、 教 会 の グ ル ー プ と 個 人 に 、 自 分 た ち 自 身 の 初 等 、  

中 等 、 高 等 教 育 を 施 す 学 校 を 設 立 し 、 維 持 す る 権 利 を  

委 譲 さ せ る よ う に し た 。 多 く の 委 譲 さ れ た 権 利 は 、 少  

数 者 の 宗 教 上 の 優 先 権 を 充 足 す る こ と に 向 け ら れ た け  

れ ど も 、 小 数 の 新 し い 学 校 は 、 上 流 社 会 の た め の ラ テ  

ン 語 文 法 の 教 育 か ら 、 繁 栄 す る 都 市 の 興 隆 す る 商 人 お  

よ び 沿 海 地 方 の 中 産 階 級 の 利 益 に 、 一 層 適 合 す る 広 範  

囲 に わ た る 学 課 を 教 育 す る 方 向 に 、 中 等 教 育 が 変 り つ  

つ あ る こ と を 示 し た 。  

 か く し て 1 9 世 紀 を 通 じ て 中 等 教 育 を 支 配 し た 私 立  

学 校 が 、 漸 次 多 数 設 立 さ れ 、 時 代 の 教 育 的 要 求 に 応 じ 、  

一 部 古 典 カ リ キ ユ ラ ム に と つ て 代 つ た 。  

 植 民 地 時 代 の 終 り 頃 ま で に 、 英 国 式 に な ら つ て 九 つ  

の 学 位 を 授 与 す る 大 学 が 設 立 さ れ 、 牧 師 に な る た め の  

訓 練 と 、 ギ リ シ ヤ 、 ラ テ ン の 古 典 、 修 辞 学 、 哲 学 、 数  

学 等 の 教 育 が 行 わ れ た 。 多 か れ 少 な か れ 公 の 管 理 を 受  

け た こ れ ら の 私 立 学 校 は 、 わ が 国 近 代 の 大 学 、 特 に 私  

立 大 学 の 原 型 を な す も の で あ つ た 。 一 つ の 例 外 を 残 し  

て 全 部 が 、 宗 教 団 体 に よ り 設 立 さ れ た 。  
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     独 立 か ら 1 8 6 0 年 ま で の 発 展  

 1 7 8 7 年 に 制 定 さ れ た ア メ リ カ の 憲 法 は 、 文 書 に  

明 細 に 記 述 さ れ 、 ま た は 細 則 に 固 有 の 権 力 だ け し か 中  

央 政 府 に 付 与 し な か つ た 。 教 育 問 題 に 触 れ て い な い こ  

と は 、 憲 法 が 教 育 に 関 す る 権 力 を 保 留 し て お い た の で  

あ る 。  

 い か な る 植 民 地 も 、 ま た 、 ど の 州 も 、 長 い 間 授 業 料  

免 除 の 自 由 学 校 の 制 度 （ s y s t e m  o f  f r e e  s c h o o l ） は も  

た な か つ た が 、 初 期 の あ る 州 の 憲 法 や 法 令 は 、 明 ら か  

に こ の よ う な 制 度 の 発 展 を 考 慮 し て い た 。 例 え ぱ イ ン  

デ イ ア ナ 州 が 、 1 8 1 6 年 に 採 択 し た 憲 法 の 関 係 条 項  

に は 、 次 の よ う に 書 か れ て い る 。  

 『 教 育 の 一 般 的 制 度 は 、 町 （ 地 域 ） の 学 校 か ら 、 授  

業 料 無 料 で 、 一 般 の 人 々 に 平 等 に 開 放 さ れ て い る 州 立  

大 学 へ 、 規 則 的 に 遂 次 学 校 を 卒 業 し て （ r e g u l a r  g r a -  

d u t i o n ） 進 学 す る こ と で あ る 。』  

 独 立 後 の 7 5 年 間 は 、 不 断 の 定 住 （ s e t t l e m e n t ） と  

移 民 お よ び 多 く の 経 済 的 、 政 治 的 、 社 会 的 変 化 お よ び  

思 潮 の 交 錯 （ c r o s s  c u r r e n t s ） に よ つ て 特 性 づ け ら れ  
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て い た 。 こ の 時 代 に 被 統 治 者 の 同 意 、 宗 教 的 自 由 、 共  

通 の 価 値 と 市 民 権 、 能 力 に 基 づ く 報 酬 と い う 原 則 に 基  

礎 を 置 く 国 に 適 合 す る 教 育 政 策 が つ く ら れ 、 財 源 と 変  

動 す る 意 見 の 許 す 範 囲 内 で 適 用 さ れ た 。  

 1 8 6 0 年 ま で に 、 貧 困 者 に の み 適 当 な 施 設 と し て  

の フ リ ー ・ ス ク ー ル （ 授 業 料 免 除 で 、 誰 で も 入 学 出 来  

る 自 由 学 校 ） に 対 す る 貧 者 と 富 者 共 通 の 嫌 悪 は 、 大 方  

と り 除 か れ た 。 同 様 に 、 学 校 の た め に 全 地 域 社 会 の 一  

般 的 課 税 の 必 要 ＝ 個 人 の 贈 り 物 （ g i f t s ）、 補 助 金 、  

授 業 料 支 払 い 、 そ し て 時 に は 税 金 に よ る 補 助 と い う 従  

来 の 混 合 し た 方 法 に 代 り ＝ が 、 一 般 に 認 め ら れ た 。 も  

つ と も 教 育 へ の 広 範 囲 の 接 近 は 、 今 後 の 問 題 で あ つ た  

か 。  

 代 表 的 な 州 に お け る 発 展 の 過 程 は 、 次 の 如 き も の で  

あ つ た 。 議 会 は 、 学 校 の た め 地 方 税 徴 集 の 権 能 を 地 方  

に 与 え る 。 そ の 後 州 の 援 助 は 、 実 際 彼 等 に 課 税 し た 地  

域 の た め 投 票 で 決 定 さ れ た 。 そ し て 最 終 的 に は 学 校 の  

た め の 地 方 課 税 は 、 州 法 律 の も と に 強 制 的 の も の に な  

つ た 。  

 地 方 学 区 が 事 実 上 独 立 し て い る こ と か ら 生 ず る 公 立  
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学 校 間 の 大 き な 差 異 を 減 少 し 、 必 要 最 少 限 の 標 準 を 維  

持 す る た め 、 有 効 的 な 一 般 的 教 育 制 度 を 確 立 し て 、 州  

が よ り 大 き な 権 力 と 統 制 力 を 持 つ こ と が 一 般 に 要 請 さ  

れ た 。 地 方 の 地 区 独 立 と い う 上 げ 潮 は 、 1 8 2 0 年 代  

に は 退 潮 し は じ め 、 州 の 活 動 は 除 々 に 勢 を 増 し た 。  

1 8 6 0 年 ま で に 、 ＝ こ の 年 は 授 業 料 免 除 の 公 立 小 学  

校 （ f r e e  p u b l i c  e l e m e n t a r y  s c h o o l） が 確 実 に 受 諾 さ れ  

た 年 と し て マ ー ク す る の に し ぱ し ぱ 用 い ら れ る 年 で あ  

る が 、 ＝ 各 州 は 、 学 校 長 を も ち 、 小 数 の 州 は 、 教 育 を 推  

進 し 、 最 少 限 度 の 標 準 を 高 め る た め に 、 州 教 育 委 員 会  

を も つ た 。 地 方 的 基 準 で 市 民 の 小 委 員 会 は 、 今 日 行 わ  

れ て い る よ う に 、 税 金 を 調 達 し 、 校 舎 を 補 充 し 、 教 員  

を 雇 入 れ 、 彼 等 の 学 校 の 運 営 を 監 督 し た 。  

 州 が 教 育 上 の 権 力 を 大 き く 行 使 し よ う と す る こ の 傾  

向 は 、 授 業 料 免 除 の 公 立 学 校 の 承 認 の 方 向 へ 反 映 し 貢  

献 し た 。 同 時 に こ の こ と は 、 共 通 の 態 度 、 共 通 の 価 値  

お よ び 共 通 の 国 語 の 発 展 を も 助 長 し た 。 移 住 者 及 び そ  

の 他 土 着 住 民 の 母 国 語 を 愛 好 す る こ と 、 移 往 者 と 土 着  

住 民 の 宗 教 上 の 好 み の 相 違 と は 、 1 8 5 0 年 に 至 る ま  

で 、 授 業 料 免 除 の 公 立 学 校 の 発 展 の た め 重 大 な 障 害 で  
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あ つ た 。  

 公 立 学 校 か ら 宗 派 的 教 育 の 除 去 お よ び 、 宗 派 の 支 配  

下 に あ る 私 立 学 校 に 対 す る 公 共 資 金 の 拒 絶 と は 、 次 第  

に 上 記 の 障 害 を 克 服 す る う え に 大 き な 助 け と な つ た 。  

 一 方 、 読 み 書 き 、 訓 育 （ d i s c i p l i n e ） 道 徳 的 価 値  

（ m o r a l  v a l u e s ） と い う よ う な 伝 統 的 、 初 歩 的 基 礎 教  

育 の 古 い 標 準 学 課 （ o l d  s t a n d a r d  o b j e c t s ） は 、 国 語 、  

習 字 、 数 学 、 地 理 、 文 法 、 歴 史 ま た 時 に は 簿 記 そ の 他  

の 学 課 す ら 加 え て 一 層 広 範 囲 の 指 導 に 拡 大 さ れ た 。 市  

民 と な る た め の 準 備 、 職 業 お よ び 進 歩 の た め の 教 育 は 、  

一 そ う 意 識 的 に 追 及 さ れ た 。  

 初 等 学 校 の 発 展 と よ り 広 範 囲 の 課 程 へ の 発 展 に 伴 い 、  

初 等 教 育 程 度 の 教 師 を 訓 練 す る た め の 師 範 学 校 の 発 展  

が う な が さ れ た 。 こ の 目 的 の た め の 最 初 の 私 立 学 校 は 、  

1 8 3 9 年 に マ サ チ ユ セ ツ ツ 州 に 建 設 さ れ た 。 1 8 6 0  

年 ま で に 8 つ の 州 に 1 2 の こ の 種 学 校 が 設 立 さ れ 、 こ  

れ ら の 学 校 の 州 政 府 教 育 局 （ s t a t e  e d u c a t i o n  a g e n c y ）  

に よ る 管 理 と 運 営 が 、 原 則 と し て 確 立 さ れ た 。 初 等 教  

育 の た め の 教 育 は 、 初 等 教 育 を 終 つ た 者 が 受 け る こ と  

が 出 来 、 教 育 期 間 は 、 1 年 も し く は 2 年 で あ つ た 。  
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 中 等 教 育 は 、 1 8 世 紀 の 終 り ま で に 、 さ き に 記 述 し  

た よ う に 全 く 私 立 学 校 の 手 中 に あ つ た 。 主 と し て こ れ  

ら の 学 校 は 、 一 つ も し く は そ の 他 の 宗 派 に 与 え ら れ た  

州 憲 章 に よ つ て 設 立 さ れ 、 そ の 学 校 の 委 員 会 に よ り 経  

営 さ れ 、 教 会 、 贈 り 物 （ g i f t s ）、 補 助 金 、 授 業 料 等  

に よ り 支 持 さ れ た 。 時 に は 州 や そ の 他 の 公 共 団 体 は 、  

補 助 金 を 与 え て こ れ ら の 私 立 学 校 へ の 入 学 者 の 拡 大 を  

図 つ た 。 さ ら に し ぱ し ぱ 『 高 等 』 学 校 は 、 地 方 学 区 に  

よ つ て 設 立 さ れ 、 公 立 小 学 校 の 延 長 と し て 自 由 な 公 共  

的 基 盤 （ f r e e  p u b l i e  b a s i s ） に 従 い 運 営 さ れ た 。 こ の  

よ う な 最 初 の 高 等 学 校 は 、 1 8 2 1 年 に ボ ス ト ン に 設  

立 さ れ た 。 そ の 後 緩 や か な 発 展 を 遂 げ 、 1 8 6 0 年 ま  

で に は 数 百 の こ の よ う な 高 等 学 校 が 設 立 さ れ 、 一 般 に  

1 2 年 制 に な つ て い た 。  

 極 く 初 期 の 公 立 高 等 学 校 は 、 主 と し て カ レ ツ ジ に 進  

ま な い 者 の た め 計 画 さ れ た 。 時 に は 私 立 中 等 学 校  

（ a c a d e m y） の よ う に 、 大 学 準 備 に 力 を 入 れ る こ と が 高  

等 学 校 で 流 行 し た こ と も あ つ た 。 知 識 の 発 達 と 実 用 的  

教 育 に 対 す る 一 般 の 要 求 と と も に 、 特 に 1 8 6 0 年 以  

後 、 高 等 学 校 の 教 科 課 程 を 、 近 代 外 国 語 、 理 科 、 技 術 、  
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商 業 の 各 課 目 に 変 え る こ と が ー そ う 唱 道 さ れ た 。  

 私 立 大 学 を 州 の 目 的 に 叶 う よ う に 変 え よ う と す る 努  

力 は 、 ダ ー ト マ ス 事 件 （ D a r t m o u t h  c a s e ） に お け る  

1 8 1 9 年 の 連 邦 最 高 裁 判 所 の 判 決 に よ り 中 止 さ れ た 。  

（ 注 ）「 1 8 1 6 年 ニ ユ ー ハ ン プ シ ア 州 議 会 が 、 私 立 ダ  

ー ト マ ス ・ カ レ ツ ジ を 改 組 し て 州 立 大 学 に す る た め の  

法 律 を 制 定 し た が 、 ダ ー ト マ ス ・ カ レ ツ ジ 理 事 会 は こ  

れ に 対 し 提 訴 し 、 合 衆 国 裁 判 所 は 、 州 議 会 の 議 決 を 憲  

法 違 反 で あ る と 判 決 し た 。 要 す る に 私 立 大 学 は 、 彼 等  

の 同 意 な し に は 州 立 に 変 え 得 な か つ た の で あ る 。」 そ の  

後 大 学 （ c o l l e g e ） の 数 は 、 1 8 6 0 年 ま で に 急 速 に  

2 0 0 に ま で 増 加 し 、 主 に 民 間 の 宗 派 の 管 理 下 に あ つ  

た 。 し か し な が ら そ の 年 、 古 い 6 州 と 新 し い 1 4 州 と  

か 、 相 当 の 反 対 を 受 け た の ち 、 州 立 カ レ ッ ジ と ユ ニ バ  

ー シ テ ィ を 設 立 し た 。  

       1 8 6 0 年 か ら 現 代 ま で  

 南 北 戦 争 後 、 初 等 学 校 の 数 に お い て 、 年 間 授 業 回 数  

に お い て 、 一 般 の 学 童 が 在 学 す る 学 年 数 に お い て 、 ま  

こ と に 急 速 な 伸 張 を み た 。 1 9 1 4 年 ま で に 大 多 数 の  
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児 童 は 、 第 8 学 年 を 終 了 し た 。 最 初 の 義 務 教 育 法 は 、  

1 8 5 2 年 に マ サ チ ユ セ ツ ツ 州 に 制 定 さ れ た 。 1 9 1 8  

年 ま で に は 、 す べ て の 州 が 何 ら か の 義 務 教 育 法 を も つ  

て い た 。  

 師 範 学 校 に も 同 様 な 成 長 を も た ら し 、 2 年 制 か 一 般  

の 制 度 と な つ た 。 次 第 に 入 学 基 準 も 高 め ら れ 、 遂 に 高  

等 学 校 教 育 が 要 求 さ れ る に 至 つ た 。 今 世 紀 の 初 期 に 公  

立 師 範 学 校 は 、 漸 次 、 初 等 、 中 等 両 者 の 教 育 の た め 、  

4 年 制 教 育 大 学 に 変 え ら れ た 。  

 1 8 6 0 年 と 1 8 8 0 年 の 間 に 、 公 立 高 等 学 校 は 約  

5 0 0 校 が 設 立 さ れ 、 2 倍 以 上 に な つ た 。 1 8 9 0 年  

ま で に 1 4 才 か ら 1 7 才 ま で の ア メ リ カ の 少 年 少 女 の  

1 0 パ ー セ ン ト は 、 公 立 又 は 私 立 の 中 等 学 校 （ S e c o n -  

d a r y  s c h o o l ） に 入 学 し た 。 1 9 3 0 年 ま で に 児 童 の 半  

数 は 高 等 学 校 に 入 学 す る よ う に な り 、 現 在 こ の 年 令 の  

1 0 人 中 9 人 は 、 公 立 ま た は 私 立 め 中 等 学 校 に 在 学 し  

て い る 。 そ し て 約 そ の 3 分 の 2 は 、 1 2 年 制 の 学 校 を  

卒 業 し て い る 。 5 0 年 前 の グ ラ マ ・ ス ク ー ル （ G r a m -  

m a r  s c h o o l ） を 卒 業 し た と ほ ぼ 同 数 の 生 徒 が 高 等 学 校  

を 卒 業 し て い る 。  
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 1 9 世 紀 中 葉 の 高 等 教 育 は 、 公 立 、 私 立 を 問 わ ず 、  

ヨ ー ロ ツ パ の 高 等 教 育 の 影 響 を 反 映 し て い た 。 暇 が あ  

り 、 ま た 、 政 府 の 指 導 者 と な ろ う と す る 者 又 は 知 的 職  

業 （ p r o f e s s i o n ） に 就 こ う と す る 者 に は 、 古 典 や 職 業  

訓 練 が 授 け ら れ た 。 そ の 他 上 記 以 下 の 専 門 的 職 業 の た  

め の 高 等 教 育 の 要 請 に は 、 大 体 に お い て 応 じ ら れ な か  

つ た 。  

 学 課 が 殆 ん ど 絶 対 的 に 古 典 学 課 に 限 ら れ て い た こ と  

に 、 漸 次 高 ま つ て き た 抗 議 と 、 農 業 、 工 業 、 商 業 に 従  

事 す る 者 の た め 大 学 程 度 の 学 校 設 立 に 対 す る 要 求 と は 、  

1 8 6 2 年 に 議 会 を 通 過 し た モ リ ル 法 に お い て 頂 点 に  

達 し た 。 こ の 法 律 は 、 各 州 に 少 く も 一 個 の 公 立 大 学 を  

建 設 し 、 こ こ で 農 業 お よ び 機 械 に 関 す る 技 術 の 教 育 を  

受 け る こ と が 出 米 、 同 時 に 従 来 か ら あ る 学 課 の 教 育 も  

受 け 得 る こ と を 意 図 し た も の で あ つ た 。  

 こ の 法 律 は 、 公 共 用 地 3 0 , 0 0 0 エ ー カ ー か ら の 収  

入 又 は 同 額 の 金 を 大 学 の た め 各 州 に 提 供 し た 。 こ れ に  

対 し 各 州 は 、 校 舎 を 建 築 し 、 維 持 費 を 拠 出 す る こ と を  

要 請 さ れ た 。 議 会 は 、 こ の 最 初 の 控 え 目 な 努 力 に 対 し 、  

1 8 8 7 年 に 土 地 無 償 払 下 げ の 大 学 （ l a n d  g r a n t  
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c o l l e g e ） の 農 業 試 験 場 に 補 助 金 を 与 え 、 1 8 9 0 年  

に 教 育 （ i n s t r u c t i o n ） の た め の 援 助 を 与 え て 補 足 し た 。  

さ ら に 当 時 の 発 展 し た 農 業 技 術 を 成 人 も 身 に つ け る こ  

と が 出 来 る よ う に 、 土 地 交 付 の 学 校 と 協 力 し て 、 大 学  

の 付 属 施 設 に 対 し 補 助 金 を 与 え た 。  

 モ リ ル 法 は 各 議 会 に 、 既 設 の 学 校 を 指 定 し 、 あ る い  

は 土 地 交 付 大 学 と し て 新 規 の 学 校 を 建 設 す る 権 限 と を  

与 え た 。 そ の 後 6 9 年 以 上 こ の 指 定 は 守 ら れ て き た 。  

こ の 指 定 が 為 さ れ た 際 、 1 3 の 学 校 は 既 存 の 公 立 学 校  

で 、 そ れ に 加 え ら れ た 2 9 校 は 、 以 前 か ら あ つ た 私 立  

大 学 又 は カ レ ツ ジ で 、 そ の 他 の も の は こ の 法 律 に よ つ  

て 建 設 さ れ た 新 し い 州 立 大 学 で あ つ た 。  

 現 在 6 8 の 土 地 交 付 大 学 が あ り 、 こ れ は ア メ リ カ の  

高 等 教 育 施 設 の 3 . 5 パ ー セ ン ト 弱 に あ た り 、 中 等 教 育  

終 了 後 4 年 も し く は そ れ 以 上 の 教 育 を 与 え て い る 。 し  

か し な が ら こ れ ら は 全 体 の 大 学 の 約 5 分 の 1 の 学 生 を  

収 容 し 、 全 米 の 4 年 制 大 学 卒 業 生 の 約 5 分 の 1 の 卒 業  

生 を も ち 、 修 士 の 称 号 を 与 え ら れ た 者 は 全 体 の 約 4 分  

の 1 、 博 士 の 称 号 を 与 え ら れ た 者 は 約 4 0 パ ー セ ン ト  

に 及 ん で い る 。  
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 お わ か り の こ と と 思 う が 、 高 等 教 育 の 真 に 劇 的 な 発  

展 が 現 在 の 状 況 で あ る 。 1 9 0 0 に は 、 当 時 わ が 国 児  

童 の 約 1 0 パ ー セ ン ト が 中 等 教 育 終 了 者 で 、 そ の う ち  

の 4 分 の 3 が 大 学 に 進 学 し た 。（ 後 に 示 す よ う に ） そ  

の 後 の 中 等 教 育 の 急 速 な 発 展 は 、 漸 次 増 大 す る 高 等 学  

校 生 徒 に 最 終 教 育 を 施 す 各 種 の 学 課 に 力 を 入 れ る こ と  

を 強 調 し た 。  

 大 学 生 は 、 従 来 毎 年 増 加 し て い た が 、 1 9 3 9 年 に  

は 、 高 等 学 校 卒 業 者 で 大 学 に 進 む 者 の 比 率 は 約 1 5 パ  

ー セ ン ト に 減 少 し た 。 1 9 5 0 年 代 の 始 め に は 、 こ の  

比 率 は 2 5 パ ー セ ン ト に 上 昇 し 、 1 9 5 0 年 代 の 終 り  

に は 、 3 5 パ ー セ ン ト に 上 つ た 。 別 の 言 い 方 を す れ ぱ 、  

大 学 学 令 期 の 青 年 の 数 は 1 9 3 9 年 － 1 9 6 0 年 間 に  

1 0 パ ー セ ン ト 弱 の 増 加 し か し な か つ た が 、 学 士 号 を  

授 与 す る 学 校 の 在 学 者 数 は 約 3 倍 に 増 加 し た の で あ る 。  

 公 立 私 立 を 問 わ ず 学 士 号 を 授 与 す る 学 校 の 在 学 生 数  

は 、 1 9 5 9 年 に 3 5 0 万 を 数 え 、 1 9 6 1 年 に は  

3 9 0 万 に 増 加 し 、 爾 後 増 加 を 続 け て い る 。 1 9 5 9  

年 の 総 数 の う ち 、 約 1 5 0 万 は 大 学 に 在 学 し 、 約 1 0 0  

万 は リ ベ ラ ル ・ ア ー ツ 大 学 に 、 約 3 5 万 は 教 育 大 学 に 、  
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1 0 万 以 上 は 学 士 号 を 授 与 す る 工 芸 大 学 に 、 4 0 万 以  

上 は 短 期 大 学 （ j u n i o r  c o l l e g e ） に 、 残 余 の 1 0 万 は 、  

技 能 、 神 学 、 芸 術 そ の 他 の 大 学 に 在 学 し て い る 。  

 わ が 国 の 大 学 学 令 人 口 の 急 激 な 増 加 と 、 高 等 教 育 を  

希 望 す る 高 等 学 校 卒 業 生 の 着 実 な 、 し か し 緩 慢 な 増 加  

と は 、 1 9 7 0 年 に は 大 学 在 学 生 を 1 9 5 7 年 の 2 倍  

に す る と 期 待 さ れ て い る 。 こ の 増 加 の 多 く は 、 急 速 に  

発 展 し つ つ あ る 公 立 短 期 大 学 お よ び 公 立 か レ ツ ジ お よ  

び 大 学 に 入 学 す る と 期 待 さ れ る 。  

 現 在 学 士 号 授 与 大 学 の 在 学 生 の 4 0 パ ー セ ン ト は 、  

私 立 大 学 に 在 学 し て い る 。 し か し こ の 比 率 は 減 少 す る  

と 期 待 さ れ て い る 。 事 実 上 私 立 大 学 在 学 生 の す べ て は 、  

大 学 の 重 要 な 部 分 を 占 め て い る リ ベ ラ ル ・ ア ー ツ ・ カ  

レ ツ ジ に 占 め ら れ て お り 、 そ の 他 各 種 の 大 学 に 分 れ て  

い る 。  

  ア メ リ カ の 教 育    内 容 と 組 織  

       ア メ リ カ 学 校 教 育 の 諸 要 素  

 伝 統 的 ひ な 型 は 6 才 （ 少 数 の 者 は 、 3 才 か ら 5 才 の  

年 令 の 間 若 干 の 保 育 又 は 幼 稚 園 教 育 を 受 け て い る か ）  
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で 始 ま り 、 8 年 間 の 初 等 教 育 の の ち 、 4 年 間 の 高 等 学  

校 が 続 く 。 以 上 の 外 6 年 間 の 初 等 学 校 の ほ か に 、 中 等  

高 等 が 一 つ に な つ た 6 年 制 高 等 学 校 か 、 そ れ ぞ れ 中 等  

3 年 高 等 3 年 に 分 れ た 学 校 も あ る 。 す べ て の 学 校 は  

1 2 年 で 教 育 を 終 了 す る 。  

 卒 業 生 は 、 2 年 制 大 学 （ j u n i o r  c o l l e g e ） か 、 工 業  

大 学 又 は 4 年 制 カ レ ツ ジ に 入 学 す る こ と が 出 来 る 。 2  

年 制 大 学 は 、 4 年 制 大 学 又 は 職 業 大 学 （ p r o f e s s i e n a l  

i n s t i t u t i o n ） で 完 了 す る 正 規 課 程 の 最 初 の 2 年 の 課 程  

の 教 育 を 行 う 。 工 業 大 学 は 主 に 私 立 で 専 門 的 学 士 号  

（ p r o f e s s i e n a l  d e g r e e ） に 達 し な い 技 術 教 育 を 施 す 。  

あ る 種 の 職 業 学 校 は 、 4 年 間 の 大 学 教 育 を 終 了 し な い  

者 に も 入 学 を 許 可 す る が 、 高 等 か つ 専 門 程 度 の 正 規 専  

門 職 の た め に は 、 4 年 間 の カ レ ツ ジ の 教 養 学 部 又 は 、  

大 学 の 学 部 （ u n d e r g r a d u a t e  s c h o o l ） を 終 了 し な け れ ば  

な ら な い 。  

        初  等  教   育  

 初 等 教 育 の 一 般 的 目 的 は 、 児 童 の 全 面 的 発 展 で あ り 、  

そ の 終 着 点 は 個 人 的 社 会 的 性 格 の も の で あ る 。 課 程 の  
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有 効 性 は 、 生 徒 の 知 識 、 技 能 の み な ら ず 健 康 、 幸 福 、  

お よ び 人 間 は 社 会 的 生 き 物 な る が 故 に 、 他 と の 相 互 作  

用 に よ り 判 断 さ れ る 。  

 そ れ ぞ れ の 州 政 府 は 、 地 方 区 に 対 し 、 広 範 囲 の カ リ  

キ ユ ラ ム を 指 示 し て い る が 、 特 殊 な 事 柄 は 、 教 師 、 監  

督 者 、 指 導 主 事 、 校 長 、 父 兄 そ の 他 に よ り 、 相 互 の 着  

実 な 定 期 の 通 信 連 絡 を 行 う こ と に よ り 進 め ら れ て い る 。  

そ れ に も 拘 ら ず 初 等 学 校 の カ リ キ ユ ラ ム は 、 か な り の  

近 似 性 を も つ て い る 。  

 大 部 分 の 課 程 は 、 読 み 方 、 書 き 方 、 算 術 、 社 会 、 理  

科 、 保 健 、 音 楽 、 芸 術 及 び 体 育 を 規 定 し て い る 。 こ れ  

ら の 課 程 は 、 学 科 の 相 互 関 連 性 を 強 調 し て 大 き な グ ル  

ー プ に 編 成 し て 教 育 す る こ と が 出 来 る 。 あ る い は 、 他  

の 学 科 と は 無 関 係 に 、 組 織 的 な や り 方 で 個 々 に 教 え る  

こ と も 出 来 る 。  

 学 年 基 準 に よ つ て 進 級 さ せ る こ と は 晋 通 の 形 式 で あ  

る が 、 こ の よ う な 政 策 は 、 子 供 た ち を 年 令 別 グ ル ー プ  

に つ な ぎ と め て お く 傾 向 が あ る 。 個 人 個 人 の 変 化 に 応  

じ て 組 を 編 成 す る 試 み は 、 か な り 一 般 的 で あ り 、 そ れ  

故 ど の 学 年 で も 生 徒 の 学 力 の レ ベ ル に は 、 相 当 の 差 異  
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が あ る 。 補 助 的 課 程 お よ び 各 種 の サ ー ビ ス と し て は 、  

主 と し て 学 校 保 健 活 動 ― ― 主 と し て 予 防 的 性 質 の も の  

― ― 連 邦 政 府 の 援 助 の 学 校 給 食 、 特 別 な 問 題 の た め の  

教 師 の 訪 問 計 画 、 P T A 活 動 、 放 課 後 又 は 夏 期 休 暇 の  

た め 教 育 と レ ク リ エ ー シ ヨ ン 両 者 の 学 校 課 外 活 動 等 で  

あ る 。  

 新 し い 分 野 に お け る 開 発 に は 、 教 育 技 術 と し て テ レ  

ビ ジ ヨ ン の 実 験 的 使 用 、 近 代 外 国 語 の 教 育 、 生 徒 を 収  

容 す る た め 個 々 の 生 徒 の 必 要 と 問 題 と 手 段 を 見 分 け る  

こ と の 改 善 、 お よ び 創 造 的 才 能 の 発 達 に 都 合 の よ い よ  

う に 課 程 を 作 る 努 力 等 が あ る 。  

      中 等 教 育 と 職 業 教 育  

 中 等 教 育 の 目 的 は 、 全 国 民 の 必 要 と 欲 求 お よ び 漸 次  

複 雑 さ を 増 す 社 会 の 性 格 と を 反 映 し て い る 。 現 今 大 多  

数 の 州 は 、 1 6 才 ま で 、 そ し て 僅 か の 州 は 1 8 才 ま で 、  

学 校 出 席 を 義 務 と し て い る 。 両 親 た ち は 一 般 に 、 教 育  

が な け れ ぱ 、 成 功 の 機 会 は 次 第 に 制 限 さ れ て い る こ と  

を 知 つ て い る 。 そ し て 民 主 的 伝 統 は す べ て の 人 々 は 能  

力 に 応 じ て 教 育 の 機 会 を 持 つ べ き で あ る と の 考 え を 鼓  
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舞 し て い る 。 従 つ て 、 今 世 紀 の 始 め の 頃 の 学 校 と 異 り 、  

多 く の 地 方 の 代 表 的 な 高 等 学 校 は 、 家 庭 の 状 況 、 経 済  

の 水 準 、 資 格 を 希 望 す る か 否 か 等 に か か わ り な く 、 地  

域 社 会 の 子 供 ら 全 体 の た め に 、 大 学 へ の 準 備 、 職 業 教  

育 、 事 業 教 育 等 を 最 も 普 通 の 課 程 と し て 、 各 種 の 課 程  

を 授 け て い る 。 あ る 学 校 の 課 程 範 囲 の 広 は ん さ の 度 合  

は 、 そ の 学 校 の 大 き さ と 関 係 し て い る の で 、 大 部 分 の  

学 生 は 今 日 3 0 0 名 以 上 の 生 徒 を も つ 学 校 に 通 学 し て  

い る 。 1 9 6 0 年 ま で は 、 高 等 学 校 は 2 0 0 名 以 下 の  

生 徒 し か 有 し て い な か つ た 。  

 典 型 的 に 高 等 学 校 は 、 英 語 、 社 会 、 数 学 、 理 科 、 保  

健 、 体 育 の 勉 強 を 要 求 す る 。 英 語 は 普 通 生 徒 の 学 課 の  

4 分 の 1 を 占 め 、 社 会 （ 社 会 問 題 、 政 治 、 ア メ リ カ 及  

び 世 界 の 歴 史 を 包 含 す る ） は 、 次 に 大 き な 学 課 の 構 成  

要 素 で あ る 。 ま た 、 初 歩 の 理 科 と 数 学 は 、 第 1 学 年 又  

は 第 2 学 年 の 必 修 課 目 で あ る 。  

 生 徒 は 、 大 学 準 備 に 応 じ て 数 学 、 理 科 、 外 国 語 の う  

ち に 科 外 コ ー ス を 選 ぶ こ と が 出 来 る け れ ど も 、 カ リ キ  

ユ ラ ム は 、 産 業 、 職 業 、 事 業 等 の コ ー ス 、 家 庭 科 、 音  

楽 、 芸 術 、 そ の 他 の う ち か ら 広 範 囲 の 選 択 を 許 し て い  
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る 。 ま た 選 択 に よ る 、 各 種 の 特 別 カ リ キ ユ ラ ム 活 動 ＝  

＝ 競 技 、 特 別 興 味 を 抱 く ク ラ ブ 活 動 、 出 版 、 美 術 等 ＝  

＝ は 、 高 等 学 校 課 程 の 重 要 部 分 と 考 え ら れ て い る 。  

 州 の 法 律 は 、 生 徒 が 履 修 す る コ ー ス を 規 定 す る こ と  

が 出 来 る 。 一 般 に は カ リ キ ユ ラ ム の 設 定 に 相 当 の 自 由  

が 地 方 区 に 許 さ れ て い る 。 実 際 に は 、 州 管 理 の 度 合 に  

関 係 な く 、 一 州 内 あ る い は い く つ か の 州 間 の 高 等 学 校  

の カ リ キ ユ ラ ム は 、 似 通 つ て い る 。 教 師 の 専 問 的 協 会 、  

地 域 の 認 定 さ れ た 協 会 、 大 学 入 学 必 須 条 件 、 お よ び 地  

方 の 選 択 等 は 、 高 等 学 校 の 課 程 に 関 係 を も つ て い る 。  

 ア メ リ カ の 中 等 教 育 と 他 の 国 々 の 中 等 教 育 と の 差 異  

の う ち に 、 科 目 内 容 と 教 育 法 を 発 展 さ せ る こ と に ア メ  

リ カ の 教 員 の 自 由 の 度 合 と い う こ と が あ る 。 多 く の 州  

教 育 庁 は 、 詳 細 な 学 習 コ ー ス を 示 す の で は な く 、 指 導  

案 内 だ け を 用 意 し 、 利 用 し 得 る 材 料 、 必 要 、 興 味 、 生  

徒 の 背 景 等 に 応 じ 、 何 を 如 何 に 教 え る か は 教 師 の 選 択  

に 委 ね ら れ て い る 。  

 個 々 の 生 徒 の 差 異 に 適 応 さ せ る た め 、 あ る 高 等 学 校  

の 管 理 者 は 能 力 に 応 じ て 生 徒 を グ ル ー プ 別 に し た 。 す  

な わ ち ア チ ー ブ メ ン ト ・ レ コ ー ド に 応 じ て 一 定 の コ ー  
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ス に 生 徒 を 同 一 ク ラ ス に 指 定 し た 。 そ の 他 大 組 織 の 学  

校 で は 、「 多 様 進 路 」 方 式 を 採 用 し た 。（ m u l t i p l e  

t r a c k  s y s t e m ） す な わ ち 優 等 生 、 大 学 準 備 、 一 般 1 2  

年 終 了 者 、 啓 発 ＝ 補 習 （ d e v e l o p m e n t a l - r e m e d i a l  

p r o g r a m ） 等 の 各 グ ル ー プ 別 に す る こ と で あ る 。  

あ る 学 校 は 、 個 別 教 育 に 対 す る 責 任 は 教 師 に 委 せ て 、  

能 力 に 応 じ て 生 徒 を 分 け な い こ と を む し ろ 好 ん で い る 。  

漸 次 才 能 の あ る 生 徒 は 、 注 目 の 的 と な つ て き て い る 。  

 中 等 教 育 の 傾 向 と し て は 、 外 国 語 、 数 字 、 理 科 に 一  

そ う 力 を 入 れ る こ と 、 他 国 民 お よ び 文 化 を 一 そ う よ く  

理 解 す る こ と 、 各 学 年 で 学 ん だ 学 課 の 内 容 を 整 然 と 整  

理 す る こ と 、 基 礎 的 技 能 の 欠 陥 矯 正 に 一 そ う 努 力 す る  

こ と 等 に 大 い に 力 を 注 ぐ こ と で あ る 。 生 徒 の 必 要 と 学  

力 の 確 認 を 改 善 す る た め の カ イ ダ ン ス と カ ウ ン セ リ ン  

グ と 考 査 ＝ 特 に 才 能 の あ る 者 と 劣 等 者 の ＝ お よ び 一 そ  

う 効 果 的 か つ 経 済 的 教 育 法 の 探 求 と 適 用 と は 明 白 な 傾  

向 で あ る 。  

 職 業 教 育 は 、 全 日 制 高 等 学 校 生 徒 に 対 す る も の 、 又  

は 夜 間 就 職 し て い る 者 又 は 失 業 者 を 問 わ ず 、 校 外 の 青  

年 又 は 成 人 に 対 す る も の の い ず れ も 、 主 と し て 地 方 の  
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学 務 委 員 会 主 催 に よ り 行 な わ れ て い る 。  

 活 動 に 原 動 力 を 与 え る 国 会 は 、 州 へ の 職 業 教 育 補 助  

金 と し て 、 1 9 1 7 年 に 始 め ら れ た 各 種 の 法 令 に 基 づ  

く 資 金 を 充 当 し て い る 。 こ の よ う な 資 金 は 、 主 と し て  

職 業 指 導 教 師 、 教 師 指 導 者 、 管 理 者 、 校 長 、 理 事 者 等  

の 俸 給 や 旅 費 に 使 用 さ れ て き た 。 法 律 は 、 職 業 教 育 の  

目 的 の た め に 費 さ れ た 連 邦 政 府 の 1 ド ル に 対 し 、 同 一  

目 的 の た め 州 と 地 方 の 資 金 か ら 少 く も 1 ド ル を 支 出 さ  

れ ね ば な ら な い こ と を 要 求 し て い る 。 実 際 上 、 職 業 教  

育 の 目 的 の た め 、 州 と 地 方 が 支 出 す る 金 額 は 、 こ の 最  

低 基 準 を 遥 か に 上 廻 つ て い る 。  

 連 邦 政 府 の 補 助 金 は 、 職 業 教 育 計 画 の 推 進 、 発 展 、  

監 督 に 責 任 を も つ て い る 州 委 員 会 に 交 付 さ れ る 。 ほ と  

ん ど 4 0 0 万 人 が こ の よ う な コ ー ス に 在 学 し て い る が 、  

そ の 約 半 数 は 、 正 規 の 中 等 学 校 生 徒 で 、 残 余 の 大 多 数  

は 、 パ ー ト ・ タ イ ム 夜 間 授 業 に 出 席 す る 校 外 の 青 年 お  

よ び 成 人 で あ る 。 恐 ら く 正 規 中 等 学 校 生 徒 の 5 人 に 1  

人 は 、 何 ら か の 職 業 訓 練 を 受 け て い る 。  

約 1 0 , 0 0 0 の 高 等 学 校 は 、 農 業 コ ー ス を 設 け て い  

る 。 わ が 国 高 等 学 校 の 9 0 パ ー セ ン ト は 、 家 庭 科 ＝ 家  
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庭 お よ び 家 族 生 活 に 備 え ＝ を 設 け て い る 。 分 配 （ d i s -  

t r i b u t i v e ） と 販 売 （ m a r k e t i n g） の 教 育 は 、 商 店 に お け  

る 実 習 と 共 に 、 第 1 1 、 第 1 2 学 年 に 包 含 さ れ て い る 。  

上 級 課 程 ＝ 一 般 に 技 術 学 校 の 第 1 3 、 1 4 学 年 級 お よ  

び 2 年 制 カ レ ツ ジ ＝ は 、 ま た 、 商 店 で の 実 習 を 含 め て  

い る 。  

 商 工 業 教 育 に は 、 準 備 課 程 と 延 長 課 程 と が あ り 、 前  

者 は 直 ち に 就 職 す る た め の も の で あ り 、 後 者 は 、 生 品  

お よ び 商 品 に 関 係 あ る 熟 練 技 術 、 半 熟 練 技 術 、 商 業 又  

は 専 門 職 等 多 種 多 様 な 職 業 の 向 上 を 目 的 と す る も の で  

あ る 。 こ の 課 程 に は 、 ま た 、 付 添 い 看 護 婦 、 病 院 お よ  

び 実 験 所 助 手 、 警 察 官 、 消 防 士 の 訓 練 お よ び サ ー ビ ス  

業 等 の 非 産 業 職 が 含 ま れ て い る 。 こ れ ら の 大 部 分 は 、  

高 等 学 校 ＝ し ば し ば わ が 国 大 都 市 の 大 き な 職 業 又 は 技  

術 高 等 学 校 ＝ で 授 け ら れ て い る 。 主 と し て 学 課 は 第 1 1 、  

第 1 2 学 年 で 授 け ら れ 、 少 く も 授 業 日 数 の 半 分 又 は 4  

分 の 3 が 職 業 訓 練 に 当 て ら れ て い る 。 1 9 5 8 年 に 商  

業 お よ び 工 業 教 育 を 受 け た 1 0 0 万 人 の 生 徒 の う ち 7 0  

パ ー セ ン ト 以 上 は 有 利 に 就 職 し 、 彼 等 の 能 力 の 練 磨 を  

求 め て い た 。 多 く の 人 々 は 、 雇 傭 先 で 正 規 の 初 心 者 課  
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程 の た め 、 必 要 な 技 能 補 習 の 授 業 を 受 け る 。  

 し ぱ し ぱ 学 区 は 、 遠 隔 の 地 域 に お け る 就 職 の 機 会 を  

与 え る た め 、 中 等 学 校 、 2 年 制 カ レ ツ ジ 、 高 校 卒 業 後  

又 は 技 術 的 職 業 教 育 の た め 、 単 独 の 「 地 区 職 業 学 校 」  

の 発 展 に 協 力 し て い る 。 ま た 。 若 干 の 州 が 所 有 し 運 営  

し て い る 「 地 区 職 業 学 校 」 が あ る 。 1 9 5 8 年 の 連 邦  

政 府 立 法 は 、 高 度 に 熟 達 し た 技 術 者 の 数 を 増 し 、 す で  

に 熟 練 し て い る 労 働 者 の 資 質 を 高 め る た め 、 地 区 学 校  

の 発 展 の た め 補 助 金 を 与 え た 。 し か し な が ら こ の よ う  

に し て 訓 練 さ れ た 人 々 の 数 は 、 遙 る か に 需 要 を 満 し 得  

な い の で あ る 。  

高 等 教 育  

 ア メ リ カ に は 、 高 等 お よ び 同 程 度 以 上 の 教 育 を  

授 け る 学 校 が 約 2 , 0 0 0 あ り 、 そ の 3 分 の 1 は 公 立 で  

他 は 私 立 で あ る 。 在 学 生 の 約 6 0 パ ー セ ン ト は 、 公 立  

学 校 で 、 多 く は 月 謝 制 度 で あ る が 、 私 立 学 校 よ り 安 い 。  

あ る 公 立 学 校 で は 、 月 謝 は 名 目 上 だ け の も の や 、 無 月  

謝 の も の も あ る 。  

 「 カ レ ツ ジ 」 と 「 大 学 」 と い う 言 葉 は 、 ア メ リ カ  
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で は 必 ず し も 固 定 し た 意 味 を 持 つ も の で は な い が 、 リ  

ベ ラ ル ・ ア ー ツ ・ カ レ ツ ジ （ 教 養 課 程 大 学 ）（ 私 立 大  

学 が 大 多 数 を 占 め る ） は 、 学 士 号 に 通 ず る 4 年 制 課 程  

を 授 け る 。 教 養 課 程 は 一 般 に 、 英 語 、 古 代 、 近 代 各 国  

語 、 歴 史 、 哲 学 、 数 学 、 自 然 科 学 、 社 会 科 学 で あ る 。  

私 立 公 立 を 問 わ ず 、 短 期 大 学 及 び 大 学 は 、 同 様 の 教 養  

課 程 を 授 け る 。 加 う る に 大 学 は 、 修 士 号 お よ び 博 士 号  

に 通 ず る 上 級 研 究 を 行 う 多 く の 職 業 学 校 （ す な わ ち 法  

律 、 工 学 、 医 学 ） か ら 成 つ て い る 。  

ア メ リ カ 学 校 教 育 の 組 織  

地 方 組 織  

 公 立 学 校 （ 第 1 2 学 年 と し ぱ し ぱ 第 1 4 学 年 又 は 2  

年 制 カ レ ツ ジ を 通 じ ） に 関 し 、 教 育 は 州 の 機 能 と 運 営  

と 管 理 に よ つ て 行 わ れ る が 、 ハ ワ イ を 除 く す べ  

て の 州 で は 州 で き め ら れ た 広 い 範 囲 内 で 、 地 方 の 住 民  

に 委 さ れ て き た 。 地 方 学 区 （ 州 の 政 治 的 一 区 分 ） は 、  

管 理 機 関 と し て 地 方 の 委 員 か ら 成 る 地 方 学 務 委 員 会 を  

も ち 、 委 任 さ れ た 学 校 の 維 持 と 管 理 の 責 任 を 遂 行 す る  

た め 設 け ら れ て き た も の で あ る 。 学 務 委 員 会 委 員 は 、  
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主 に 一 般 投 票 に よ り 選 ば れ る 。 委 員 の 一 小 部 分 は 、 一  

般 に 学 校 専 任 と し て 地 方 政 府 に 職 務 を 持 つ て い る 選 挙  

さ れ た 職 員 に よ り 任 命 さ れ る 。 委 員 は 無 報 酬 で 奉 仕 し 、  

あ る い は 名 目 上 の 報 酬 を 得 て 奉 仕 す る 。 そ の 任 期 は 一  

般 に 4 年 な い し 6 年 で あ る 。  

 最 も 小 さ い 地 区 を 除 き 、 学 務 委 員 会 は 、 学 校 長 を 選  

任 し 、 州 政 府 の 教 育 庁 の 規 定 お よ び 規 則 に 従 い 学 校 の  

政 策 を 設 定 す る 。 学 校 長 と 協 力 し て 学 務 委 員 会 は 、 学  

校 予 算 を 立 て 、 多 く の 場 合 、 徴 集 す る 地 方 の 教 育 税 額  

を 決 定 し 、 教 師 そ の 他 の 使 用 人 を 雇 い 入 れ 、 校 舎 を 維  

持 し 支 給 品 を 支 給 し 、 ま た 、 学 校 か ら 適 当 な 歩 行 距 離  

以 上 遠 方 に 居 住 す る 生 徒 に は 、 一 般 に 輸 送 機 関 の 提 供  

を 行 つ て い る 。  

 州 の 4 分 の 3 は 、 地 方 区 と 州 教 育 庁 と の 間 に 、 中 間  

的 行 政 単 位 を も つ て い る 。 こ れ ら の 州 の 大 部 分 で は 、  

州 政 府 の 正 規 の 一 区 分 で あ る 郡 が 、 こ の 中 間 的 機 能 を  

果 し て い る 。 主 に 郡 の 学 校 長 は 、 地 方 区 と 一 緒 に な つ  

て 働 ら い て い る 。 一 般 に そ の よ う な 地 方 区 は 、 小 さ す  

ぎ て 校 長 が 雇 え な い の で あ る 。 し か し 郡 校 長 の 職 能 と  

郡 専 門 職 員 の 職 能 は 、 地 方 区 に サ ー ビ ス を 提 供 す る こ  
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と で あ る 。 こ の よ う な 中 間 的 単 位 は 一 般 に 、 学 校 の 管  

理 又 は 運 営 は 行 わ な い 。  

 過 去 3 0 年 間 に 、 地 方 学 区 の 数 は 、 著 し く 減 少 し た 。  

1 9 3 2 年 ま で 1 2 7 , 0 0 0 の 地 方 学 区 が あ つ た が 、  

現 在 は 3 7 , 0 0 0 以 下 で 、 そ の う ち 7 , 0 0 0 は 現 在 学  

校 を 経 営 し て い な い 。 学 校 と 地 区 の 整 理 統 合 の た め の  

他 の 手 段 と し て 、 上 記 期 間 中 、 一 教 室 し か も た な い 学  

校 の 数 は 、 1 4 0 , 0 0 0 か ら 2 0 , 0 0 0 以 下 に 減 少 さ  

れ た 。  

州  組  織  

 そ れ ぞ れ の 州 は 、 そ の 法 律 に よ つ て 、 教 育 に 関 す る  

独 立 し た 広 範 囲 の 権 限 を も つ て い る 。 多 く の 州 は 、 一  

般 に 全 州 か ら 選 出 さ れ た 州 教 育 委 員 会 を 設 立 し 、 す べ  

て の 教 育 委 員 会 は 、 一 人 の 教 育 長 を も つ て い る 。 長 は  

し ば し ば 任 命 さ れ 、 あ る い は 全 州 か ら 選 挙 さ れ る 。 ま  

た 、 そ の 他 の 州 教 育 機 関 が あ る 。 例 え ば 職 業 教 育 委 員  

会 の 如 き も の で 、 こ れ は 多 く の 場 合 正 規 の 州 教 育 委 員  

会 で あ る 。 そ の 他 に は 高 等 教 育 機 関 を 運 営 し 、 盲 人 や  

つ ん ぼ の た め の 特 殊 学 校 を 建 設 し 、 教 師 の 免 許 、 試 験  
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等 の 特 別 機 能 を 果 し て い る 機 関 が あ る 。 こ れ ら の 委 員  

会 は 、 行 政 官 と し て 勤 務 す る 関 係 州 機 関 の 長 と 協 力 し  

て 、 州 の 教 育 政 策 を 策 定 す る 。  

 州 の 教 育 各 部 は 、 権 力 行 使 の 機 能 と は 全 く 離 れ て 、  

計 画 立 案 、 調 査 、 調 整 、 諮 問 、 助 言 、 広 報 の よ う な 指  

導 者 的 機 能 を 実 施 す る と 期 待 さ れ て い る 。 教 育 に 関 す  

る 州 の 権 力 か ら 発 す る 取 締 り の 機 能 は 、 初 等 及 び 中 等  

学 校 の 管 理 、 運 営 に 責 任 を 負 う 地 方 制 度 に よ つ て 、 最  

少 限 度 の 行 使 を 保 証 す る よ う に 計 画 さ れ て い る 。 最 小  

限 度 の 基 準 が 、 法 令 又 は 規 則 に よ り 定 め ら れ て い る 。  

学 校 、 カ レ ツ ジ の 管 理 、 運 営 お よ び 教 育 計 画 を 含 む 管  

理 の 機 能 は 、 一 般 に 、 地 方 機 関 に よ る 行 政 が 不 適 当 な  

場 合 に 限 ら れ て い る 。  

 教 育 の た め 全 州 に わ た る 課 税 の 原 則 は 、 今 世 絶 に 至  

つ て 始 め て 一 般 に 承 認 さ れ た も の で あ る が 、 各 州 を し  

て 、 全 地 域 に 最 小 限 の 教 育 の 機 会 を 保 証 さ せ た も の で  

あ る 。 州 税 資 源 か ら 様 々 に 引 き 出 さ れ た 歳 入 は 、 州 が  

決 定 し た 種 々 の 計 画 お よ び 公 式 に 応 じ 、 地 方 学 区 に 交  

付 さ れ る 。 あ る 場 合 に は 、 州 の 資 金 は 、 事 実 上 特 定 の  

地 方 区 の す べ て の 財 政 を 賄 う の で あ る 。  
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 現 在 、 地 方 学 校 教 育 の た め の わ が 国 支 出 の 約 4 0 パ  

ー セ ン ト は ＝ こ れ は 1 9 4 0 年 以 来 1 0 パ ー セ ン ト の  

増 加 で あ る が ＝ 州 歳 入 に よ り 支 え ら れ て い る 。 し か し  

な が ら 州 歳 入 に よ る こ の よ う な 教 育 費 の パ ー セ ン テ ー  

ジ は 、 州 に よ り 8 0 パ ー セ ン ト か ら 4 0 パ ー セ ン ト  

の 差 異 が あ る 。 さ ら に 、 あ る 州 で は 資 金 は 、 生 徒 数 、  

教 室 数 、 教 員 数 、 諸 計 画 や 事 業 の 数 に よ り 、 一 率 補 助  

金 支 給 基 準 で 地 区 に 割 当 て て お り 、 ま た 他 の 州 で は 、  

地 方 区 の 富 、 教 育 に 支 出 し 得 る 能 力 の 測 定 に よ り 、 均  

等 化 の 原 則 に 従 い 、 資 金 が 割 当 て ら れ て い る 。  

 公 立 学 校 の 教 師 と 行 政 官 の 免 許 は 、 全 く 州 機 関 が 統  

制 し て い る 。 多 く の 州 は 、 公 認 の 私 立 学 校 、 特 に 中 等  

学 校 の 教 師 に 、 同 様 の 条 件 を 適 用 し て い る 。 4 年 制 大  

学 の 学 士 号 あ る い は そ れ と 向 程 度 が 多 く の 州 に お け る  

初 任 教 師 の 普 通 の 基 準 で あ る が 、 い く つ か の 州 で は 、  

中 等 学 校 教 師 に 対 し 5 年 制 大 学 と 同 程 度 を 要 求 し て い  

る と こ ろ も あ る 。 2 6 州 で は 初 等 学 校 の 校 長 に 少 く も  

修 士 号 を 要 求 し て お り 、 3 5 の 州 で は 中 等 学 校 の 校 長  

に 修 士 号 を 要 求 し て い る 。 州 機 関 は ま た 職 業 教 育 の 教  

師 の 標 準 を 定 め て い る 。 も つ と も そ の 標 準 は 州 に よ り  
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か な り 変 動 が あ る 。 職 業 経 歴 と 大 学 の 学 士 号 の 両 者 を  

も つ て い る 者 は 一 そ う 好 ま れ る が 、 そ れ 以 下 の 資 格 を  

持 つ て い る 者 は 、 初 心 者 向 け に 受 入 れ ら れ る 。 ＝ 余 暇  

は 完 全 な 有 資 格 者 と な る た め 努 力 す る と い う 了 解 の も  

と に ＝  

 カ レ ツ ジ お よ び 大 学 は す べ て 、 公 立 も 私 立 も 州 の 憲  

章 ＝ 少 数 の 場 合 連 邦 政 府 の 憲 章 ＝ に よ り 与 え ら れ た 権  

威 の 下 に 運 営 さ れ て い る 。 ア メ リ カ で は 、 多 く の 他 の  

国 々 と 異 な り 、 学 校 の 管 理 は 、 教 授 、 学 生 又 は 政 府 各  

省 の 手 中 に あ る の で は な い 。 私 立 、 公 立 校 の い か ん を  

問 わ ず 、 一 般 の 型 は 、 公 務 と し て 自 由 に 努 力 と 時 間 を  

傾 注 す る 委 員 か ら 成 る 委 員 会 に 、 こ の 権 威 が 存 在 し て  

い る 。 委 員 会 の 委 員 は 、 普 通 、 政 府 当 局 に よ り 、 し ば  

し ば 州 立 大 学 の 場 合 は 知 事 に よ り 、 4 年 か ら 1 2 年 の  

期 間 、 選 任 さ れ る 。 私 立 学 校 の 委 員 会 委 員 は 、 前 委 員  

会 、 そ の 学 校 の 卒 業 生 又 は 、 そ の 学 校 を 維 持 し て い る  

宗 教 団 体 に よ つ て 選 ば れ る 。  

 州 が 管 理 す る す べ て の 、 あ る い は 大 多 数 の 大 学 を 管  

理 す る た め 、 単 一 の 高 等 教 育 の た め の 州 委 員 会 を 設 立  

し よ う と す る 傾 向 が 、 こ の 1 0 年 間 、 顕 著 に な つ て き  
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た 。 現 今 、 殆 ん ど 州 の 3 分 の 1 は 、 こ の よ う な 総 括 的  

高 等 教 育 機 関 を も つ て い る 。  

 関 係 学 校 の 管 理 、 政 策 、 人 事 の 最 終 権 限 は 、 こ れ ら  

の 委 員 会 が も つ て い る 。 共 通 の 実 務 に 関 し て は 、 特 に  

カ リ キ ユ ラ ム 、 教 授 、 研 究 、 学 士 号 の 推 薦 等 に 関 し て  

は 、 そ の 実 際 の 処 理 を 教 授 や 行 政 官 に 委 任 し て い る 。 委  

員 会 は 、 大 き な 威 信 と 影 響 力 を も つ 地 位 に あ り 、 委 員  

会 と 教 授 の 中 間 に あ つ て 、 全 体 の 政 策 を 指 導 し 指 揮 す  

る 学 校 長 を 選 任 す る 。  

 現 今 、 高 等 教 育 の た め の 公 立 学 校 の 運 営 資 金 の 4 分  

の 3 は 、 州 、 地 方 お よ び 連 邦 の 政 府 に よ つ て 支 給 さ れ  

て い る 。 補 助 的 資 金 は 、 月 謝 か ら 、 そ し て そ の 他 は 贈  

物 、 拠 出 金 、 寄 付 お よ び 学 校 の 各 種 組 織 活 動 か ら は 入  

る の で あ る 。 私 立 学 校 は 、 運 営 費 の 約 4 0 パ ー セ ン ト  

を 月 謝 そ の 他 か ら 、 2 0 パ ー セ ン ト を 州 、 連 邦 お よ び  

地 方 庁 が 受 け て お り 、 残 余 の 大 部 分 は 寄 付 に な つ て い  

る 。  

 高 等 教 育 の 質 的 標 準 を 保 障 す る 問 題 は 、 地 域 的 又 は  

専 門 的 根 拠 に よ つ て 、 任 意 の 学 校 協 会 に よ つ て 決 定 さ  

れ て き た 。 こ の 学 校 協 会 は 学 校 の 資 格 と 教 課 に 証 明 を  
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与 え る も の で あ る 。 こ の よ う な 協 会 の 証 明 が な い と 学  

士 号 の 称 号 の 認 定 に 影 響 し 、 従 つ て 将 来 の 学 生 募 集 に  

も 影 響 す る 。 特 に 強 調 し た い こ と は 、 政 府 の 部 局 も 、  

州 ま た は 連 邦 も 大 学 の 教 課 課 程 に は 権 限 を 有 し な い と  

い う こ と で あ る 。  

連   邦   の   組   織  

 ア メ リ カ は 、 他 の 多 く の 国 々 と 異 り 、 カ リ キ ユ ラ ム  

と そ の 他 の 教 育 問 題 に 権 限 を 有 す る 中 央 の 主 管 部 門 を  

持 た な い 。 ア メ リ カ は 常 に 教 育 の 発 展 に 関 心 を 抱 い て  

来 た が 、 ア メ リ カ 教 育 局 ＝ 現 在 保 健 、 教 育 、 福 祉 省 の  

一 単 位 で あ る ＝ は 、 統 計 と 事 実 の 収 集 お よ び 学 校 制 度  

の 改 善 に 役 立 つ よ う な 学 校 の 組 織 お よ び 学 校 制 度 に 関  

す る 情 報 を 提 供 す る た め 、 1 8 6 7 年 に 設 置 さ れ た 。  

そ の 機 能 は 、 主 と し て 教 育 に 関 す る 調 査 お よ び 特 別 な  

教 育 目 的 の た め 、 国 会 に よ り 設 直 さ れ た 補 助 金 計 画 の  

管 理 で あ る 。 こ の 補 助 金 に よ り 、 公 立 初 等 及 び 中 等 教  

育 の 全 経 費 の 約 4 パ ー セ ン ト を 賄 う と 見 積 ら れ て い る 。  

 教 育 局 の 管 理 義 務 の う ち に は 、 ラ ン ド ・ グ ラ ン ド 。  

カ レ ツ ジ （ 農 科 、 工 科 な ど の 設 置 を 条 件 に 連 邦 政 府 の  
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援 助 を 受 け る 資 格 の あ る 大 学 ） に 対 す る 援 助 計 画 、 州  

政 府 と の 協 力 に よ り 行 わ れ る 連 邦 職 業 教 育 計 画 、 そ の  

地 区 に お け る 連 邦 政 府 の 諸 活 動 の た め に 入 学 者 の 増 加  

し た 学 区 へ の 援 助 、 学 校 に お け る 理 科 、 数 学 、 外 国 語  

教 育 強 化 の た め の 計 画 、 大 学 と 州 教 育 機 関 と の 契 約 に  

よ る 、 協 同 研 究 計 画 等 が あ る 。  

 そ の 他 の 連 邦 の 機 関 は 、 教 育 制 度 へ の 特 別 の 援 助 計  

画 を も つ て い る 。 例 え ば 農 業 の 課 外 サ ー ビ ス 及 び 学 校  

給 食 計 画 は 、 農 務 省 に よ り 行 わ れ 、 職 業 更 生 計 画 は 、  

保 健 、 教 育 、 福 祉 省 の 一 部 局 が 取 扱 つ て い る 。 そ し て  

内 務 省 は 、 イ ン デ イ ア ン 部 落 指 定 保 留 地 の 子 弟 の 教 育  

に 責 任 を も つ て い る 。  

 連 邦 の 資 金 は 、 高 等 教 育 費 の 本 質 的 部 分 を 支 え て い  

る こ と は さ き に 指 摘 し た 。 ラ ン ド ・ グ ラ ン ド ・ カ レ ツ  

ジ 援 助 は 、 今 は 極 く 僅 か の 援 助 を 与 え て い る だ け で あ  

る 。 大 学 に お け る 研 究 、 施 設 お よ び 研 究 と そ れ に 関 連  

す る 目 的 の た め の 建 物 の 建 築 の 本 質 的 部 分 は 、 請 負 の  

手 配 お よ び 各 種 の 特 別 補 助 金 計 画 に よ り 援 助 さ れ て い  

る 。 ス カ ラ ー シ ツ プ と フ エ ロ ー シ ツ プ 奨 学 金 を 含 む  

こ れ ら の 、 及 び そ の 他 の 高 等 教 育 の た め の 特 別 の 援 助  
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は 、 連 邦 議 会 に よ る 多 年 の 討 議 と 活 動 の 題 目 で あ る 。  

同 様 に 、 一 般 の 初 等 及 び 中 等 教 育 の た め の 本 質 的 な 連  

邦 補 助 金 に 対 し 、 目 下 議 会 で 懸 案 と な つ て い る 法 案 が  

あ る 。 こ れ ら が 現 在 国 内 で 最 も 盛 ん に 討 議 が 行 わ れ て  

い る 問 題 で あ る 。  

私   学   の   役   割  

 私 立 学 校 は 、 常 に わ が 国 教 育 制 度 の 重 要 部 分 を な し 、  

す べ て の 段 階 に お け る ア メ リ カ の 教 育 の 完 成 に 大 い に  

貢 献 し て き た も の で あ る 。 私 立 学 校 は 、 1 9 世 紀 の 大  

半 を 通 じ て 中 等 教 育 を 支 配 し 、 高 等 教 育 に お い て は 、  

2 0 世 紀 に は 入 つ て も 、 こ れ を 支 配 し て き た 。 現 今 わ  

が 国 の 最 も 優 れ た 大 学 の 多 く は 私 立 大 学 で あ る 。  

 1 9 0 0 年 に 、 小 学 校 と 中 学 校 が 結 合 さ れ た 私 立 学  

校 の 在 学 生 は 、 全 体 の 8 パ ー セ ン ト で あ つ た 。 こ の 比  

率 は 除 々 に 増 加 し 、 現 在 私 立 学 校 の 在 学 生 は 、 全 体 の  

約 1 4 パ ー セ ン ト で あ る 。 私 立 学 校 に お け る 中 学 校 生  

徒 と 小 学 校 生 徒 の 割 合 は 、 州 に よ り 非 常 に 変 動 が あ り 、  

2 ． 6 パ ー セ ン ト か ら 2 7 . 1 パ ー セ ン ト に 及 ん で い る 。  

（ 1 9 5 8 年 ）。 最 大 の も の は 宗 門 の 学 校 で 、 主 に ロ  

ー マ シ ・ キ ヤ ソ リ ツ ク で あ る 。 私 立 学 校 の 僅 少 の も の  
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第 2 回 日 米 知 事 会 議 日 程  

   第 1 日  昭 和 3 8 年 1 0 月 1 5 日 （ 火 曜 日 ）  

     1．開 会 式（ 東 京 ・ 平 河 町 ・ 都 道 府 県 会 館 6 階 中 会 議 室 ） 

時 間  
所 要  
時 間  

摘 要  

8 ． 5 5   日 本 側 知 事 来 賓 入 場 完 了  

9 ． 0 0   米 国 代 表 及 び 貴 賓 入 場 完 了  

9 ． 0 0  4 分  日 米 両 国 国 歌 演 奏 （ 東 京 消 防 庁 音 楽 隊 ）  

9 ． 0 4  1 分  仮 議 長 開 会 宣 言  

9 ． 0 5  1 2 分  出 席 代 表 紹 介 （ 日 米 両 事 務 局 長 ）  

9 ． 1 7  5 分  日 本 側 知 事 会 会 長 あ い さ つ  

9 ． 2 2  5 分  米 国 側 団 長 あ い さ つ  

9 ． 2 7  5 分  内 閣 総 理 大 臣 祝 辞  

9 ． 3 2  4 分  駐 日 米 国 大 使 祝 辞  

9 ． 3 6  1 分  仮 議 長 閉 会 の こ と ば  

9 ． 3 7   終 了  

9 ． 3 8 ～

9 ． 5 3  
1 5 分  総 理 会 見 （ 6 階 休 憩 室 に て 米 知 事 の み ）  

（ 内 山 神 奈 川 県 知 事 及 び 宮 内 事 務 局 長 付 添 ）

米 知 事 夫 人 は 3 階 控 室 に て 休 憩 の 上 、 1 0 時

市 内 見 学 に 出 発  
日 本 側 知 事 は こ の 間 に 会 議 場 に 移 動  
会 見 終 了 後 米 国 側 知 事 は 会 議 場 に 移 動（ 宮 内

事 務 局 長 案 内 ）  

 

 



2． 第 1 会 議 （ 東 京 ・ 平 河 町 ・ 都 道 府 県 会 館 6 階 大 会 議 室 ）  

時 間  所要時間  摘      要  

1 0 ． 0 0  3 分  仮 議 長 開 会 宣 言 （ 滋 賀 県 知 事 ）  

1 0 ． 0 3  3 分  議 長 選 任  

1 0 ． 0 6  5 分  議 長 就 任 あ い さ つ  

1 0 ． 1 1  5 分  経 過 報 告 （ 愛 知 県 知 事 ）  

1 0 ． 1 6  3 分  議 題 採 沢  

   A  日 米 教 育 制 度 の 比 較  

   B  青 少 年 問 題 と 老 人 対 策  

  議 題 に 対 す る 報 告  

  議 題 「 日 米 教 育 制 度 の 比 較 」  

1 0 ． 2 0   米 国 側 代 表 報 告  

  日 本 側 代 表 報 告 （ 山 形 県 知 事 ）  

  意 見 発 表  

 1 ． 3 5  日 本 側 （ 長 野 、 富 山 、 大 分 各 県 知 事 ）  

  米 国 側  

  議 長 閉 会 の こ と ば  

1 1 ． 5 5   終 了  

 

 

 



第  2  日  1 0 月 2 1 日 （ 月 曜 日 ）  

第 2 会議（大阪市東区内本町 コクサイホテル 7 階 新大宴会場）  

時  間  
所 要  

時 間  
摘     要  

9 ： 0 0  3 分  開会宣言  

9 ： 0 3  5 分  地元知事あいさつ（大阪府知事）  

9 ： 0 8  3 分  議長選任  

   議題に対する報告  

   議題「青少年問題と老人対策」  

9 ： 1 0    日本側代表報告  

    兵庫県知事（青少年問題）  

    愛媛県知事（老人対策）  

   米国側代表報告  

  意見発表  

   米国側  

   日本側  

 2．40   石川、三重、福井各県知事（青少年問題） 

    滋賀、奈良、岡山各県知事（老人対策）  

  共同声明  

   提案理由の説明  



   意見発表  

   採択  

  閉会式  

   米国側代表あいさつ  

   日本側知事会会長あいさつ  

   議長閉会のことば  

1 2：0 0   終了  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 2 

第 2 回日米知事会議における会長代理、仮議長、議長、議題報  

告者、意見発表者  

        （38．8．8 全国知事会議において決定）  

（1）開会式（10 月 15 日午前 9 時より約 1 時間）  

    仮議長（司会）    滋 賀  

    会長代理（歓迎挨拶） 神奈川  

（2）第一会議（東京、10 月 15 日午前 10 時より約 2 時間）  

    議  長       神奈川  

    経過報告       愛 知  

    議題報告者（議題、日米教育制度の比較） 1 人  

                山 形  

    意見発表者 3 人    長野、富山、大分  

（3）第二会議（大阪、10 月 21 日午前 9 時より約 2 時間）  

    議   長       大 阪  

    議題報告者（議題、青少年問題と老人対策）2 人  

        青少年問題   兵 庫  

        老人対策    愛 媛  

    意見発表者 6 人  

 

 



    青少年問題       岐阜、三重、福井  

    老人対策        滋賀、奈良、岡山  

   共同声明に対する意見発表者 1 人  和歌山  

（4）閉会式（10 月 21 日午前 11 時半より）  

    会長代理（閉会挨拶） 神奈川又は愛知  

（5）日本側会議出席者  

    第一会議 都道府県知事全員  

    第二会議 知事会役員、近畿ブロツクおよびその近隣  

         県の知事を主とするも多数知事の参加を希  

         望  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    来訪米国州知事一行に対する日本側随行者名簿  

                 （389．19 現在）  

1．全国知事会事務局長       宮  内    弥  

  Mr. Wataru Miyauchi, Executive Secretary, 
            Natioanl Governaors Association 

2．全国知事会渉外部長       村 上 良 太 郎  

  Mr. Ryotaro Murakami, chief, Foreign Affarirs Division, 
             National Governors' Associaciation 

3．全国知事会渉外部参事      小  川  政  吉  

  Mr. Masakichi Ogawa, Adviser, Foreign Affairs Division, 
            National Governors' Association 

4．全国知事会総務部参事      仁  科  久  夫  

  Mr. Hisao Nishina, Adviser, General Affairs Division, 
           National Governors' Association 

5．全国知事会渉外部主事      柳  田  躬  嗣  

  Mr. Mitsugi Yanagita, Clerk, Foreign Affairs Division, 
            National Governors' Association 
6．日本交通公社外人旅行      大  石  邦  夫  
  中央営業所欧亜課  
  Mr. Kunio Oishi, Staff Member, Eurasia Section, 
          Tourist Traffic Division, 
          Japan Travel Bureau 
7．日本交通公社専属ガイド     岡  野  忠  雄  
  Mr. Tadao Okano, Guide, Japan Travel Bureau 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 2 

             来訪米国州知事一行名簿  

                     （38．9．19 現在）  
           米国知事  
団長 カンサス州知事      ジヨン・アンダーソン・Jr   4 6 才  
           会  会  長  
   同夫人                        共和党  
   Governor & Mrs. John Anderson, Jr., Kansas 
 
            前米国知  
団長 ワシントン州知事      アルバート・D・ロゼリーニ  5 3 才  
            事会会長  
   同夫人  エセル                   民主党  
   Governor & Mrs. Albert D. Rosellini, Washington 
 
   アリゾナ州知事      ポール・フアニン       5 6 才  
   同夫人 エルマ                     共和党  
   Governor & Mrs. Paul Fannin, Arizona 
 
   デラウエア州知事     エルバート・N・カーベル   5 3 才  
   Governor Elbert N. Carvel, Delaware           民主党  

 

 

   フロリダ州知事      フアリス・ブライアント    4 9 才  
   同夫人 ジユリア                    民主党  
   Governor & Mrs. Farris Bryant, Florida 
 
   アイダホ州知事      ロバート・E・スマイリー   4 8 才  
   同夫人 ルシール                    共和党  
   Governor & Mrs. Robert E. Smylie, Idaho 

 

   ミズーり州知事      ジヨン・M・ドールトン    6 2 才  
   同夫人 ジエラルデイン                 民主党  
   Governor & Mrs. John M. Dalton, Missouri 

 

 



   テネシー州知事      フランク・G・クレメソト   4 3 才  
   同夫人 ルシール                    民主党  
   Governor & Mrs. Frank G. Clement, Tennessee 
 
   ユタ州知事        ジヨージ・D・クライド    6 5 才  
   同夫人 オーラ                     共和党  
   Governor & Mrs. George D. Clyde, Utah 
 
   ウイスコン州知事   ジヨン・W・レイノルズ    4 2 才  
   同夫人                         民主党  
   Governor & Mrs. John W. Reynolds, Wisconsin 

 

   米国知事会事務局長    ブレバード・クリフイールド  4 7 才  
   同夫人 メリー  
   Mr. & Mrs. Brevard Crihfield, Secretary of the 
                 Governors' Conferenc 
 
   合衆国連邦第七巡回    ルーサー・スウイガート    5 8 才  
   控訴裁判所判事  
   Judge Luther M. Swygert, Judge to the United State 
                Court of Appeals for the 
                Seventh Circuit 
 
   駐日米国大使館展示部長  ハーツエル・L・デイク  
   Mr. Hartzell L. Dake, Exhibits Officer, 
              U.S. Information Service, 
              American Embassy, Tokyo 
 

          計 23 名（駐日米国大使館デイク氏を含む。）  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BIOGRAPHICAL SKETCHES OF THE U.S. GOVERNORS 

    WHO WILL VISIT JAPAN IN OCTOBER, 1963 

 

 

 

（As of September 26, 1963）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KANSAS 
 

写眞あり  
Inang〓 ted J〓 ry 1961 
R〓 lected 〓ber 1962 

〓 expire J〓  1965 
写眞あり  
J〓R 
 
 
 
Jonx ANDERSOX. JR. born in 〓 . May 8, 1917 
.A.B. in Econo〓 . 〓niversity of Ka〓 . 1943〓 ., 
1944.Married:two 〓 , one da〓glaer. A〓 one〓 .farm- 
er. Publie offi〓  include : Law Clerk. 〓ni〓 ed States 〓 r- 
〓  of Appeals. Tenth 〓1944-46 : nenber. 
Kansas Senate. 1952-〓6 : Leg〓  Conn〓  1952-56: 
Interstate Corporation Commi〓 . 1956-60 : State 〓 - 
〓ney General. 1956-60 : 〓  of Kan〓  since Ja〓 - 
ary. 1961. Member of Kansas Bar 〓 tion.Amer〓an 
Bar Ass〓 ciation. Member. 〓Conference Ex- 
〓 tive Committee. 1962-63 : 〓  Chairm〓 . Committee 
on Juve〓  Delinqu〓y. 1963. Me〓  Republiecan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WASHINGTON 
 

写真あり  
ALBERT D. ROS〓  
写真あり  
 〓  J〓1957 
 R〓 ted November 1960 
T〓  will expi〓  J〓  1965 
 
 
 
ALBERT D.ROSE〓 . born in ta〓na.Washington, in 
1910. Gradua〓  University of Washigton, S〓aule. Wash- 
ington. Married: five children. Lawyer. Publie offices in- 
elude : Deputy su〓  prosecu〓 ,1935-41 : member. Washing- 
ton. State S〓nate. 1935-56; Dem〓  floor leader. 1941-56; 
serv〓  as pr〓dent pro〓 temp〓  of Senate and special assis〓 - 
am for State Au〓  General; Governor of Washington 
since Ja〓ary, 1957.  Member of Kiwanis,  Ell〓 ,Eagles. 
Moose.  Knight〓  of Columbu〓 . Tau Kappa Epsilon. Vice 
Chairman. Western Governors Conference. 1958-59. Chair- 
man. 1959-60. Member. G〓 ernors Conference Executive 
Commit〓 ee. 1957-58; Chairman, Committee on Residence 
Requirem〓  for Publi〓  Assist〓 ce. 1958-59; Chairman, 
Govern〓  Con〓 ence. 1962-〓3. Catho〓 . Democrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARIZONA 
 

写真あり  
 Inaugurated Junnary 19〓  
Re〓 elected November 1960.1962 
 Term will expire Jan〓  1965 
写真あり  
PAUL FANNIX 
 
 
 
PAUL FANNIX. born in Ashland. Kent〓ky. January 29, 
1907. Attended University of Arizoma; B..A., Stanford Uni- 
versity,1930. Married; three sons, one daughter. In whole- 
sale and retail general merchangise business. 1930-57. Gov- 
ernor of Arizona since January. 1959. Member of Phoenix 
Executives Club. Phoenix Chamber of Commerce, Thunder- 
birds. Elks, Rotary, active in Y〓A, Red Cross and other 
civi〓  drives. Vice Chairman. Western Governors' Confer- 
Conferance Executive Commi〓 ee. 1960-63; Chairman, Com- 
mittee on Roads and Highway Safety. 1963. Methodist. 
Republican. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELAWARE 
 

写真あり  
ELBFRT 〓E〓  
写真あり  
〓  
Term will ex〓  1965 
 
 
 
E〓BERT XOSTRAXD CARV, born at Sh〓her Island Height. 
New York. Fehruary 9,1910. Engineering co〓 se. Ba〓  
Polyt〓 chni〓  in〓  1924-28; L.,L.,B., University of 〓ahi- 
more.1931: accounting course. Johns H〓kins University- 
1931. Married: one〓 on three daughters. General manager 
and director of Valliant Fertilizer Company. 1936-45: pres〓 - 
dem since 1945; chairman of the board. Milio〓  Fer〓 lizer 
company; director. People Bank and Trust Company: di- 
rector. 〓 tional Plant Food In〓 tute. Publie offices include: 
Pre〓dent of the Delaware Board of Pardons. 1945-49; 
Chairman of the Democrati〓  State Committee of Dela- 
ware. 1916-17. 1955-56; Delegate to the Democratic Xa- 
tional C〓 tion. 1948, 1952, 1956, 1960; Liem〓ant 
〓  of De〓ware. 1945-49; 〓nor of Delaware. 
〓  1949-53. and since Jannary. 1961. Member of 
〓  Grange. De〓ware Consistory. Tall C〓 - 
〓 . Shrine. Member. Governor〓  Conference Executive 
Committee. 1962-63. Episcopalian. Democrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



FLORIDA 
 

写真あり  
 Inaugurated Jannary 1961 
Term will expire Jannary 1965 
写真あり  
FARRIS BRYAXT 
 
 
 
FARRIS BRYAXT. born in Oeala. Florida. July 26, 1914. B.S. 
in Business. Administration. University of Florida. 1935; 
LL.B., Harvard Law School. 1938, Married; three daugh- 
ters. Atto〓ney. Served in United States Xavy. 1942-45, Pub- 
li〓  offices include; Member, Florida House of Representa- 
tives. 1942-56; Speaker of House. 1953; Chairman. Florida 
Deiegation to Democratie National Convention. 1952;Gov- 
ernor of Florida since January, 1961. National Distingnished 
Service Award. U.S. Junior Chamber of Commer〓 . 1948. 
Vice Chairman. Governors' Conference Committee on 
C〓  Defense and Post-A〓ack R〓 ery.1961-63; Chair- 
man. Inter〓  Study Committee on Cold War Education. 
1962-63. Methodist. Democrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDAHO 
写真あり  
 In〓 J〓  1955 
R〓  No〓ber, 19〓8, 1962 
 Term will exp〓  Ja〓 ry, 1967 
写真あり  
ROBERT E. SMYLIE 
 
 
 
ROBERT E. SMYLIE. born in Mar〓 . lo〓a. October 31. 
1914. A.B., College of Idaho, Caldwell. 1938; J.D., George 
Washington University. Washington. D〓 ., 1942. Married; 
two sons. A〓ney at law since 1941. Served in the United 
States Coast 〓uard Reserve. 1942-55; on active d〓 . 1942- 
46. Public offices include; Assistant Attorney General of 
Idaho. 1947; Attorney General. 1947-55; Governor of Idaho 
since January, 1955. Member of American Legion. Veterans 
of Foreign Wars. Masons, Elks, Order of the Co〓 , Phi 
Alpha Deha. Chairman. Western Governors' Conference, 
1958-59. Member. Governors' Conference Executive Com- 
mittee. 1956-57; 1959-60; 1963; Chairman. Committee on 
Federal-S〓  Relations. 1959-63; 〓  Advisory Com- 
mission on Intergovernmental Relations, 1959 to present, 
Methodist. Republican. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISSOURI 
 

写真あり  
JONX M. DALTOX 
写真あり  
 〓  January, 1961 
Term will exprie January, 1965 
 
 
 
JONX MOXTGOMERY DALTOX. born in walker. Missouri, 
November 9. 1900. LL.B., University of Missouri. 1923. 
Married; one son, one daughter. A〓 rney. cotton and soy- 
bean farm operator. Punblic offices include; Member of Board 
of Education. Kenneu. Missouri; member, Covernor's Com- 
mi〓 ee on Interstate Cooperation; State Auornev General. 
1952-60; Governor of Missouri since January, 1961. Fellow, 
American College of Trial Lawyers; memeber of Internation- 
al Association of Ins〓 rance Co〓 e〓 . Missouri Bar Associa- 
tion, American Bar Association. Missouri Democratic Com- 
mittee. Scottish Rite. Masons. Shrine. Phi Delta Phi. Phi 
Gamma Delta; Board of Trustees. Westminster College. 
Fulton; Stephens College. 〓 lumbia; Presbyterian Home 
for Children. Farmington; School of the Ozarks. Point 
Lookout; Governor, Lions Club; Past President. Board of 
Visitors. Universiry of Missouri; Past Presicent, National 
Association of Attorneys General; awarded Louis E. Wyman 
Award by the National Association of Attorneys General. 
1959. Member. Governors' Conference Executive Com- 
mittee, 1962-63. Presbyterian. Democrat. 
 
 
 
 
 
 



TENNESSEE 
 

写真あり  
FRANK G. CLEMENT 
写真あり  
〓  
〓  
〓  1959 
〓  1963 
Term will expire January. 1967 
 
 
 
FRANK GOAD CLEMENT. born in Dickson. Tennessee. 
June 2, 1920. Attended Cumberland University. 1937-39; 
LL.B., Vanderbi〓  University. 1942, Married; three sons 
Practi〓 ing attorney; F.B.I. agent,1942. Served in United 
States Army, 1943-46. 1951-52. Publie office include; 
Chief Co〓 el for State Railroad and Publie Utilities 
Commission; Governor of Tennessee. 1953-59. and since 
January. 1963, Member of American Legion. Young 
Democratic Club. Masons. Shrine. Sigma. 〓pha Epsilon 
Phi Delta Phi. Chairman of the Southern Governors' 
Conference. 1955-56. Member, Governors' Conference 
Executive Committee. 1955-56, Methodist. Democrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UTAH 
 

写真あり  
〓  
写真あり  
〓  
G〓  D〓  C〓  born in Spring〓  July 21, 
1808,〓ah State University 1921; University of 
 
 
 
Galifornia 192〓 . Married; three 〓  two daugh〓 . Agri- 
〓  and 〓  engineer. P〓  of Engineering and Re- 
search Public offi〓  include; Dean of Engineering Director 
of Engineering Experi〓  Station. and Director of National 
Defense and War Training Progam 〓  State Ag〓 - 
〓  College; Ch〓  Division of Water Conservation and  〓 rri- 
gatio〓 . and Chief Engineer. So〓  〓vation. Service. United 
State Department of Agricul〓 . Governor of 〓  since 
January, 1957. Member of Xational Reclamation. Association; 
Kiwani〓 ; Sigma. 〓 i; Former President of Inter〓  Sec- 
tion and Chairman of Ex〓  Com〓  of 〓gation Divi- 
sion. American So〓  of 〓  Engineers. Member. Gover- 
〓  Conference. Executive Co〓  1958-59. 1962-63; 
Vice Chairman. Advisory Committee 〓  Executive Commit- 
tee on Xatianl 〓 ta〓 .1961-63; Chairman. Western Gov- 
er〓 s' Conference. 1960-61. Latter Day Saint. Republican. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WISCONSIN 
 

写真あり  
JONX W. R〓  
写真あり  
 〓  
 
 
 
JO〓X W. REYX〓LDS. born in Green Bay. Wis〓 sin. 
April 4, 1921. Ph. B., University of Wi〓 sin. 1942; 
LL.B., 1949. Married; one son, two daughters. Attorney. 
Served in United States Army, 1942-46. Public offices 
include: District Director. Office of Price Stabilization. 
1951-52; United States Commissioner. Eastern Judi〓  
Distriet of Wisconsin. 1955-58; A〓ney General of Wis- 
consin. 1958-60. 1960-62; Governor of Wisconsin since 
january,1963. Catholi〓 . Dem〓 rat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

耒 詠 米 国 知 事 及 び 関 係 州 の 概 要
全国知事会昭 38．9

州名（位置） 
 

知事名 知事就任年月 知事の党派 知事生年月日 知事の学歴 
 

知事の主な前職 知事の 
家 庭 

知事の 
宗 教 

州の首都及び 
主 要 都 市 

州の面積 
（千平方キロ）

州の人口
（千人）
1960 年

州政府の60年度 
一般才入及び 
一般才出（百万ドル）

住民ノ人当り 
個人所得 
（1960 年）

州の主な産物 
産業 名所 

カンサス州 
（中 部） 

ジョン・アンダーソン
J. Anderson, Jr. 

1961 年 1 月 就任 
1962 年 11 月 再選 
（1965 年 1 月まで）

共和党 1917 年（大正 6 年）
〓月 8 日 
カンサス州に生る 
（46 才） 

カンサス大学卆 
（経済学専攻） 

農業、州下院議員 
州法務長〓 
（現 全国知事会々長）

妻 
2 男／女 

メソジスト
    派

首都 
トペカ 
（人口 11 万 9 千） 
ウイチタ 
（人口 25 万 5 千）

213 千方 
キロ 
 
（14 位） 

2,179 
千人 
 
（28 位）

歳入 337 
 
歳出 313 

 
2,068 ドル 
 
（24 位） 

冬小麦（全米の 5 分の 1）
牧畜 
屠殺場（米国第 2） 
航空機 
アイゼンハワー生地 

ワシントン州 
（北西端太平洋岸） 

アルバート・D. 
ロゼリーニ 
A.D. Rosellini. 
 

1957 年 1 月就任 
1960 年 11 月再選 
（1965 年 1 月まで）

民主党 1910 年（明治 43 年）
ワシントン州に生る
（53 才） 

ワシントン大学卆 弁護士 
ワシントン州上院 
議員 
（前全国知事会々長）

妻 
（Ethel） 
5 男 

カトリック首都 
オリンピア 
（人口 1 万 8 千） 
シアトル 
（人口 55 万 7 千）

177 
千方キロ 
 
（20 位） 

2,853 
千人 
 
（23 位）

 
歳入 604 
 
歳出 647 

 
2,317 ドル 
 
（12 位） 

小麦、大麦、リンゴ 
ベニヤ板、紙、パルブ 
さけ、大ひらめ、かに 
まぐろ、セメント、石炭 
精油、水力発電．港湾 

アリゾナ州 
（南 西 部） 

ホール・ファニン 
P. Fa〓 

1959 年 1 月就任 
1960 年 11 月再選 
1962 年 11 月三選 
（1965 年 1 月まで）

共和党 1907 年（明治 40 年）
1 月 29 日 
クンタッキー州に生る
（56 才） 

スタンフォード 
大学卒 

商品販売業 
（現西部知事会々長）

妻 
（Elma） 
3 男／女 

メソジスト
    派

首都 
フィニックス 
（人口 43 万 9 千）

295 
千方キロ 
 
（6 位） 

1,302 
千人 
 
（35 位）

歳入 211 
 
歳出 205 
（61 年度） 

 
 
2,011 ドル 
 
（28 位） 

銅（全米一）金、銀 
鉛、亜鉛 
むらさきうまご〓 
柑橘類、グランドキャニオン
国立公園 
フーバーダム（世界〓） 

アーカンソー州 
（中 部） 

オーバル・Ｅ 
フォーバス 
O.E. Faubus 

1955 年 1 月就任 
以後 
1962 年 11 月五選 
（1965 年 1 月まで）

民主党 1910 年（明治 43 年）
1 月 7 日 
アーカンソー州に生る
（53 才） 

州立職業学校 卒 学校教師 
米陸軍勤務 
州道路部長 

妻 
（Alta） 
1 男 
 

バプテスト首都 
リトルロック 
（人口 10 万 8 千）

138 
千方キロ 
 
（27 位） 

1,786 
千人 
 
（31 位）

歳入 263 
 
歳出 250 
 

 
1,341 ドル 
 
（49 位） 

綿花、大豆、オーク材 
石油、天然ガス、石炭 
ボーキサイト（全米の96％）
ダイヤモンド、温泉 

デラウェア州 
（東部大西洋岸） 

エルバート・N・ 
カーベル 
E・N Carvel 

1949 年 1 月就任 
（1953 年 1 月まで）
1961 年 1 月再任 
（1965 年 1 月まで）

民主党 1910 年（明治 43 年）
2 月 9 日 
ニューヨーク州に生る
（53 才） 

ボルモチア工業専門
学校卆 
ボルモチア大学卆 
ジョンス・ホプキン
ズ大学修学 

ハリアント肥料会社 
社長 
その他数社重役兼務 
デラウュア州副知事 

妻 
 
1 男 3 女 

監督教会 
派 

首都 
ドーバー 
 
（人口 7 千） 

5 
千方キロ 
 
（49 位） 

446 
千人 
 
（46 位）

歳入 103 
 
歳出 113 

 
3,013 ドル 
 
（1 位） 

にしん、かき、はまぐり、
えび、大豆、果物、小麦 
若鶏（ブロイラー） 
世界的化学工業センター 

フロリダ州 
（南東部の半島） 

ファリス・ 
ブライアント 
F. Bryant 

1961 年 1 月就任 
（1965 年 1 月まで）

民主党 1914 年（大正 3 年）
7 月 26 日 
フロリダ州に生る 
（49 才） 

フロリダ大学卆 
ハーバード大学法学
部卆 

弁護士 
米海軍勤務 
〓ロリダ州下院議長 

妻（Julia） 
 
3 女 

メソジスト
派 

首都 
タラハ〓ー 
（人口 4 万 8 千） 
マイアミ 
（人口 29 万 2 千）

 
152 
千方キロ 
 
（22 位） 

 
4,952 
千人 
 
（10 位）

 
歳入 830 
 
歳出 808 
 

 
1,988 ドル 
 
（26 位） 

マイアミビーチ（観光地）
ケープカナベラル 
（ミサイル実験場） 
かんきつ類、野菜、果物 
牛、肥料、木材、さばえび
かに 

アイダホ州 
（北西部） 

ロバート・E 
スマイリー 
R.E Smylie 

1955 年 1 月就任 
1958 年 11 月再選 
1962 年 11 月三選 
（1967 年 1 月まで）

共和党 1914 年（大正 3 年）
10 月 31 日 
アイオワ州に生る 
（48 才） 

アイダホ大学卆 
ジョージ・ワシント
ン大学で法学博士 

弁護士 
米海岸警備隊 
〓イダホ州法務長官 

妻 
（Lucille） 
2 男 
 

メソジスト
派 

首都 
 
ボイシ・シティ 
 
（人口 3 万 4 千） 

 
216 
千方キロ 
 
（13 位） 

 
667 
千人 
 
（42 位）

 
歳入 118 
 
歳出 112 

 
 
1,796 ドル 
 
（37 位） 

鉛、銀、金、鋼 
アンチモニー、〓肥料、 
木材、牛羊、羊毛、 
小麦、大麦、りんご 
松もみ 
 

ミズーリ州 
（北中部） 

ジョン・M. 
ドールトン 
J.M. Dalton 

1961 年 1 月就任 
（1965 年 1 月まで）

民主党 1900 年（明治 33 年）
11 月 9 日ミズーリ州
に生る 
（62 才） 

ミズーリ大学卒 
（法学士） 

弁護士 
〓花大豆農業経営 
州法務長官 
全国法務長官協議会会
長 

妻 
（Ger〓） 
 
1 男 1 女 

長老教会 
派 

首都 
ジェファーゾン・シティ
（人口 2 万 8 千） 
セントルイス 
（人口 75 万） 
カンサス・シティ 
（人口 47 万 6 千）

180 
千方キロ 
（19 位） 

4,320 
千人 
（13 位）
 

歳入 514 
歳出 530 
（61 年度） 

2,199 ドル 
（18 位） 

綿花、とうもろこし 
牛、豚、鉛、セメント 
ビール、化学製品、印刷 
出版、毛皮、食肉、自動 
車、鉄〓、衣料品、 
製粉 

テネシー州 
（南東部） 

フランク・G 
クレメント 
F.G. Clement 

1953 年 1 月就任 
1954 年 11 月再選 
（1959 年 1 月まで）
1963 年 1 月就任 
（1967 年 1 月まで）

民主党 1920 年（大正 9 年）
6 月 2 日 
テネシー州に生る 
（43 才） 

カンバーランド大学
修学 
バンダービルト大学
卆 
（法学士） 

弁 護 士 
米陸軍勤務 
南部知事会々長 
（55 年～56 年） 

妻 
（Luci〓e） 
 
3 男 
 

メソジスト
派 

首都 
ナッシュビル 
（人口 17 万 1 千）
メンアィス 
（人口 49 万 8 千）

109 
千方キロ 
 
（34 位） 

3,567 
（千人）
（17 位）

 
歳入 476 
 
歳出 460 
 

 
1,545 ドル 
 
（43 位） 

綿花、木材（オーク松） 
石炭、セメント、石材、 
化学製品、〓物、印 
刷出版 
ＴＶＡ 国立公園 

ユ タ 州 
（西 部） 

ジョージ・D・ 
クライド 
G.D. Clyde 

1957 年 1 月就任 
1960 年 11 月再選 
（1965 年 1 月まで）

共和党 1898 年（明治 31 年）
7 月 21 日 
ユタ州に生る 
（65 才） 

カリフォルニア大学
卆 

ユタ州立農科大学工学
部長 
農務省水保全かんが 
い部長 

妻 
（Ora） 
 
3 男 2 女 

モルモン教首都 
ソールトレークシ〓
ィ 
（人口 18 万 9 千）

 
220 
千方キロ 
 
（11 位） 

 
89 
1 千人 
 
（38 位）

 
歳入 177 
 
歳出 167 

 
1,910 ドル 
 
（32 位） 

〓製品、牛、羊毛 
小麦、てんさい 
銅（全米の 4 分の 1） 
石炭、鉄〓、石油 
ウラニウム 
モルモン教の中心地 

米国知事会 
事務局長 

ブレバード・ 
クリフィールド 
B. Crinfield 

1958 年より 
州政府協議会常務理
事 
1958 年より 
米国知事会事務局長 

 1916 年（大正 5 年）
2 月 10 日 
イリノイズ州に生る
（47 才） 

シカゴ大学卆（政治
学） 
シラキューズ大学 
大学院修士課程卆 

市政調査会 
州政府協議会 

（1944～）

妻 
（Mary） 
 
3 子 

 （米国知事会事務局）
イリソイズ州シカゴ
東 60 番街 1313 
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